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0議事日程第1号

平成2年9月5日（水） 午前10時開会

第1 会議録署名議員の指名について'

第2 会期の決定について

第3 議案第77号ないし議案第 103号 ……………………………説 明

議案第 77号 平成元年度四日市市立四日市病院事業決算認定に

ついて

議案第 78号 平成元年度四日市市水道事業決算認定について

議案第 79号 平成2年度四日市市一般会計補正予算（第 1号）

議案第 80号―平成2年度四日市市国民健康保険特別会計補正予

算（第1号）

議案第 81号 平成2年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

（第1号）

議案第 82号4 平成2年度四日市市土地区画整理事業特別会計補

iE予算（第19号）

議案第 83号 平成2年度四日市市立四日市病院事業会計第1回

補正予算

議案第 84号，四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支

給条例の-部を改正する条例等の一部改正につい

て'

議案第 85号四日市市霊閑条例の一部改正について

議案第 86号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

について

議案第 87号 市道路線の廃止について

議案第 88号市道路線の認定について

議案第 89号市道路線の変更について

議案第 90号工事請負契約の締結について
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—羽津ポンプ場除砂設備（土木）工事一一 小井道夫

議案第 91号 工事請負契約の締結について 伊藤信

—羽津茂福 2 号幹線水路築造工事一一 伊藤正数

議案第 92号 工事請負契約の締結について 伊藤雅敏

—雨池10号幹線水路築造工事― 宇野長好

議案第 93号工事請負契約の締結について 大島武雄

—川島汚水 1 号幹線管渠布設工事（その 1) - 大谷茂生

議案第 94号工事請負契約の締結について 川村幸善

—川島汚水 1 号幹線管渠布設工事（その 2) - 喜多野 等

議案第 95号 工事請負契約の締結について ＇久保博正

—北部雨水 5 号幹線管渠布設工事（その 2) - 小林博次

議案第 96号工事請負契約の締結について 後藤長六

—南部汚水 3 号幹線管渠布設工事― 佐藤晃久

議案第 97号 工事請負契約の締結について 田中 武

—汚泥脱水機設備工事一一 田中俊行

議案第 98号 工事請負契約の変更について 田中基介

議案第 99号動産の取得について 谷口廣睦

議案第 100号 四日市市と鈴鹿市との境界の一部変更について 豊田忠正

議案第 101号字の区域の変更について- 中村信夫

議案第 102号 平成2年度四日市市水道事業会計第1回補正予算 野崎 洋

議案第 103号 四日市市水道事業給水条例の一部改正について 野呂平和

橋本 茂

0本日の会議に付した事件 橋本増蔵

議事日程のとおり 長谷川昭雄

古市元

〇出席議員 (37名） 堀内弘士

青山弘忠 前川辰男
ゞ
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水野和子 都市計画部長 前川鉦

水野幹郎 建設部長 竹村二郎

毛利道哉 下水道部長 西田喜大

森 真寿朗 消 防 長 島村 隆

森 安吉 消防次長 浜谷敏彦

山口 孝 病院事務長 中村 へ督

山路 剛 水道事業管理者 -奥山武助

山本 勝 水道局次長 藤田高司

渡辺 彦

〇欠席議員 (2名） 教 育 長 岡田久江

坂口正次 教育次長 宮田 勉

益田 力

代表監査委員 樋尾 裕

〇出席議事説明者

市 長 加藤寛嗣 〇出席事務局職員

助 役 片岡 ＾ 

事 務局長 長谷川昭彦

助 役 加藤宜雄 霞議事課長 伊藤千秋

収 入 役 毛利道男 議事課長補佐 福島和幸

調 整 監 伊藤長爾 議事係長 玉田耕士

市長公室長 栗本春樹 主 事 ・一井上紀久夫

総務部長 石川徹夫 主 事 水谷正昭

財政部長 、鈴木 美

市民部長 米津正夫 午前10時2分開会

福祉部長 田中昌治 〇議長（山本勝君） おはようございます。ただいまから、平成2年9
＼ 

商 工部長 佐々木龍夫 月四日市市議会定例会を開会いたします。~

農林水産部長 黒田＇昭公 ただいまの出席議員数は、 37名であります。

環境部長 鵜飼 滋 今定例会の議事説明者は、市長はじめ24名であります。
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〇議長（山本 勝君） これより本日の会議を開きます。

本日の議事については、お手元に配付しました議事日程第1号により取

り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 会議録署名議員の指名について

〇議長（山本 勝君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員に、宇野長好議員及び水野幹郎議員を指名い

たします。

日程第2 会期の決定について

〇議長（山本 勝君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から 9月20日までの16日

間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から 9月20日までの16日間と決定いたしました。

，日程第3 議案第77号 平成元年度四日市市立四日市病院事業決算認定

についてないし議案第 103号 四日市市水道事業給水条例の一部改正につ

いて

〇議長（山本 勝君） 日程第3、議案第77号平成元年度四日市市立四日

市病院事業決算認定についてないし議案第 103号四日市市水道事業給水条

例の一部改正についての27議案を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。
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〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案のうち、主なもの

についてご説明申し上げます。

議案第77号は、平成元年度市立四日市病院事業決算認定についてであり

ます。

まず、決算報告書の収益的収入の決算額は89億 3,625万 5,510円で、予

算額に比べ1億 8,143万 2,510円の増収となりましたが、これは外来収益、

受取利息等の収入増によるものであります。

収益的支出の決算額は89億 1,356万 8,079円で、予算額に比べ26万 921

円の不用額を生じましたが、これは学会参加等による旅費の支出が予定額

を下回ったことなどによるものであります。

次に、資本的収入につきましては、決算額は12億 8,311万 2,734円で、予

算額に比べ99万 8,266円の減収となりましたが、これは主として他会計負

担金の減によるものであります。

資本的支出の決算額は20億 4,328万 1,989円で、予算額に比べ 261万

3,011円の不用額を生じましたが、これは高等看護学院学生修学資金貸付

金等が予定額を下回ったことなどによるものであります。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、 7億 6,016万 9,255

円につきましては、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的

収支調整額で補てんいたしました。

損益計算書につきましては、収益89億 2,649万 518円、費用89億 525万

6,283円となり、差し引き 2,123万 4,235円の当年度純利益を生じました。

剰余金計算書におきましては、利益剰余金は、繰越利益剰余金年度末残

高 2,276万 2,987円に当年度純利益を加算し、 4,399万 7,222円が当年度

未処分利益剰余金となりました。

資本剰余金は前年度末残高6億 3,483万 2,467円、当年度発生額 2,537

万 1,544円、翌年度繰越資本剰余金6億 6,020万 4,011円となりました。
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剰余金処分計算書につきましては、当年度未処分利益剰余金 4,399万

7,222円のうち、減債積立金として 110万円を積み立てく残額 4,289万

7,222円を翌年度へ繰り越しするものであります。

貸借対照表におきましては、資産総額 126億 548万 4,968円、負債総額

18億 4,617万 2,875円、資本総額 107億 5,931万 2,093円となりました。

以上が病院事業決算の概要でありますが、今後はより高度な医療を提供

し、かつ、日進月歩する医療技術に適切に対応するため、施設の整備をは

じめ、高度医療器械の設備投資、さらには医療システムの導入等により一

層経費の増高が考えられ、病院経営を取り巻く環境は依然として厳しいも

のがあります。こうした状況のもと、引き続き経営基盤の確立に努めると

ともに、地域住民の健康を守る中核病院としての機能を十分発揮し、医療

サービスの向上を図るべく一層の努力を傾注していく所存であります。

議案第78号は、平成元年度四日市市水道事業決算認定についてでありま

す。

まず、決算報告書の収益的収入の決算額は53億 6,205万 2,535円で、予

算額に比べ 6,662万 2,535円の増収となりましたが、これは給水収益等の

収入増によるものであります。

収益的支出につきましては、決算額52億 2,089万 502円となり、 897万

7,498円の不用額を生じましたが、これは経常的経費が予定額を下回った

ことなどによるものであります。

次に、資本的収入につきましては、決算額は11億 1,120万 3,774円で、

予算額に比べ1,303万 5,774円の増収となりましたが、これは主に工事負

担金の増収によるものであります。

資本的支出の決算額は21億 4,224万 4,815円で、 2,968万 5,185円の不

用額を生じましたが、これは主に工事請負費などが予定額を下回ったこと

などによるものであります。 t

資本的収入が資本的支出に不足する額、10億 3,104万 1,041円は、減債
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積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及ぴ当年

度分消費税資本的収支調整額で補てんいたしました。

損益計算書につきましては収益52億 3,745万 6~036円、費用51億 4,913

万 2,417円となり、差し引き 8,832万 3,619円の当年度純利益を生じまし

た。

剰余金計算書におきましては、利益剰余金は繰越利益剰余金年度末残高

97万3,903円に当年度純利益を加算し、 8,929万 7,522円が当年度未処分

利益剰余金となりました。

また、資本剰余金は、前年度末残高43億 8,883万 1,371円、当年度発生

高1億 4,633万 2,321円、翌年度繰越資本剰余金45億 3,516万 3,692円と

なりました。

剰余金処分計算書につきましては、当年度未処分利益剰余金 8,929万

7,522円のうち、減債積立金 8,830万円を積み立て、利益剰余金を処分し

た残額99万 7,522円を翌年度へ繰り越しするものであります。

貸借対照表におきましては、資産総額 234億 1,253万 1,310円、負債総

額17億 5,945万 3,462円、資本総額 216億 5,307万 7,848円となりました。

以上が水道事業の決算の概要であります。なお、現行水道料金は改定以

来6年を経過し、この間、料金徴収業務の隔月制化による経費の節減など、～

に努めてまいりましたが、純利益も減少し、水道財政は厳しい状況になっ

てきております。

また、本市の21世紀に向けての躍進にあわせ、生活水準の向上や経済活

動の活発化に伴い増大する水需要に対応し、新規水源の確保と諸水道施設

の整備拡充をさらに図る必要があり、このため平成元年度に12カ年の継続

事業として第四期拡張事業に着手したものであります。水道は市民生活に

密着した重要な基盤施設であり、水量、水質ともに安定した給水を確保す

るために、新たに三重県営用水供給事業から受水をいたさねばなりません。

なお、今後の水道事業運営につきましては、公営企業としての使命を果た
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すために、経営の効率化と需要者サービスの充実に努めるとともに、経営

の健全化を図るなど、一層の努力を傾注していく所存であります。

議案第79号は、本市一般会計補正予算第1号案であります。

今回の補正の主な内容は、国県より補助割り当てのあった公共事業費、

急施を要する単独事業費、茶の防霜ファソ整備事業費、民間社会福祉施設

の建設・施設整備費補助金の追加及び北大谷斎場・霊園駐車場用地取得費

等のほか、霊園条例の改正に伴う霊園使用料の補正等でありまして、歳入

歳出予算のほか、これに関連する地方債の補正であります。

歳入歳出予算の追加額は 8億 7,890万 1,000円で、補正後の予算額は

716億 1,370万 1,000円と相なるのであります。

以下、各款にわたり、補正の主な内容についてご説明申し上げます。

第2款総務費は、暴力追放四日市市民会議に対する補助金の計上のほか、

単独の交通安全施設等整備事業費の追加計上であります。

第3款民生費は、本格的な高齢化社会の到来が予想される21世紀に向け

ての健康長寿のまちづくり甚本計画策定委託費、社会福祉法人「青山里会」

等が設置した特別養護老人ホーム建設費及びスプリソクラー整備費補助金

の計上のほか、精神薄弱者通所更生施設「たんぽぽ」の管理運営費を追加

計上いたしました。

第4款衛生費は、北大谷斎場・霊園駐車場用地に係る土地開発公社から

の取得費の計上であります。

第6款農林水産業費は、国県より補助割り当てのあった防霜ファソ整備

事業費、農林業同和対策事業費、新農業構造改善事業費及ぴ単独土地改良

事業費の追加と、茶多用途原料供給事業費、銘柄豚出荷促進対策事業費補

助金の計上であります。

第7款商工費は、近鉄四日市駅前中央通りの街路樹照明設備整備費の計

上であります。

第8款土木費は、国庫補助内示に合わせた河川事業費の補正と、単独事
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業として道路、橋梁、河川、街路、都市下水路整備事業費を追加計上いた

しております。また、中心市街地活性化事業費、南部地区複合機能都市整

備計画策定委託費の計上を行っております。

第10款教育費はゞ来年度改築等を予定しております小学校の調査設計費

の計上であります。

以上、概要をご説明申し上げましたが、歳入につきましては、歳出各科

目に対する特定財源を充当するとともに、一般財源として市税を計上して

収支の均衡を図ったのであります。

議案第80号から議案第83号までは、各特別会計及ぴ公営企業会計の補正

予算案であります。

国民健康保険特別会計は、国から内示のあったヘルスパイオニアタウ‘ノ

事業費の計上であり、歳入につきましては、国庫支出金の増額を行いまし

た。

公共下水道特別会計は、国庫補助割り当てのあった幹線管渠布設費、ポ

ソプ場及び諏訪公園雨水調整池築造費の計上と、債務負担行為の変更を行

ぃ、単独事業として、各処理区の面的整備を図るための管渠布設費及び管

渠維持管理費の追加計上を行いました。歳入につきましては、歳出に関連

する特定財源のほか、繰越金、一般会計繰入金を計上いたしました。

土地区画整理事業特別会計は、まちづくり啓発事業委託費を増額補正す

るものであり、歳入につきましては、繰越金を計上いたしました。

病院事業会計は、手術室・集中治療室整備費の所要額の追加と、息者の

待ち時間短縮を図るため、現在開発を進めております医療システムの見直

しに伴う関連経費の減額補正であります。収入につきましては、一般会計

からの出資金の追加計上と、新たに補助割り当てのありました国庫補助金

を計上いたしました。

次に、議案第84号吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部

を改正する条例等の一部改正につきましては、恩給法等の一部改正に伴い、
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普通退隠料及ぴ扶助料の最低保障額を引き上げるとともに、退隠料及び扶

助料の算出基礎となる退職時の給料年額を2.98％引き上げようとするもの

であります。

議案第85号霊園条例の一部改正につきましては、北大谷霊園について、

今般、返還区画のほか新たに空地に墓地を造成し、供用することを計画し

ておりますが、墓地使用料については、昭和45年12月に霊園条例が施行さ

れた当時の使用料を現状に即した使用料に改定しようとするものでありま

す。

議案第86号消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

補償甚礎額及び葬祭補償額を引き上げようとするものであります。

議案第90号から議案第97号までは、いずれも工事請負契約締結議案であ

りまして、羽津ポ‘ノプ場除砂設備工事、羽津茂福2号幹線水路築造工事、

雨池10号幹線水路築造工事、川島汚水1号幹線管渠布設工事、北部雨水5

号幹線管渠布設工事、南部汚水 3号幹線管渠布設工事及び汚泥脱水機設備

工事について、それぞれ請負契約を締結しようとするものであります。

議案第98号は、株式会社丸駒後藤組と請負契約を締結して施工しており

ます北大谷斎場敷地造成工事について、工事内容の一部変更に伴い 2,519

万 6,890円の増額変更を行おうとするものであります。

議案第99号は、本庁舎内、青少年野外活動セ‘ノター及び米洗川米洗橋に

設置いたします雨量・水位観測テレメーターシステムを、金額 3,141万

5,000円でもって取得しようとするものであります。

議案第 100号は、四日市都市計画事業采女土地区画整理事業の施行に伴

ぃ、本市と鈴鹿市との境界の一部を変更しようとするものであります。

議案第 101号は、桜北土地改良区による団体営土地改良総合整備事業の

施行に伴い、本市桜町の字の区域の一部を変更しようとするものでありま

す。
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議案第 102号は、水道事業会計の補正予算案であります。

水道事業会計は、これまで経営改善に努力を重ねてまいりましたが、本

年度以降資金不足額の累積が見込まれることから、今回、料金改定をお願

いすることとし、これに伴い、収益的収入において、水道料金の改定によ

る増収分と給水量の増加による水道料金の増収分を見込額により追加計上

いたしました。収益的支出においては、水質検査手数料、企業債利息及び

消費税を追加計上いたしました。

議案第 103号水道事業給水条例の一部改正につきましては、給水原価に

見合う料金の負担の適正化を図り、水道事業の健全な経営基盤のもとに安

定給水を確保するため、給水料金の改定を行おうとするものであります。

今回の改定ほ、平成5年度までの必要最小限の経費を賄うものでありまし

て、準備期間等も踏まえ、本年12月分として徴収する料金から適用いたし

たいと考えております。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決、認定賜りますようお願い申し上

げます。

〇議長（山本 勝君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇議長（山本 勝君） この際、ご報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告が参っております。既にお手元に送

付いたしておりますので、ご了承願います。

〇議長（山本 勝君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 9月10日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。
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午前10時28分散会

羊
我_
＿＿
-
R
 

会 録

第 2 日

（平成 2年 9月10日）
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事務課長補佐

議事係長

主事

主事

福島和幸

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時2分開議

〇議長（山本 勝君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は、 39名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇議長（山本 勝君） 日程第1、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

野崎洋議員。

〔野崎洋君登壇〕

〇野崎 洋君 それでは、通告に基づきましてご質問を申し上げたいと思

います。ーなお、冒頭にお断りを申し上げておきたいんですが、通告の4番

目に挙げさせていただいております固定資産評価替えに関連してというこ

とは、ちょっと私も欲張りまして、ー多く通告を申し上げましたので、大変

申しわけありませんがカットさせていただきたいと思います。

それでは、まず第1点の要援護老人対策についてからご質問を申し上げ

たいと思います。この問題はこれまでに幾度となく本会議の質問事項とし

て取り上げられております。重ねてお尋ねをすることをお許しをいただき

たいと思います。

我が国はどこの国よりも急ピッチで高齢化が進んでいること、それに伴

う高齢化社会をどう生きるかを考えるとき、老後の不安材料を探せば事欠
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かないのが現実の状況ではないかと思います。多くなる高齢者の人たちの

中にも、自助努力で老後の生き方を考えることのできる人たちもいるでし

ょうが、それのできないだれからも見放される高齢者をどう支えていくか、

この部分についての政策が確立され、それを踏まえてどのように老後を暮

らすかを考えられるようになることが高齢者福祉を考えた優しい社会にな

るものと考えるところであります。老人介護は女性の肩にかかっている割

合が大半であり、その女性も現代社会では子育て後に社会進出に積極的に

なっていることから、老後の生きがいと経済は徐々に改善されていくこと

と予想されますが、介護そのものは国民的課題として解決しなければ、高

齢化社会の不安は解消されないものと思いますが、いかがでしょうか。 20

年後の平成22年には高齢化率20％となります。 5人に1人が65歳以上の超

高齢化社会の到来が予想され、寝たきり老人等の要介護老人も現在の 2.3

ないし 2.4倍と推計をされているところであります。県下の高齢化率は平

成元年度10月現在で13.1％となっております。全国平均の11.6％を上回っ

ている状況下であります。

厚生省は高齢化社会への対応策として、在宅福祉や施設福祉の整備充実

のために、本年度よりゴールドプラソと称する高齢者保健福祉推進10カ年

戦略を策定し、本年8月中旬には計画実施を図るための対策本部を設置し

たと伺っております。また、県の基本方向づけの中にも家庭奉仕員派遣事

業、ショートステイ事業及びデイサービス事業を中心にその拡充に努め、

在宅における老人福祉の甚礎づくりに力を入れるとのことであります。本

市もこれまで老齢化が急速に進む実態に見合った方針のもとに、鋭意ご努

力をいただいているところでございます。中でも特別養護老人ホーム、デ

イサービスセソター、ショートステイに加え、本年度より新規の施設とし

て在宅介護支援セソターがスタートを切られたところでございます。私は、

介護の必要な老人福祉は、今申し上げました特別養護老人ホーム、ショー

トステイ、デイサービスセソター、在宅介護支援セ‘ノターの四つがワ‘ノセ
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ットになり、 4本柱として機能してこそ、＼その対象者への福祉サービスの

充実が実現することになると考えております。まだ実施後日の浅いデイサ

ービス、在宅介護等についての実情と今後の充実のための推進計画につい

てお聞かせをいただきたいと思います。そして、それら施設の来年度以降

の整備計画についてお示しいただきたいと思います。それと、在宅介護支

援セ‘ノター設置に伴う在宅介護相談協力員の委嘱状況はどうなっているの

でしょうか、概要をお尋ねしたいと思います。

全般的に見まして、今後家庭での介護力の低下は進行すると思われます。

従来、その役割を一身に背負ってきた介護は女性の受け持ち分野の考えも

成立しなくなってくると思われます。その分、男性への負担、行政への依

存度合いが増すものと思います。本市での要援護老人の現状と増加の見込

みをどう推計されているのでしょうか。在宅福祉の充実と切り離すことの

できないホームヘルパーの人的充足度、質的充実度についての将来計画は

どのようにお考えでしょうか。そして、要援護老人の増加に見合った施設

確保はできていくのでしょうか。老人を抱える家庭が希望する施設への入

所についての対応策についてお伺いをしたいと思います。

次に、司書教論の配置についてお尋ねをいたします。

現代社会はコ‘ノピューターの発展、普及が進み、子供社会にありまして

も余暇の過ごし方にテレビ、ファミコソが主流となって、本を読まなくな

っている傾向が大変強くなっているように思います。コソピューター等の

映像から学ぶ点も多くあって、知識が豊富になり、暗記力など強くなる部

分があるとは思いますが、物を考える力、創造する力、応用する力などは

子供たちに共通した弱い部分ではないかと思われます。

このようなことを考えるとき、図書館の利用、活用は今どうなっている

のか、子供たちが図書館に親しむことに学校はどのような方法を講じてい

るのか、お尋ねをいたしたいと思います。

学校図書館法第3条に、学校に図書館を設けなければならない。第5条
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に、司書教論を置かねばならないと規定されていますが、私の調べた範囲

では、法律に甚づいた司書教諭を配置している学校は全国的に見て大変少

ない状況でございます。本市も配置されていないようですが、なぜ置いて

いないのか、お尋ねをいたしたいと思います。先生方も子供たちに本を読

ませたいと思っておられるでしょうし、読書によるメリットの多いことも

十分承知しておられることと思います。法律により図書館の設置、専門的

知識を有する司書教論を必置した理由は、読書が創造力、判断力を育むこ

とに直結することを期待しているからだと思います。そこに図書館の大き

な意義があると思います。ご所見をお伺いしたいと思います。

次に、スポーツ振興と体育施設の充実についてお尋ねをいたします。

本件につきましてはこれまでにもご質問申し上げたことがありますが、

日ごろスポーツ課を中心に各競技のレベルアップに、底辺拡大に、競技施

設の充実、指導者の育成にと大変なご努力をいただいていることに感謝を

申し上げるところでございます。しかしながら、本市も含めた県レベルの

スポーツ界は、国体での成績にありますように、いつも40番代の後半とい

うまことに寂しい結果に終わっているのが現状でございます。スポーツの

振興によるメリットは、幼児、子供から高齢者に至るまですべての年齢層

の方々にあるわけでございまして、体位向上、非行防止、人格形成、連帯

意識の向上、健康維持・増進など大変多くあり、それと同時に競技力の向

上に直結してまいります。スポーツ振興の方法もいろいろと考えられると

思いますが、スポーツに親しむ気持ち、あこがれる気持ちの創造も大変重

要なものと思っております。それは見ることから始まることが多く、すぱ

らしいプレーを見て、自分もやりたい、やってみたいという気持ちから、

その競技のとりこになった例もたくさんあるわけでございます。その考え (.Jl 

をベースに、本日は時間的な制約もございますので、具体的な 1点だけお

伺いをしたいと思います。

それは、霞第1野球場の整備についてでございます。高校野球の夏の大
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会を見ておりましたり、あるいはプロ野球のオープソ戦を見ておりました

りするたびに、第1野球場の見直しの必要性を感じております。プレーす

る立場からと見る側からの両面で考え、この施設を本市の名実とも整備さ

れたメーソ球場としてぜひ改修していただきたいと願うものであります。

中央緑地の陸上競技場も全天候型の公認競技場として立派にしていただい

たところでございます。霞第1野球場につきましても、良質土の補充、照

明度のアップ、スタ‘ノドの増設、スコアボードの改善、それに附帯設備の

放送用設備もご検討いただきたいというふうに思うところでございます。＇

続いて、消防音楽隊の編成についてお尋ねをいたします。

本市が三重県の最大の都市として着実な都市基盤をつくり、着実な発展

を続けていることは大変喜ぱしいことでございます。平成9年には市制施

行 100周年を迎えることにもなっております。 21世紀に向かっての大きな

重要な節目になるものと思います。また、しなければならないものと考え

ます。この 100周年を迎えるに当たっての記念事業もこれから鋭意検討さ

れていくことと思います。当然それまでにも、これらに関連した多くのイ

ベ‘ノト等も計画されていることと思います。また、国際化時代の中で、官

民を問わず国際交流が文化面、スポーツ面でさらに活発になることも予想

されます。そして、これらのことを考えますときに、いつも思いますのは、

イベ‘ノトの開催の盛り上がりに欠けることへの心配であります。実は本年

5月に第40回東海5県軟式野球記念大会が霞ケ浦の第 1野球場で開催され

ましたとき、私もそこに居合わせた1人として大変寂しい開会式であるこ

とに残念さを感じたところでございます。他市の人からも、四日市市にど

うして音楽隊がないのカ~と不思議がられたところでございましたし、聞け

ば、県下には津市に消防音楽隊がありまして、大いに活動し、市民に親し

まれ、かつ消防職員の士気高揚にも大いに貢献していると聞いております。

過去に本市も音楽隊を組織し、その活動が市民に親しまれ、浸透していた

と聞いております。市民の要望もあるところから、ぜひ音楽隊の再編成を
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実現していただきたいと願うものでございますo活力ある都市の発展、県

下のリーダー都市として、さらに市民とともに発展することを期待する者

として、積極的なお考えをお聞きいたしたいと思います。

最後に、医療関係廃棄物の処理についてとリサイクル活動についてお尋

ねいたしたいと思います。

9月4日付の新聞に県下度会郡の林道沿いに注射器や薬品の空き瓶、シ

ソナーの空き缶などが捨てられており、不法投棄事件として捜査を始めた

との報道がございました。法律的解釈からいたしますと、廃棄物は一般廃

棄物と産業廃棄物になります。法令で言う産業廃棄物の中には医療廃棄物

は含まれておりません。ということは、医薬品医療廃棄物は一般廃棄物と

なりまして、市が行政区内の生活環境の保全上、支障が生じないよう収集

し、これを運搬、処分しなければならない廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第6条第2項に定められているところであります。医療廃棄物は、 B

型肝炎、エイズ等が騒がれ初め、問題視されるようになってきたわけであ

りますが、さきに報道のありました注射器や薬品の空き瓶のほか、どのよ

うなものが危険物として問題視されているのでしょうか。そして、それら

廃棄物の処理はどのように行われているのか、お伺いをいたします。

続いて、リサイクルに関連してお尋ねをしたいと思います。

ごみの量は今後さらに多様化し、増量することが心配されるところであ

り、環境部では既にその対策にご努力をいただいているところでございま

す。庁内におきましても、再生紙利用への取り組みも行っていただき、減

最、リサイクルヘの姿勢を打ち出していただいているところであります。

リサイクルの意義は大きくは地球環境の保全であり、貴重な資源の保護で

もあります。また、エネルギーの節約、ごみの減量にもなり、それは生活

環境を守り、税金の浪費を防ぐことにもつながります。このように大きく、

しかも多くのメリットのあるリ、サイクルでありますので、全市民的運動に

発展させていく必要があると考えます。市民あるいは民間団体でもそれら
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の問題に取り組んでいただいているところもあると思いますが、それらの

輪を広げ、広く市民の理解と協力、関心を深める方策についてのお考えを

お伺いしたいと思います。報償制度などもつくり、奨励してはどうかと思

いますが、あわせたご所見をお願いいたしたいと思います。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君）田中福祉部長。

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） 1番目の要援護老人対策についてお答えをさ 1 

せていただきます。

ご質問の前段につきましては、ご趣旨のとおりと存じますので、以下に

ついてお答えをさせていただきます。

要援護老人は平成2年4月1日現在 896人おります。この数は西暦2000

年には、国の専門機関によりますと現在の 1.6倍に達することが見込まれ

ております。寝たきり老人等、要援談老人対策につきましては、ご指摘の

とおり福祉施設対策としての特別養護老人ホーム、在宅福祉対策としての

ショートステイ事業、デイサービス事業、それに加えてホームヘルバー事

業を根幹としておりまして、老人福祉の向上を図るためにはそれぞれの施

設が相互に連携を保ちながら適切に作用することが重要であると考えてお

ります。

在宅介護支援セ‘ノターにつきましては、住民の身近なところにあって、

要援護老人とこれらの施策を結びつける機能を果たすものでございまして、

施設を効果的に運用する上で重要な役割を担うものと考えておりますので、

できれば本年度中に本事業を試行的に実施いたしまして、来年度において

本格的に実施する計画をしております。また、在宅介護相談員の配置につ

きましては、要援護老人の多様な生活問題に専門的な対応ができますよう

在宅介護支援セ‘ノターの中に配置する予定でありますし、在宅介護相談協

力員につきましては、事業開始後、状況を見て配置を検討したいと考えて
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おります。

デイサービス事業の拡充につきましては、本年度の重点事業の一つに掲

げまして、県下初の重介護型施設として二つの社会福祉法人に委託し、事

業を開始したところでございます。デイサービスセ‘ノターにつきましては、

将来、地域における在宅福祉事業の拠点としての役割を果たす必要がござ

いますので、特別養護老人ホームの新設に合わせて整備しているところで

あります。ホームヘルパー派遣事業につきましては、在宅福祉施策の中で

最も重要な施策でありますので、今年度も増員を図ったところであります。

今後も需要に応じて積極的に増員をしていきたいと存じます。また、その

待遇につきましては、人材を確保するため、給与等において国基準に上乗

せを行っておりまして、本年度も改善を行いました。今後も待遇改善に努

めていきたいと考えております。加えまして、事業内容の質的向上を図る

ため、研修体制の充実に努めておりますとともに、介護福祉士の資格取得

を奨励しておりまして、昨年度は5名が合格いたしました。

施設福祉対策としての特別養護老人ホームにつきましては、老人人口の

増加に見合った施設整備に努めているところであります。寝たきり老人は

65歳以上の老人人口の約4％から5％の割合で発生しておりまして、その

中で施設に入所しなければならない老人は4人から5人に1人でございま

して、過去の実績を勘案いたしますと、本市では65歳以上の人口の 1.4%

程度のペッド数が必要と考えております。その観点から、本年度におきま

しては80床の増床を計画いたしまして、既に新設法人でございます萌の里

による50床と三重福祉会による30床の建設工事が進められております。さ

らに、数年後の増床を図るため、現在、社会福祉施設設置に意欲と能力を

お持ちの方と新しい法人設立について協議中でございまして、実現に向け

て努力しているところでございます。このように、幸い本市には特別養護

老人ホーム等の福祉施設の整備につきまして意欲のある方々が次々と名の

りを上げておりますので、それらの方々の中から諸条件を満たしている方

-25-



にお願いをしていきたいと存じます。なお、特別養護老人ホームの本市に

おける整備率は既に国の高齢者保健福祉10カ年戦略の目標値を上回ってお

りますが、本市の需要の実態に合わせまして、平成5年度にはできるだけ

待機者のないようにしたいと考えております。

〇議長（山本勝君） 岡田教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） ご質問の2番目、司書教論の配置についてお答

えいたします。

子供たちが本離れの傾向にありますことは、ご指摘のとおりでございま

す。．子供たちの読書は豊かな心情を育み、人間形成と深いかかわりがござ

いまして、大変重要でございます。そこで、市内の各学校では、子供にも

図書館運営に参加させたり、国語科あるいは社会科、理科等の教科と関連

づけて図書館を活用したりするなど、積極的に活用をするよう努めており

ます。例えば、子供たちの読書への意欲を喚起するため、読書週間を設け

て全校読書に取り組んだり、図書館祭りを実施したりしている学校や、ま

た、子供たちが利用しやすい図書館にということで、郷土資料図書コーナ

ーや、あるいは作者コーナーなどを設けるなどして工夫をしている学校も

ございます。教育委員会といたしましても、図書館利用、読書指導をさら

に活性化するために、図書の購入予算の増額を図りますとともに、床にカ

ーペットなどを敷くなどしてくつろいで本が読める環境の整備に努めたり、

また、学校図書館指導資料を作成しまして、小中学校の全担任に配付した

りしております。この冊子には、図書館の利用の具体的なアイデアと図書

館経営のさまざまな工夫が掲載され、現在、各学校で活用されております。

司書教論の配置につきましては、ご指摘のとおり、学校図書館法第5条

の規定により各学校に置くことになっておりますが、附則の第2項に「当

分の間、置かないことができる」という規定があり、そのために市内の小

中学校ぱかりでなく、県下の小・中・高校におきましてもほとんど置かれ

-26-

ていないのが現状でございます。しかしながら、各学校におきましては、

図書館の管理運営の仕事の分担をする教員がおり、資格の有無を問わず、

司書教論と同等の働きをいたしております。今後につきましては、資格を

有しないといった担当者の資質の向上のために図書館の管理運営等に関す

る研修の機会を確保するとともに、大学で行われている司書教論の資格取

得の条件を整備するよう国及ぴ県の関係機関に働きかけてまいりたいと考

えております。

続きまして、 3番目のスボーツの振興についてお答えいたします。

スポーツ振興と体育施設の充実につきましては、ご指摘のとおりスポー

ツ振興と施設とは深い相関関係があると理解をいたしております。したが

って、これまでにおきましても、市議会をはじめ関係各位の深いご理解を

いただきまして、競技種目あるいは数におきまして、同格都市と比較いた

しまして遜色のない施設の整備に努めてまいったところでございます。し

かし、近年に至りまして、競技者及び観客の方から、よりグレードの高い

施設あるいは競技内容を求めるニーズが高まってきていることもまた事実

でございます。これに対応するために、昨年度は中央緑地陸上競技場の全

面改修を図ったところであり、また、本年は中央緑地サプ体育館建設のた

めの調査費をお認めいただき、現在、調査を進めているところでございま

す。‘

さて、ご質問の霞ケ浦第1野球場につきましては、建設当時、全面芝生

スタソドを昭和59年度に現状のスタ‘ノドに改修いたしましたところでござ

いますが、改修以降、隣接地の広大な駐車場が利用できるというメリット

が大きく、プロ野球のオープソ戦、また高校野球の三重大会に利用され、

特に本年の決勝戦では四日市勢同士の対戦ということもございまして、超

満員札どめという球場開設以来初めてという観客動員を見たところでござ

います。今後もこの傾向は続くものと予想されておりますが、ご指摘のス

夕ソドの増設につきましては、緑地内ということで、公園法に基づく建築
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面積の制約もあり、現在既に既存建築物で微妙な数値になっておりますこ

とと、公園内全体の今後の計画との整合も図らなければならないと考えて

おりますので、この点、関係部局とも十分調整の上検討いたしたいと考え

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。また、日常的な管理

につきましては、今後も十分留意いたしまして、適切な管理、運営に努め

てまいりたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 島村消防長。

〔消防長（島村隆君）登壇〕

こういう事情がございます。第2には、本来の消防業務の負担が年々大き

くなっておりまして、練習時間の確保が非常に難しくなって、そのため、

隊員個々の演奏技術がだんだん落ち込んでいったといういきさつがござい

ヽ

〇消防長（島村 隆君） 消防音楽隊の再編成についてお答えをいたしま

す。

まず結論を申し上げますと、今後の課題として、再編成という方向で前

向きに検討をしたいと考えております。しかし、いろいろな問題点もあり

ますので、いつの時点で発足できるかについては残念ながら明言できない

のが現状でございます。

そこで、こういうことにならざるを得ない背景などについて申し上げて

みたいと思いますが、まず、かつての四日市消防音楽隊発足の経緯とその

後について申し上げてみたいと存じます。かつての消防音楽隊は、最初、

/音楽に興味のある数人で同好会をつくりまして練習をしていたのが発端で

ございます。その後、発展をして昭和39年に消防音楽隊が結成をされまし

た。--一時期市民の皆さんにも大変親しまれ、いろんな場で大いに活躍をし

たようでございますけれども、結局は長続きしないまま、昭和53年になっ

て自然消滅的に活動をやめざるを余儀なくされております。そうなった主

な理由としては、まず第1には、若い職員が音楽隊を嫌って隊へ入らなく

なった。そのために新陳代謝ができなかったということであります。この

ため、必然的に隊員の年齢層が高くなりまして、演奏意欲も徐々に低下を

した。また一方では、それぞれに隊員も昇任、昇格をして責任ある立場に

つくようになり、多くの隊員は消防業務に専念せざるを得なくなったと、
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ます。

ご指摘のように、県内には津市に消防音楽隊がございます。本年に入っ

て松阪市が二、三年先を目指して消防音楽隊が編成されたやに聞いており

ますけれども、当四日市消防としても、でき得れば消防音楽隊を再編成し

たいところでございますけれども、県内の各都市に比べて、特に消防業務

の負担が増加していることを考えますと、なかなか余裕がないというのが

現状であろうと思います。また、音楽隊の編成には、まず職員の中に音楽

隊をつくろうという自発的な意欲、雰囲気が出てこないといけませんし、

その上で素質のある若い隊員を確保して、さらにはよい指導者を見つけな

ければならない。こういった多くの問題点を解決をして音楽隊を再編成を

するということになりますので、今申し上げましたように、内部的には精

いっぱい努力をいたしますけれども、現時点では残念ながら確約的なこと

が申し上げられないという状況でございます。ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（山本勝君） 鵜飼環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第6点目の医療関係廃棄物の処理とリサイク

ル活動についてお答えをさせていただきます。先ほどもお話がございまし

たように、医療系の廃棄物につきましては、一つは不法投棄、もう一つは

感染性の廃棄物の適正処理ということが極めて大きな社会的な問題になっ

ているわけでございます。そこで、こうした状況下の中で、先般来、国に

おきましては、医療関係の廃棄物についての処理ガイドライソを示してま

いりました。本年の4月からそのガイドライソに基づいて必要な体制の整

備に努めるよう、そういった通知が厚生省からなされたわけでございます。
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しかしながら、実態といたしましては、全国的に排出から処理に至るまで

の管理体制というものが全く確立がされていないというのが全国的な実態

になっているわけでございます。

そこで、市内におけるこうした医療廃棄物の処理の状況についてでござ

いますが、まず総合病院におきましては、施設内、つまり病院の中に焼却

施設を持っておるわけでございますので、そうした焼却施設によって焼却

いたしまして処理をいたしておるという、こういう実情でございますし、

診療所等にございましては、従来の商慣習から、薬品納入業者が引き取り

まして、さらに薬品納入業者が民間の業者に委託をして処理をしておると

いう、こういう実態に本市の場合なっているわけでございます。

そこで、特に問題がございますのは、先ほどもお話がございましたよう

に、感染性の廃棄物の処理についてが問題になるわけでございまして、エ

イズでございますとかB型肝炎という問題が引き起こされるわけでござい

ます。特に、感染性の廃棄物の中でも、実は一般廃棄物と産業廃棄物があ

るわけでございまして、感染性の一般廃棄物といたしましては、例えば脱

脂面でございますとかガーゼ、包帯というのは感染性の一般廃棄物になる

わけでございます。ところが、感染性の廃棄物の中でも産業廃棄物といた

しましては、例えば注射針あるいはメス、あるいはまたビニールチュープ

そういったものは感染性の産業廃棄物ということになっているわけでござ

います。

こうした廃棄物の処理についてでございますけれども、廃棄物の処理に

つきましては、ご承知のとおり排出事業者が責任を持って適正に処理する

ということが原則になっているわけでございます。したがって、私どもは

先般来、四日市医師会に対しまして、適正処理について要請をしてきたと

ころでございます。しかしながら、今回示されました厚生省のガイドライ

ンの中では、市町村におきましての役割も明らかにしているわけでござい

まして、特に保健衛生の確保、向上、そういった観点から、適正処理につ
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いて市町村もこれに協力をするという、そういうことがガイドライソの中

で明らかにされているわけでございますので、私どもといたしましては、

現在、医師会をはじめといたしまして、関係機関と連携をしながら、どう

管理体制を確立をしていくかという問題、同時に適正処理について具体的

にどんな対策が必要なのかという、そういったことについて、今申し上げ

た連携を図りながら現在進めているところでございまして、できるだけ早

い時期にそういったことについてのまとめをしてまいりたい、このように

考えているわけでございますので、その点についてのご理解を賜りたいと

存じます。

続きまして、リサイクルの問題についてお尋ねがございました。ご承知

のとおり、現在、一つは、大変ごみの量が増えておるということ、もう一

つは、地球環境の保全という、そういう立場からも全国的に各種のリサイ

クル運動が展開をされているわけでございます。私どもも先ほどお話がこ・

ざいましたように、本年の5月からは再生紙を導入をいたしまして、リサ

イクル運動を展開をいたしているわけでございます。また同時に、この9

月26日からは近鉄百貨店におきましてリサイクル展を開催いたまして、

市民の方々にそういったことについての啓発、普及に努めているわけでご

ざいます。また、最近におきましては、老人会が中心になりまして、牛乳

パックの回収を始めておるという、そういう事例もあるわけでございます。

また同時に、一部の大手スーパーにおきましては、消費者協会と連携をし

ながら、牛乳パックの回収を始めているという、こういう実情もあるわけ

でございますので、私どもはその他のスーパーさんあるいはまた住民の方

々に対しましても、そういったことについて現在、具体的に働きかけてい

るわけでございます。今後、私どもといたしましては、そういったリサイ

クル運動というものが効果的に全市的に行われるために、現在、具体的に'

住民の側にお願いをしていかなければならないもの、あるいはまた、行政

が実施をすべきもの、そういったことについて総合的に検討を加えている
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わけでございまして、その結論につきましては、本年度中にその取りまと

めを行いまして、ご提言の趣旨も踏まえながら、今後リサイクル運動に積

極的に取り組んでいきたい、このように思っておるわけでございますので、

ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 野崎洋議員。

〇野崎 洋君 ご答弁ありがとうございました。まず、要援護老人の問題

につきましては、いろいろと老齢人口の増加に伴いますご検討をいただい

ておりまして、ご努力には敬意を払うところでありますが、もう一つ、当

市としてハード面も含めた突っ込んだ考え方に欠けるような感じを私は受

けるところでございまして、何か施設整備という問題は、民間のそういう

意欲ある人に任せるだけなのかというような気がいたしますので、そうい

った感じを持っている者がいるということをぜひお含みおきをいただきた

いというふうに思います。

それから、司書教論の配置についてでございますけれども、附則に「当

分の間、置かなくてもいい」ということがあるというご説明があったわけ

でございますが、法律とか役所用語は大変難しいなと思うのは、当分の間

が36年にもなるというこの実態であるわけでございまして、いろいろ調べ

てみますと、中学校にありましても、全国レペルでいきますと、配置率と

いうのは 1％だというようなことでございますので、あえて私は、四日市

の教育委員会の皆さん方に「おかしいじゃないか」という文句を言うつも

りでこれは申し上げているのではございません。が、やはり子供たちの図

書館の利用というものについて、そういう配慮がないということは、軽視

されているのかなというような気がするわけでございまして、そういう意

味から、子供たちの読書、本に親しませるということ、また活字を読むと

いうことは、教育の一環としては大切なことだという認識をさらに深めて

いただきたいし、先ほど申し上げた古い法律でありまして、今どうこうと

いうのは申し上げにくいことではありますけれども、やはり私は、必置義
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務というのは置かなければならないというのであれば、それだけ必要性を

惑じているだろう。これが選択ができるというのであれば、 「置くことも

できる」という法律になってしかるべきではないかなというような気がす

るわけでございます。そういう意味から、あえて問題提起をさせていただ

いたつもりでおりますので、どうか今後の図書館運営の中で十分考えを取

り入れていただきたい。

ただ、法律の中に、司書教論は教論をもって充てるとか、講習で資格を

取れとかいうようなことがあるわけでございますが、ちょっと矛盾をする

わけでございますけれども、そういう有資格者といいますか、勉強をされ

た方で、あるいは現在は先生ではありませんけれども、パート的な対応と

いうのは実は東京の日野市でもってそういう対応をされていい成果を上げ

ているという例も聞いております。ですから、そういうことも含めたお考

えで対応していただくことも含めながら考えていただければなというふう

に思います。

それから、スポーツの振興と体育施設の問題で、霞第1野球場の件を 1

点取り上げて申し上げたわけでございますが、やはりスポーツの振興につ

ながる大きな要素に体育施設があります。実は昨日も、三油地区の少年野

球をやっている子供たちが中央緑地の陸上競技場を借りまして運動会をや

ったわけでございます。その集まった子供たちの数人に「どうだ」と言っ

たら、 「すごいや」ということで、 「僕も野球をやめて陸上の選手になろ

うかな」というようなことを言っていた子供がいたわけでございます。ま

さにこれが、いい施設の中でスポーツのとりこになる第1ステップだろう

というようなことをきのうも感じながらいたわけでございます。先ほどの

ご説明で、いわゆる建ぺい率の問題だろうと思いますけれども、そこらに

つきましては十分ご検討をいただいて、そして、ただ一つお願いを申し上

げたいのは、そういった問題もあるでしょうけれども、公園緑地課との問

題で、縦割りのひずみの出るようなことにならないように、ひとつお願い
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‘を申し上げておきたいと思います。

それから、消防音楽隊の件につきましては、前向きに取り組んでいただ

くということでございますが、先ほどの司書教諭のことではありませんが、

当分の間というのが、また何年にも何十年にもなってもらっては困ります

ので、どうかそういった意味で一日も早い設置をお願いしたいと思います。

ただ、ここで一つ関連したことでお尋ねをしておきたいのは、若い隊員

の方々が、消防署員というか職員の方々が集まりにくいというようなお話

がありましたけれども、詳しいことを調べ上げたわけではありませんけれ

ども、四日市市の消防に対する受験資格の問題で、近隣他都市と比べて制

約が厳しいのではないかなというようなことを聞いたことがあります。そ

れがどれほどの厳しさかわかりませんが、 1歳なのか2歳なのかわかりま

せんけれども、そういったことも若い隊員の集まることへの障害になって

いるのではないかなという気がするわけでございますが、これは直接の消

防隊の編成とは直接関係はありませんけれども、お差し支えなければ、お

わかりであれば教えていただきたいなという気がいたします。

それと、医療関係の廃棄物の処理問題、これはやはり市民全体に大変心

配、不安を与える問題の一つでございます。鋭意ご努力をいただいている

ことにつきましては感謝を申し上げますけれども、これもやはり夜に産業

廃棄物処理場にいわゆる不法投棄がされているというようなことも聞いて

おりますが、それらの実態についてはどうなのか。そういったことがなけ

ればよろしゅうございますけれども、そういったうわさも聞いております

が、もしそこらの実態がわかればお教えをいただきたいと思いますし、改

善もしていただきたいということを申し上げます。今意見的なことをずっ

と羅列をさせていただきましたけれども、今の最後の医療問題、あるいは

消防の職員の問題等について、お答えがいただけるのであればちょうだい

をしたいと思います。終わります。

〇議長（山本勝君） 島村消防長。
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〇消防長（島村 隆君） 職員の採用基準につきましては、他都市と比べ

て特に厳しいというふうには承っておりません。ただ、実績として、昨年

の採用予定4名でありましたけれども、応募は6名であったということで

ございます。本年、現在採用募集をしておるわけでございますが、若干名

ということで予定をしておりますが、現在のところ願書が出ておりますの

が10名、あと二、三人出るであろう。若干応募人員が増えておる。いろん

な経済情勢も反映をしての影響ではなかろうかというような見方をしてお

りますけれども、確かに消防職員に対する希望者というのはそんなに多く

はない。しかし、それが採用基準によるものであるかどうかということは

断定できませんけれども、他都市と比べてそんなにきついものではないと

いうことだけは申し上げられると思います。

〇議長（山本勝君） 鵜飼環境部長。

〇環境部長（鵜飼 滋君） 特に不法投棄の問題でございますが、かなり

以前でございますが、新聞紙上にも報道された経緯があるわけでございま

すが、本市におきましても、そういった感染性の医療廃棄物が一部不法に

投棄された事例がございます。私どもはそういったことに対して、特に不

法投棄でございますから、警察側とも連携をしながらその問題について対

処いたしたわけでございますが、さらに、私どもが管理をいたしておりま

す処分場につきましては、現在そういったことについて搬入時の段階で具

体的にチェックをいたしまして、そういったことにならないよういたして

おるわけでございますので、そのようにひとつご理解を賜りたいと思いま

す。

〇議長（山本勝君） 野崎洋議員、時間が余りございませんので、簡

潔にお願いします。

〇野崎 洋君先ほどの消防職員の採用に関連しましては、いわゆる受験

資格が学校卒業後何年以内という、そういう面での厳しさというふうに承

っております。ですから、桑名市とか鈴鹿市は四日市よりも、卒業して間
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があいても受けられるという面での厳しさという意味で申し上げたつもり

でございますし、そこが若い職員をより多く、いい人材を採用するという

ことであれば、そういった面も一度ご検討いただきたいなというふうに思

うことをつけ加えさせていただきます。

それと同時に、環境の医療廃棄物の問題でございますが、産業廃棄物処

理場にという問題、確かにいろいろ管理をいただいておるわけでございま

すが、これは産業廃棄物処理場であろうが、一般の道路であろうが、投棄

されるのは深夜とかいわゆる人の目につかない時間帯に投棄をされるわけ

でございます。そういった面で市民が大変困っているということもありま

す。どうかそういった面もこれからさらにご配慮をいただきたいというこ

とを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本勝君） 水野幹郎議員。

〇水野幹郎君 野崎議員の質問に関連をいたしまして、消防音楽隊の再紺

成でありますが、この件につきましては、私どもの会派はかねて谷口議員

も質問をいたしております。消防だけではなかなか早期に実現は難しいと

思いますので、全庁的にバックアップをしていただいて、一日も早く編成

をしたいただきたい、こういう立場に立ちまして、理事者の方から少しご

意見を伺っておきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 片岡助役。

〇助役（片岡一三君） 関連で、消防音楽隊の再編につきまして、全庁挙

げて支援せよということでございますが、今後そのような方向で取り組み

たいと思いますので、ご了解賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午前10時52分休憩

午前11時9分再開
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〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

谷口廣睦議員。

（谷口廣睦君登壇〕

〇谷口廣睦君 おはようございます。それでは、通告に従いまして、 3点

ほど質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。

まず最初に、地域政策の確立について、グラソドビジョ‘ノあるいはマス

クープラソを求めてと通告をいたしましたが、私のような学歴のない者が

英語をいたずらに使うことは少しこっけいになるかと思いますけれども、

よろしく意のあるところを理事者の皆さんお酌みをいただいて、 28万市民

に向かって力強いひとつ答弁をお願いを申し上げたい、このように思いま

す。

最近、テレビ、新聞、ラジオ等におきまして、マスコミ等の自治体政策

論議の中で、必ずといっていいほど、地域コミュニティーあるいはアメニ

ティという言葉が入っているわけであります。コミュニティー、アメニテ

ィということについて、一言に要約すれば、環境保全あるいは快適性、住

み心地のよさ、利便性と訳されるのではないかというふうに思うわけであ

ります。私たちも地方自治体にかかわる者の 1人として、今住民の 1人1

人が何を望み何を行政担当者に期待をしているか、的確に把握し、分析す

る必要もあると思うわけであります。

私も昨年の12月に、約 1,000人を対象として、約20項目にわたってア‘ノ

ケートをとったことがございます。その内容につきましては、昨年の12月

議会で明らかにし、感想を理事者に求めたところでありますが、少し余談

になると思いますが、このような内容についてどういった中身であったの

か、私のところにお尋ねになるような理事者は1人もございません。そう

いった内容については少し寂しさを感じておるところでありますが、総じ

て住民1人1人が、何といっても総括的には快適な住環境の中で住み、そ
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して雇用の場、いわゆる労働、そして生活の場、そして住環境の整備とい

うものを大きく望んでいるところでございます。そういった生活圏の基本

的な考え方に、多くの住民がいろいろ行政担当者に要求しで、改善も求めて

いるところでございます。その中身も最近は多種多様化してきておりま

す。土木行政に、あるいは教育、環境、福祉に文化にと多種多様でありま

す。それをすべて 100％満足にこたえようとするには、これは大変なこと

であります。財政的な問題もございます。国庫補助の問題もございます。

そういったことの中から、いろいろ難しい問題はあるにしても、一歩一歩

前進していかなければならない問題もあります。私は、市民とともに歩む

行政として、また、市民1人1人に夢を、あるいはまた期待を与えていく

ためには、＇行政担当者がしっかりとした総合計画、より具体的なビジョソ

を確立し、四日市全体のまずグラソドピジョ‘ノを求めて、その中から一つ

一つのマスタープラ‘ノをつくっていく。その内容について多くの市民によ

りPRをして、文字どおり市民とともに歩む行政を確立したいわけであり

ます。

そこで、伺いたい、また提案もしていきたいと思うわけでありますが、

確かに今、四日市市には基本構想、総合計画なるものがございます。その

基本計画あるいは総合計画というものの中で、果たしてあの中身で市民の

皆さんが一つ一つの夢を持ち、また将来に向かって期待感が持てる中身で

ぁみうかと、私はいささか疑問に思うわけであります。私たちもこの質問

に立つ以前に、あの基本計画を十分読ませていただきましたけれども、か

なり抽象的であるのではないかと、このように考えます。しかし、行政担

当者が各部署で一生懸命に精いっぱい努力していただいておるのも認めて

いきたいわけでありますけれども、しかし、市民の個々の 1人1人には、

やはり道路事情があり、あるいは教育に、環境に、福祉に、いろいろ不満

も要望も強いわけであります。そこで私は、先ほども述べましたように、

だれが見てもわかるように、より具体的な四日市全体のまずグラソドビジ
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ョソをつくって、その中から一つ一つのマスタープラソをつくっていただ

きたい、このように思うわけであります。

具体的に申し上げますならば、大きな一つとして、都市地域基盤という

親点から見た場合には、四日市全体の総合的な土地利用というものをどう

していくのかという問題もございます。後ほどまた再質問の中で個々に時

問があれば触れてみたいと思いますが、こういった土地利用というものも

それなりのビジョ‘ノをつくっていく必要があるだろう。二つ目として、道

路問題についても、やはり基幹的な道路についてはそれなりの計画なり建

設省との問題等も含めてかなり住民にもPRされておりますが、いざ生活

道路となってくると、いつの議会でも問題になる。個々の生活道路には多

くの問題がある。例えば一つの例を挙げてまいりますと、東阿倉川の南北

の清水町から入ってきた道、あの道についても、私も議員にしていただい

てから 7年になりますけれども、 7年間の間、一体これはどうなるのか、―

いつも双方の突っ込み合いによってけんかが起きる。暴力ざたにもなって

おる。こういった状況の中で、一つの道路という問題についても個々の分

析が必要であろう。また＼河川、公園、緑地等々についてもそうでありま

す。

大きな二つ目として、産業政策という観点からとらえてみますと、農業

政策の現状もどうだ、あるいは商業、工業、観光、労働、．こういった問題

もございます。

大きな三つ目として、教育、文化、スポーツ面という点からとらえてみ

るならば、やはり義務教育、小中学校の現状、あるいは障害者教育、青少

年教育、成人教育イコール生涯教育等も含まれますが、あるいはまた市民

スポーツ等々、こういう問題もございます。

大きな四つ目として、福祉問題という問題からとらえてみれば、先ほど

来から問題にもなっておりますように、老人福祉対策、あるいは障害者福

祉、母子福祉、児童福祉等々でございます。生活環境面からとらえてみる

-39-



ならば、市営住宅あるいは上下水道、環境保全、消防、防災等々。あるい

は大きく六つ目として、地域社会と市民生活という面からとらえてみます

と、市民コミュニティーという問題、あるいは同和対策という問題、ある

いは婦人問題等々でございます。

最後に、大きな七つ目としては、財政問題もございます。財政問題につ

きましても、後ほどまた詳しく時間があればやりたいと思いますが、そう

いった大きな問題もございます。

以上、大きく七つぐらいに分けてみますならば、こういった問題を現状

はどうなっておるのか、その現状に対して今四日市市が当面何を早急にや

っていかなきゃならないのか、あるいは中期計画5年として考えていかな

ければならない問題、あるいはまた長期計画として10年を目途として考え

ていかなければならない問題、こういったことで、やはりそのマスタープ

ラソにおいても実行計画、中期計画、長期計画、こういったものをきちっ

と深い論議の中でそういう総合計画を確立してもらいたいと思うわけであ

ります。私たちも来年は統一地方選挙において改選されるわけであります

が、その中から、住民と多角的にいろんな形で大きなアプローチもしてい

かなければなりません。そういったときに、やはり理事者の皆さんのつく

られたそういった計画をもとにしながら、我々もそこに肉づけしながら大

きなアプローチをしていかなければならない、このように思うわけであり

ます。いかがですか、そういった総合グラソドビジョン、あるいはまたマ

スタープランというものをつくっていただきたいと思うわけでありますが、

いかがか、お伺いをいたしたいと思います。

大きな二つ目として通告をいたしました市役所周辺の再開発、いわゆる

商工会議所の改築移転の問題でございます。

いわゆる市役所は市政の拠点として、その周辺の活性化は大いに注目し、

関心を集めてきたところでございます。そこで私たちは、 61年の10月には

庁舎周辺整備特別委員会を設けて種々検討し、調査研究をしてきたところ
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でございます。その時点においても駐車場問題、総合会館の建設、あるい

は旧庁舎の市民セ‘ノター等々の問題、あるいは市民セソターの解体の時期

等についてもいろいろ調査研究もしたところでございます。そこで、商工

会議所の改築移転の問題についても、一つの大きな整合性の中で話題にな

ったのも事実であります。そのうち駐車場あるいは総合会館については既

に完成をし、市民に大きく喜ばれているところでありますが、今、商工会

議所の改築移転問題が残り、その問題が大きくクローズアップされてきて

おるところでございます。

そこで伺いたいと思いますが、今、公共用地の活用という面からとらえ

て、現在、労働会館の跡地あるいは職員駐車場になっておる土地、あるい

は本町の婦人文化セ‘ノター等々でございます。それに加えて、庁舎周辺の、

これは民有地になりますが、固有名詞を挙げていいかどうか少し迷うとこ

ろでありますが、三重機械の駐車場の問題、あるいはその周辺の問題等々、

この周辺の市街地の再開発も重要になってきておるわけであります。

そこで伺いますが、この商工会議所の移転改築の問題については、直接

行政とは関係ないというものの、庁舎周辺の再開発という観点から見れば、

それなりの関心を持ち、また商工会議所とのコミュニケーショ‘ノの問題も

出てくると思いますが、現状どのようなコミュニケーショ‘ノなり、どのよ

うな指導を持たれておるのか、お伺いをしたいと思います。

三つ目には、通告には若干の地区問題として通告をいたしまして、具体

的な問題を表示できなかったのは、この時点において若干調査中のことも

ございまして、具体的な表示はできなかったことについておわぴを申し上

げたいと思いますが、それ以降今から申し上げます質問について関係部局

に対し少し私の意のあるところを伝えてはおきましたけれども、いわゆる

羽津地区内の米洗川の下にJRの橋梁がございますが、この改修の問題に

ついて、平成元年度には 3,900万円の予算設定をしたわけであります。以

後、平成2年度においては 3,600万円の予算設定をしておるわけでありま
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すが、いまだにして何の工事の開始をする兆候にもないわけでありますが、

この平成元年度に 3,900万円の予算設定をして以後の進捗状況といいます

か、現在の状況についてお伺いをしたいと思います。

以上、第1回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 加藤市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点について私からお答えを申し・上げます。

市政を運営していく上において、基本構想を決定をし、 10カ年間ぐらい

先を見たまちづくりの基本的な理念とその施策の大綱を、これは自治省の

指導で法律によって定めなければならないというふうになっております。

それに基づいて基本計画ができておる。これはいずれも市政に関する限り

のものでございます。そこで現在、私どもがやっております行政の方向と

いうのは、この甚本構想に基づいた基本的な理念、あるいはそこに掲げら

れました市政の政策の大綱に従って運営をしておるわけでありまして、こ

の基本構想というのは、平成12年を目標にして平成元年度からスタートさ

せるということになっております。

そこでまず、基本計画が固まっておりますが、これは基本構想に掲げら

れました五つの都市像に基づきまして、平成5年度までに市が取り組む施

策なり事業なりを明らかにしてあるわけであります。これらは実は、基本

構想については十分市民の皆さんのご意見をちょうだいをいたしまして、

昭和62年度の12月に作成を終わって議会にお諮りをしてスタートをさせて

おる。それに基づいて63年度に平成元年度からのスタートをいたします基

本計画が定められて今日スタートをいたしておると、こういう状況になっ

ております。

今申し上げましたように、これらの計画あるいは構想はいずれも市政に

関する限りのものでございますが、実際はこの四日市市を住みよい働きが

いのある、あるいは学ぶことのできる、さらに市民が憩うことができると
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いう都市機能がバラ‘ノスのとれた状態で魅力と活力に満ちた総合産業都市

として成熟させていくといった線に沿って計画をされておるわけでありま

す。

しかしながら、これを作成した時点と今日の時点では、社会の経済情勢

あるいは社会情勢そのものが随分変わってきておりますし、また、今申し

上げたように、市の政策のみに限っておるということから、今日四日市周

辺を取り巻く、国あるいは県の上位団体の特に国でございますが、大きな

プロジェクトがだんだんに具体化に向かって進んでまいっておりますし、

また、市の方におきましても、抽象的な表現でしか述べられておりません

でした、例えば駅西の開発あるいは駅東の既存商業集積地におきます再開

発計画や駐車場の整備構想、さらにはJR四日市駅周辺におきます新都市

拠点整備事業でありますとか、あるいはJRそのものの立体化交差化事業

などというものは、構想として、あるいは計画として、さらに港の方にお

きましては、来年度から新たに次の港湾計画がつくられようとしておりま

す。その中には、ポート・ルネッサ‘ノス21構想といったような計画が盛り

込まれる予定になっておりますし、また、山龍部におきましては、今申し

上げました国の事業としての東海環状自動車道でありますとか、あるいは

第二名神自動車道でありますとか、さらには中央リニアエクスプレスの構

想計画というものが浮かび上がってまいりましたし、もう一つ言えば、常

滑沖におきます中部新国際空港の構想というものもだんだんに具体化をし

ようとしつつあるわけであります。

したがいまして、こういった状況を踏まえますと、四日市市の中におき

ますまちづくりの方向というものを、これらとの整合性を図って進めてま

いらねば、次の時代への対応が困難になっていくであろうし、さらに市民

の皆様方にとりましては、それじゃあそういった状況の中で、自分たちの

住んでいる地域がどういうふうに変わっていこうとしているのか、あるい

はどういうふうに変えようとしているのか、自分たちの意見も含めて、そ
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れらの問題に関心が注がれますことは当然のことであるわけであります。

したがって、私どもは、こういった状況になっておりますということを全

体的に総合的に市民の皆様に現時点でお示しをするということは、行政を

あずかる責任者として極めて重要な問題であろうかというふうに思ってお

るところであります。

土地利用計画の問題は後で申し上げますが、そういった意味合いにおき

まして、私は、この基本構想なり、あるいはそれに基づいた基本計画とい

うもののこの時点での見直しというものは必要であろうかと思います。し

かし、基本構想というのは、これは10カ年を見込んで決めろということに

なっておりまして、基本構想というのは、いわばまちづくりの理念を述べ

たものであり、具体的な事業計画というものは基本計画で明らかにすると

いうことになっておりまして、基本構想そのものを変えるということはで

きませんが、基本計画は当然もう一度この辺で見直して、来年度以降にど

う対処していくのかということを検討する必要があるのではなかろうかと

思いますし、それを市民の皆様にお示しをする必要もあるというふうに考

えておるわけであります。

そこで、もう一度土地利用計画の問題に戻りますが、現在、四日市市内

におきまして、県のハイテク・プラネット21構想というのがあるわけであ

ります。これは県が多極分散型国土形成促進法に甚づきまして、振典拠点

地域を、四日市市内では振興地域基本構想というものをつくりまして、国

の承認を得るということになっております。その中で、四日市におきまし

ては、重点整備地区というのが3地区あるわけでございます。一つは、中

心市街地及び臨海部を包含します四日市みなと交流ゾーソであります。ニ

つ目は、環境技術移転セソターの立地というものが予定をされております

鈴鹿山龍リサーチパークであり、その三つ目が、四日市東イソターチェ‘ノ

ジ周辺での県道富田山城線、あるいは東海環状自動車道との計画が位置づ

けられております鈴鹿山麗ハイプリッド・スクエアということでございま
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す。ハイプリッドという言葉は大変難しいんですが、要するに、いろいろ

な機能が混ざり合った地域の発展を目指していくと、その中には、ハイテ

ク団地も入っておりますし、今考えられておりますのは、流通団地あるい

は住宅団地、公園等々がここに立地をされるであろうというふうになって

おるわけであります。

こういった用途的に大体土地利用の確定をしているところがあるわけで

ございますが、その他、開発可能地域というのが大体四日市市内 5,000ha

ぐらい余地があるというふうに思っております。これらの地域をどうする

か、土地利用をどうするかということをまだ決定をしているわけではあり

ません。これを決定をして動かないものに決め込んでしまうということは、

土地利用の弾力性が妨げられるというようにも考えられますので、現在の

段階では、そこまで「こういうふうに全部使うんですよ」ということを決

め込んでしまうことは、これほど激しい変化を起こしていく時代に十分対

応し得る計画を今の時点から策定することは、私は大変難しいなというふ

うに思っておりますが、今申し上げましたおよその見当のついております

地域での、あるいはその周辺での土地利用というものを、おおよその、お

ぼろげながらと言っては大変申しわけないですが、おおよその範囲ぐらい

はお示しできるんではないだろうかなというふうに考えておるところでご

ざいます。

こういったようなことも含めまして、基本計画での事業というものを確

立をしていく必要がある。そのため基本計画をもう一遍ローリソグをする

必要が出てきたなというふうに私は思っておるところであります。今概略

的ことを申し上げたわけでありますが、やはりその間には、先ほどお話の

ありましたような教育、文化、福祉あるいは環境といったような、どちら

かといいますと、それらの事業もソフトな事業だけというわけではありま

せんで、ハードな事業の面とのタイアップが必要でありますが、それらの

ことも考え合わせて、四日市周辺をめぐって今いろいろな動きがあります
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のを、ある程度はっきりした形で市民にお示しをする必要があるし、そう

いった方向で今後のグラソドビジョ‘ノの策定に向かって努力をしてまいり

たいというふうに考えておるわけであります。ソフトな面については、今

申しましたような大枠の中で、四日市でどれだけのことが遂行可能である

のか、あるいは遂行しなければならないのかということについて、確定的

なものということでなしに、流動的に対処ができるような見直しを行って

いったらいかがなものかと、こういうふうに考えておる段階でございます。

グラソドビジョ‘ノにつきまして、大変貴重なご意見を賜りまして、このご

意見を参考にして今後精進をいたしてまいりたいということをお誓いを申

し上げまして、答弁にかえさせていただきます。

〇議長（山本勝君） 加藤助役。

〔助役（加藤宜雄君）登壇〕

〇助役（加藤宣雄君） ただいまご質問ございました市役所周辺の再開発

についてのご質問にお答え申し上げます。

市役所周辺を含みます中心市街地のまちづくりにつきましては、昨年度

取りまとめました地区更新計画の中で中心市街地全体の活性化、商業振興

の視点から多面的に検討してまいった次第でございます。その中でご指摘

ございました市役所周辺地区につきましては、市役所、商工会議所のプロ

ックをシビックセソターゾーソととらえまして、市役所北側の新道通りま

でのプロックを重点整備地区として位置づけまして、 D地区、三重機械駐

車場周辺地区と名づけているわけでございます。 D地区は、ご存じのとお

り、旧港に至ります諏訪新道、それから広幅員の三滝通りに面しまして、ノ

近鉄四日市駅からは若干距離がございますが、それを逆手に取って、魅力

的な施設、雇用吸収力のある施設を導入して、人を吸引することが可能と

なれば、駅東商業活性化を考える上で波及的な効果が期待できる戦略的な

ポイソトであろうというふうに考えているわけでございます。したがいま

して、地区更新計画の中では、市役所、商工会議所及び総合会館の機能と
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も連動させ、まちの中の文化活動のシソボルとなるべく、商業、業務、文

化を複合させたまちづくりが望ましいというふうに提案されておるわけで

ございます。・

そこで、ご質問いただきました、現在建てかえを計画中の商工会議所で

ございますが、これをD地区再開発事業の核施設の一つとして導入するこ

とができますれば、地区更新計画の中で提案されております施設の概念に

も合致し、この事業の推進に大きな契機となり得るであろうというふうに

考えておるわけでございます。そのために、過日、商工会議所にその旨申

し入れを行いまして、商工会議所の方のご理解を賜るとともに、地元の皆

様に対しまして、再開発の働きかけをいたしているところでございます。

しかしながら、この再開発事業といいますのは、関係権利者の皆様が中心

になって、お互いの合意を得ながら進める性格の事業でございます。現在

、地元に対しましては、市から地区更新計画でのこの地区の位置づけ、再

開発事業としての提案の説明を行った段階でございます。議会におきまし

ても、この事業推進のための補正予算を上程申し上げているところでござ

います。今後の進め方といたしましては、関係権利者の合意形成に向け、

勉強会を継続して実施いたしまして、事業化を目指して、関係権利者の研

究会の組織にまでつなげてまいりたいというふうに考えております。

以上のような状況でございますので、市役所庁舎周辺の整備につきまし

ては、先ほどご質問の中にもございましたように、昭和61年度にご検討い

ただきました庁舎周辺整備特別委員会の報告内容を尊重いたしまして、か

つこの地区更新計画に基づくまちづくりの進展に合わせて、シピックゾー

、ノの名にふさわしい整備をしてまいりたいというふうに考えております。

また、ご指摘いただきました周辺公有地等につきましては、今後、今申し

ました都市機能のより一層の充実、地域の活性化に資するよう、有効活用

の方策を検討してまいりますので、どうかよろしくご理解を賜りたいと存

じます。
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〇議長（山本勝君） 竹村建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） 第3点目のご質問にお答えを申し上げます。

ご承知のとおり、準用河川米洗川の河川改修につきましては、国補事業

といたしまして第1期工事を昭和51年度から実施をしてまいっております。

事業費が5億 8,000万円、事業の区間は河口から近鉄線までの間約 1,000

mでございまして、その大半が現在ほとんど改修済みになっております。

ご指摘のございました白須賀地区内にありますJR関西本線の米洗川の橋

梁の改築につきましては、運輸省と建設省が取り交わしております運建協

定に基づきまして細部協定の締結の上、 JR東海に委託して施行をするこ

とになっております。

このため、当工事の施行に当たりましては、昭和62年からJR東海と再

三協議を重ねてまいったのでございますが、国鉄の分割民営化に伴うそう

いった新協定がなかなか定まらず、先ほどもご指摘ございましたとおり、

平成元年度事業として計画をしておりましたこの本工事を見送った経緯と

なっております。私どもといたしましては、さらにその後協議を重ねまし

て、現在、運輸省、建設省との間で新協定が成立をいたしました。これに

基づきまして、市といたしましては、費用負担も含めました細部の協定を

締結するために、現在、建設省、 JR東海と協議中でございまして、本年

度には工事に着手をいたしたいと、このように考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 谷口廣睦議員。

〇谷口廣睦君 どうもご答弁ありがとうございました。基本構想なるもの

は、ひとつ現実的なものに見直していこういう市長からのご答弁をいただ

きました。ぜひひとつ早急にそのような内容にしていただきたい、このよ

うに思いますが、いずれにいたしましても、現在の総合計画等の内容は、

十分読みましても、かなり抽象的で、我々が見ても、後一つ事業が、あの
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計画と相まっていないというような感じもするわけで、よりひとつもう少

し具体的な問題を入れていただきたいというふうに思います。

例えば土地利用計画等の問題についても、今市長が、四日市では 5,000

haぐらいの土地の今後の活用問題についても考えていかなきゃならぬ。

こういうふうに申されたわけでありますけれども、私は一つ残念なことに

は、四日市の南部ハイテク工業団地の造成について、その誘致企業が決ま

り、その誘致企業が将来展望として、早急にあの周辺内、あるいはまた四

日市市内に、それの関連企業の設置もある程度見越した中での四日市への

進出を図ったというふうに聞いておるわけであります。それに従って、約

5,000坪、坪数を言って申しわけないですが、 5,000坪程度の中身で南部

ハイテク工業団地への進出を希望する企業が早急に県を通じて四日市市に

申し入れたと聞いておるわけでありますけれども、しかし、早急にその答

えが出ない。四日市としては受けられないという返事の中から、大安町に

5,000坪の関連企業が求められている。本企業の関連企業がそれだけの誘

致を図りながら、その内容が四日市市が受けられないということで大安町に向い

ていく。これは四日市としても少し情けないことではないかなと、こういうふう

に思うわけであります。今また、ゴルフ場の開発等についても、 4カ所、

5カ所が計画中あるいはいろんな問題も起こしているわけでありますけれ

ども、そういったことで、早急にやはり大きなグラソドビジョソというも

のを設定しながら、そして理事者の皆さんの頭を同じレペルにしながら物

事の対処をしていかないと、このような情けない結果が出てくるんではな

いかと、こういうふうに思うわけであります。

土地利用の問題は以上といたしますが、あと道路問題等についても、今

四日市市に生活道路の中でここ何年間、この道路は一体どうするんだとい

うことが再三指摘されておっても、なかなかその答えが出てこない。ある

いは理事者の 1人1人によって答えも違う。こういうことになれば、やは

り現状、できるできないは財政問題もございますから、現状どういったと
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ころが不具合になっておるのか、それは将来どうしていかなきゃならない

のか、あるいは中期計画、長期計画にのせられない理由はどこにあるのか。

こういったもう少し具体的なところまで、余り具体的なところというと難

しい問題がありますけれども、やはり長期計画基本構想の中には、もう少

し具体性のある問題にしてほしいな。今の状況を見てみますと、何遍読ん

でも言葉の中に抽象的な言葉で、 20年、 30年ぐらい前に使ったような言葉

もそのまま入っておるというような状況になるんではないかな、このよう

に思います。

以上のような内容でございますが、また商工会議所の改築移転の問題に

ついては、まだまだ少し言いにくい問題もあるかもわかりませんが、早急

にこれもひとつ市のある程度のアグレマソを問いながら、整備を図っても

らいたい、このように思います。

それから、 3番目の米洗川の問題については、やはり建設省あるいはま

た運輸省との協議の問題、こういう問題は早くからわかっておるわけなん

です。それがおくれておるということの中から、予算設定をしながら 2年

もおくれておるということについては、いささか問題も大きいと思います

ので、これは今年度中になんらかの工事着工をされるということでありま

すから、了解をいたしたいと思います。やはり当面、戻りますが、今の土

地の高騰という立湯からいけば、早急に土地の問題等については、大きな

グラソドビジョ‘ノの中で整備をされた方がいいんではないかな、このよう

に思いますので、以上申し上げたことについては要望として申し上げてお

きますが、市長も今三つぐらい書きとめられたので、何か私に、そうじゃ

ないよこうだと言われることがあれば、ひとつおっしゃっていただければ、

また私もお伺いをしたい、•このように思います。

〇議長（山本勝君） 加藤市長。

〇市長（加藤寛嗣君） ちょっと私が申し上げたことに誤解を招くような

言葉がありましたので、訂正をさせていただきますが、基本構想は変える
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ことができないということでございます。したがって、基本計画の見直し

でグラソドビジョソを策定をしていきたい、こういうことを申し上げたつ

もりであります。 ＇ 

それからもう一つは、開発余地というのは私は 5,000haぐらい全市内で

あるということを申し上げたんで、 5,000坪の話をしたつもりは毛頭ござ

いません。 5,000坪の問題は、今のご質問で私よくわかったんですが、そ

ういう申し入れがあったということは実は私は承知をいたしておりません

が、よく調査をいたしまして、 5,000haの開発余地があるんですから、

5,000坪ぐらいは何とかなるんじゃないかなと、こういうふうに思ってお

りますので、そのようにご理解を賜っておきたいと、こういうふうに思い

ます。

〇議長（山本勝君） 谷口廣睦議員。

〇谷口廣睦君 大変ありがとうございました。私の言葉足らずの問題もご

ざいまして、再度市長を煩わせたことについて申しわけなく思っておりま

すが、今私が申し上げたのは、 5,000坪、 5,000haの単位の問題は少しあ

るといたしましても、確かに既に大安町の方へ土地を求めなければならな

いという答えを四日市市が出されておるということについては、少し情け

ないなという感じがいたしたものですから、つい申し上げましたけれども、

以上をもちまして私の質問をすべて終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後1時2分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

長谷川昭雄議員。

〔長谷川昭雄君登壇〕
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〇長谷川昭雄君昼からの1番でございますので、よろしくお願いします。

通告に従い質問をさせていただきます。

まず1番目の地域福祉の充実についてでございます。

厚生省が提唱する高齢者保健福祉10カ年戦略の中で、市町村における在

宅福祉対策、緊急整備の在宅福祉10カ年事業として具体的施策の方針を打

ち出している 7項目の実践計画はよく承知をするところです。本市におい

ても、 63年に高齢者対策中・長期指針が打ち出され、その一部は第5次総

合計画に具体化が進められていますが、厚生省のねらう10カ年戦略には、

十分と言えない感があります。また、老人福祉法改正案の中では、在宅福

祉サービスを市町村の仕事と位置づけ、在宅に関しては平成3年施行とし、

在宅と施設の両方を合わせた総合的な福祉サービスの実施に努めるとして

います。

そこで私は、在宅福祉、施設福祉、地域福祉といったもので、地域住民

の参加によるサービス機能が発揮でき、複合効果を向上させる施設が必要

であると考えます。現在、老人や障害者の福祉向上のため、各種施設がつ

くられていますが、老人であるとか障害者だけという特定対象者に限定さ

れた施設であります。これからの福祉施設は、老人や障害者は当然ながら、

健常者や子供に至る 3世代交流の場とし、地区社協、ボランティア等とも

密接な関係を保ち、子供にも福祉の原点を教え、学ばせる活動の拠点と位

置づける必要を感じております。子供の時期より福祉の原則であるみずか

らのお金でみずからが福祉を受けることを認識する教育、つまり実践活動

を通じて体で覚えるためにも、 3世代交流の場の必要を提唱するものです。

このような将来見通し、目的をもとに、ぜひ複合機能の発揮できる施設の

整備をしなくてはなりません。本市では、全国に誇れる地区市民セソター

活動と同様に、地区単位とした福祉セソターとも言うべき施設の構想を他

市に先駆け整備することを求めるものであります。実施に当たっては、さ

しあたり公共の遊休施設あるいは休眠施設等の再利用を検討してはいかが
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かと思いますが、お考えがあればお答えをいただきたい。

続いて、 2番目の本市における外国人労働者の状況とその政策について

お尋ねいたします。

今、全国的人手不足の最悪状態が続いています。新卒者1名の獲得のた

め、 100万円とも 200万円とも言われる宜伝費や高額な準備資金が必要で

あると報道されているのはご承知のとおりでございます。中でも、特に3

k危険、きたない、きついと言われる職種、とりわけ土木建設、地場製造

産業等に従事する単純労務者、技術見習いの志望者は皆無に等しく、事業

者は経営の継続に危機を感じている現状であります。この状態が続けぱ、

営業の維持は困難となり、閉鎖か倒産の零細・小業者が続出し、産業体系

に変化を来し、経済市場に影響を及ぼすことは必至であります。

現在、全国各地で親光、留学などのビザで入国し就業する外国人が多数

あるやに聞いています。また、これらのやみルートのシソジケートの有無

さえもささやかれておるわけでございます。本市における外国人登録上で

の違法就業、観光ビザ入国の実態を掌握している限りで結構でございます

が教えていただきたい。

これら外国人出入国に関して、国では6月の法の一部改正で就労ビザが

緩和されました。今のところ、技術研修、熟練工の限定があり、外国に関

連工場または海外工場を持つ企業が短期採用で許可されているそうです。

このような制約は膨大な資金や受け入れ施設を具備する大企業向けの処方

せんと解しても間違いないと判断すべきでありましょう。四日市に大型企

業の誘致が決まり、造成地の作業が進められているとき、これが操業開始

の暁には、若者の転職移動やパート要員の募集による労働力配分に変動を

来し、雇用問題はさらに零細業者を圧迫し、決定的な打撃となり、一層の

人手不足を招来するのは必至の状態となるでしょう。市として、従来より

地場産業の育成や零細業者への保護施策、資金の援護等、努力をするとと

もに、後継者の育成にも配慮と施策を講じていることはよく理解している
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ところですが、今の課題として、国内法の枠の中で、外国人労働者の合法

的受け入れ、今後の情勢に即応できる体制を先取りした研究を進めるべき

だと思いますが、いかがでしょうか。まず、行政で分担できる分野を見極

める必要があります。例えば、外国人が即日常生活に必要な日本語会話、

文化、習慣等、あるいは日常必須の文字、また場合によっては技術の補習

等で、これには定時制の空き教室を利用し、訓練所的機能を策定するのも

一方法と考えられますが、いかがでしょうか。しかも、現行法にはかなり

な制約がついています。この問題にどのように取り組んでいくか、お尋ね

をいたします。

この問題は、さきの3月議会で大谷議員も質問されました。その後の取

り組み、経過とあわせて、今後の見通し、，対応についてお答えをいただき

たいと思います。

今後、本市が発注している公共事業を請け負う事業所で外国人の不法労

働就業が発生した場合、本人は法による処分は当然ですが、受注業者で元

請け業者、また申請された下請け業者等に対する処置、処分の対応はどの

ようになっているのか、お尋ねいたします。市としてとる処理手続でござ

います。

以上の点について、ご答弁をお願いしたいと思います。

次のコーストゾーソ観光への対応でございます。

産業の多様化と企業の増加による人口増と週休制の改善による余暇の増

加で、身近な場所で手軽なレジャーを楽しむようになりました。したがっ

て、場所と環境を整備する必要が生じ、市民にサービスしなくてはなりま

せん。本市では、既に伊坂ダム、八郷サイクリソグコース、四日市スポー

ツラソド、南部丘陵公園など都市型公園を補完する施設が整備されていま

す。

海上では、四日市港を開かれた港づくりの一環として、平成元年に遊覧

船「いなぱ」が就航しました。 「いなぱ」の運航は時宜を得たもので、加
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藤市長のヒットアイデアと高く評価をいたします。私は、就航以来2度の

乗船の機会を得ました。ほかにも民間船により臨海コソビナート群を望見

することがたびたぴあります。今回の「いなば」の就航によって、さらに

多くの市民は港に親しみ、海に接する機会は多くなるでしょう。しかし、

美しい海岸、美しい波打ち際と感じる人たちは、そのうちの何％の人たち

でしょうか。港を取り巻くコソビナート群の波打ち際は黒ずんだコソクリ

ートの防波壁が延々と続き、火気厳禁、立入禁止、危険と威圧する文字が

並び、美観にはほど遠いものがあります。

かつて四日市の海岸は、北の高松海岸より磯津漁港に至る海辺は、港の

出入口、河口を除きますと、白砂青松の牧歌的海岸線であり、夏には海水

浴場のにぎわいもありました。戦争を境に産業が優先され、海は埋め立て

が進み、いつか海岸線は企業に渡り、現状となった次第です。市民の容易

に立ち入ることのできない場所となりました。市民の海への愛着を抑止し、

産業重視の政策が今日の姿であります。海岸線を復元させる方法は皆無で

ございます。市政概要の観光振興対策の中でもはっきりと宣言されている

観光資源の重要な 1ポイソトでもあります。かつて四日市港先端の三部突

堤への立ち入りを求めた入浜権の争いがあったことは記憶に新しいことで

す。市民の求める美しい水際に整備して提供すべきであります。将来は波

打ち際の遊歩道建設も考える時期が来るかとも思います。私はこの際、臨

海企業に協力を求めて、 「四日市臨海波打ち際美観コ‘ノテスト」なんかの

イペソトを開くのもどうかと思います。一部の企業の中では、施設の一部

に彩色がなされ、カモメが湾岸にいるのを道路より眺望しました。このよ

うなことが海上より望見できるならば、すばらしいことです。文化都市・

四日市のイメージもアップします。

以上、私案も含めて申しましたが、市としてどのように取り組んでいるの

か、今後どのように進めていくのかをお答えをいただきたいと思います。

第1回の質問を終わります。
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〇議長（山本勝君） 田中福祉部長。

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） 1番目の地域福祉の充実についてお答えいた

します。

高齢者保健福祉推進10カ年戦略への対応につきましては、かねてから議

会からも高齢者の福祉ビジョソを策定するようご意見をいただいていると

ころでございますし、また、厚生省から指定を受けた健康長寿のまちづく、

り基本計画策定事業につきましても、本議会に予算を計上させていただい

ておりますので、現在、本市の高齢者の福祉ビジョ‘ノの策定にとりかかっ

ているところでございます。来年中には議員の皆様方にも冊子をお届けす

ることができると存じます。

子供、老人、障害者と地域との交流の施設につきましては、既存の施設

では不十分な面もあると存じますので、今後、高齢者、障害者、子供等を

対象とした福祉施設につきましては、地域との交流、ボラ‘ノティアが活動

しやすいような施設整備をしたらどうかと考えております。また、遊休施

設の活用につきましては、福祉の充実につながるような方向で取り組んで

いく所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 佐々木商工部長。

〔商工部長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇商工部長（佐々木龍夫君） 外国人労働者の雇用に関する問題につきま

してご答弁申し上げます。

近年、長期にわたります景気拡大の中で、雇用状況の逼迫は全産業に及

んでおりますが、特に中小地場企業におきまして、それは大変著しくなっ

てきております。こうした状況に対処するために、労働力を外国人の受け

入れの方に求めようとする傾向が強くなっておりますが、外国人の就労問

題につきましては、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法によりま

して取り扱われることとなってぉりまして、本年6月より施行されました
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改正された法律では、高度で専門的な知識、技能を持った外国人労働者に

ついての在留資格の枠が拡大されました。一方、単純労働につきましては

従来どおり、こういうことになっておりまして、その受け入れを認めない、

こういうことにしております。また、今回の法改正では、不法就労者を雇

い入れました企業主等への罰則規定を設けたということが一つの特徴とな

っております。

外国人労働者の実態でございますけれども、入管法によりまして正規の

就労が許可されております者のうち、その内訳を申しますと、本市の場合、

いわゆる外国人登録法によります平成元年度中のその登録状況に基づきま

すと、工業目的あるいは企業内研修を目的としている者がおおむねそれぞ

れ30%、それから、いわゆる日本人の配偶者または子供、孫という身分関

係を有する場合、あるいは法務大臣が特に在留資格を認めた者、例えば医

師でありますとか語学学校の教師、熟練労働者、，そういった方々の就労に

属する者が32％で、残りの8％が就学でありますとか親族訪問、そういっ

た格好となっております。

外国人の就労問題につきましては、原則として国及ぴ県の所掌業務とな

っておりまして、市の施策の内容はこれらを補完するという体制となって

おります。しかしながら、就労実態やそれに内在する課題への対策等につ

きましては、私ども市町村が最も身近に把握し得る立場にありますことか

ら、国、県等と連携をとりながら、今後積極的に対応を図っていく必要が

あろうと、そういうふうに考えております。

したがいまして、先ほどお話がございましたように、日常生活上あるい

は初歩的な職業技術、そういった訓練施設等の設置を考えたらどうかと、

こういうお話でございますが、これは大変国籍の異なる人々への包括的な

対応、こういったこともございまして、現実の問題としてはなかなか難し

いところもございます。したがいまして、今後、雇用状況の推移を見守り

ながら、国、県あるいは企業サイド等とも必要な対応について協議をして
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考えてまいりたい、そのように思っております。

それから、不法就労のお話がございました。どれぐらいの実態になって

おるかということでございましたが、現在、こういった職業についておる

と一般的に言われておりますのは、土木作業者あるいは夜の歓楽街等に働

いておられる方でございますが、今回、先ほども申しましたように、法改

正によりまして、こういった人々を雇用した事業主に対しては罰則規定が

設けられたと、こういうこともございまして、なかなか屈用者がこれを明

らかにしたがらない、こういう事情がございまして、実態の掌握は実際の

ところはなかなか困難と、こういうことでございます。また、入管法によ

りますと、こういったことを職務上知り得た国あるいは地方の職員という

のは当局の方へ通報しなければならないと、こういう規定もございますの

で、なおさら私どもの調査では実態がつかみにくいような状況になってお

る、こういうことでございます。外国人労働者に関しては以上のとおりで

ございます。

それからもう一つ、 3番目のご質問でございますが、コーストゾーソの

あり方についてのご指摘でございますが、これについてお答え車し上げま

す。

近年、マリソレジャーが大変人気を集めておりますが、それに伴いまし

て、水際の景観とか利用ということがいろいろな話題を呼び起こしており

ます。お話にございましたように、昨年11月、本市では遊覧船の「いなぱ」

を就航させました。お陰さまでこの8月26日で乗船者が1万人に達すると、

こういうようなことで、好評裏に運航させていただいております。しかし

ながら、ご指摘のとおり、海上から見ました陸上部の景観は決して良好な

ものではございませんで、乗船客の方々からもご同様の意見をいただいて

いるところでございます。

したがいまして、市といたしましても、臨海部の企業群に対しまして、

オイル貯蔵夕‘ノク等の色彩化でありますとか、工場緑化を海の方も推進し
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ていただくように要望をしているところでございます。こういった動きが

ございますが、同様に四日市港管理組合の方でも、臨海部の景観の美しさ

を促進するために、今年度、臨海部全域を対象に、色彩化を図るための調

査に着手をしておりまして、年度内に色彩化計画をまとめる、こういうこ

とにしております。そして、来年度からとりあえず港湾施設の倉庫、上屋

を対象に美観事業を実施する予定となっておりまして、また企業に対して

も、色彩化計画に沿って美観化を推進していただくように協力を要請して

いく、こういうふうに聞いております。

なお、臨海部の企業用地の開放の件でございますが、このご提言につき

ましては、安全性でありますとか、企業活動上困難な問題もいろいろござ

いますので、当面は公共用地の中で親水空間を設けまして、市民に提供し

ていきたいと、そういうふうに考えております。その一環としまして、旧

港地区の公園化とか運河沿いの遊歩道化を逐次進めているところでござい

ますが、また、大部分が遊休地化している富双地区につきましても、昨年

度、再開発構想を策定いたしまして、今後事業化に向けての計画を検討す

るなど、市民が親しんで憩える魅力あるウォーターフロ‘ノトの整備を四日

市港管理組合等関係機関ともども積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

〇議長（山本勝君） 石川総務部長。

〔総務部長（石川徹夫君）登壇〕

〇総務部長（石川徹夫君） 先ほどの2点目の不法就労者に対する問題の

中で、市の契約相手の中にそういったことがあればどのように考えるかと、

こういったご質問に対しましてお答えを申し上げたいと思います。

契約相手に対しましては、常日ごろ法等の遵守を指導をしてきていると

ころでございますので、もしそういった法等に違反の事実があり、罰せら

れるというようなことになりますれば、市の条規等に照らし対処してまい

らなければならないと、このように理解をしております。よろしくお願い
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します。

〇議長（山本勝君） 長谷川昭雄議員。

〇長谷川昭雄君 ご答弁いただいたんでございますけれども、先ほどの1

点目の件につきましては、前向きに検討するということで、実のあるお答

えをいただきましたので、早急に進めていただくことをお願いする次第で

ございます。

2点目の件でございますけれども、佐々木部長の説明では、不法就労は，

今のところ全く不明だから、なかなか実態がつかみにくいと、こういうよ

うな答えをいただいたわけでございます。総務部長の答えと若千ニュアソ

スが違っているような感じを受けるわけでございますけれども、例えば、

不法就労の内容が今のところは全くわからないというような説明の中で、

もし今後わかったら、これを一応元請け企業に対して対応していきたいと、

こういうようなことでございますが、全く今のところ不明ということでご

ざいますので、その不明に対してはどのような手を打つのかということも

あわせて聞かせていただきたい。不明だということでそのまま済ませてい

っては一歩も前進しないということをもう一度、これは考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

現在、日本はちょうど労働市場となっておるわけでございまして、この

8月の法改正でございますか、それからもプラジルなんかの記事もこの間

出ておったわけでございますけれども、プラジルでは日系の二世、三世を

含めた人口が 120万人ぐらい見える。その中で、法改正が非常に簡易にな

ったので、この8月でしたか、 1カ月の間に就労ビザを申請し発行したの

が 5,000人とも 5,500人ともなっておる。こういうような現実の事態にな

ってきておるわけでございますので、こういうような問題についてどのよ

うに、やはりこれから対処していくんだというような前向きの姿勢をあら

わしていただかんことには、 「今のところわかりません」とか、 「これか

らいろいろ検討します」ということじゃなしに、今どのように検討を進め
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ていくんだというような、もう少し具体的な突っ込んだ答えをいただきた

いと思います。もし部長のところで答えが出ないということでしたら、担

当助役でも結構でございますので、答えていただきたい。言いっぱなし聞

きっぱなしではなしに、やはり質問をした以上は、それに答えるだけの実

のある答弁をしていただかぬと、ちょっと納得いかないというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、 3番目の海岸の美観でございますけれども、やはりほとんど

が企業の所有地でございますので、なかなか難しい点もあろうかと思いま

すけれども、このようにやはり船から見る人口がふえてきたということに

対応して、どのようにこれからもっと前向きな形で進めていくのかという

ところまで踏み込んで、そして将来像の計画、そういうものを早急に立て

ていただきたい、こういうふうにお願いするわけでございます。

それでは、 2番目の件についてもう少し突っ込んだお答えをいただきた

いと思います。

〇議長（山本勝君） 佐々木商工部長。

〇商工部長（佐々木龍夫君） 違法就労の実態が大変つかみにくいという

ことを申し上げたわけでございますが、まずこの問題についてはいろいろ

労働環境といいますか、それが逼迫しておりまして、需要と供給がそれぞ

れに非常に高まっておると、こういう実情はよく理解できるわけでござい

ます。しかしながら、違法就業というのはあくまで違法でございまして、

この違法を是として行政サイドとしては対策を先に進めるということはで

きないわけでございます。したがいまして、法律の内容も先ほど申し上げ

たように、そういう実態を知った場合は直ちにしかるべき関係機関へ通報

しなければならないということでございますので、そういった就労者が違

法のままで就労ができる状況を推進するということは行政としてはできな

いというのが、これが基本的な建前でございます。

しかしながら、需要も供給も非常に高まりを見せておると、こういうふ
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うな事情もございますので、今後そういった方面のあり方ということにつ

きましては、今回6月に法改正がございまして、専門職が17業種から28業

種にふえましたように、そういった運用の弾力性というものを少しでも持

っていただくことが現下のあるいは将来の労働環境の好転につながるとい

うわけでございますので、そういった法律の面から、改正等について国、

県の方へ働きかけていくということにならざるを得ないと、そういうふう

に思っております。大変つれないご答弁で恐縮なんでございますけれども、

違法性のあるところへ私どもが手を差し伸べるということはちょっとでき

ないことでございますので、その辺のことをよろしくご理解いただきたい

と思う次第でございます。

〇議長（山本勝君） 長谷川昭雄議員。

〇長谷川昭雄君 なかなか対応も難しいと思いますけれども、まず行政サ

イドとしては市が発注した元請け業者等についてのそういうような状況が

発生したということであれば、やはり違法を助長するということに対する

一つの抑えにもなろうかと思いますし、一般的にもそういうような環境を

与えていくということになりますので、早急に市として、市の発注した業

者に対してはどのようにするかということをよくご検討をしていただきた

いと、こういうことをお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていた

だきます。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午後1時37分

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

後藤長六議員。

〔後藤長六君登壇〕

〇後藤長六君 「一葉落ちて天下の秋を知る」。いまだ残暑が続いており

ますが、まさしく郷愁の秋でもございます。この間、議員生活15年という
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ことで同期の皆さんと一緒に永年勤続の市長表彰受賞の光栄に浴したとこ

ろでございます。振り返ってみますと、長いようで短くもあり、 1期生と

して初めて議会の壇上に立たせていただいたことがこの間のように思えま

す。その間、大勢の人々にお世話になりました。私事でまことに申しわけ

ありませんが、議員としての誇りを持って情熱を燃やしたこともあり、ま

た、身震いするような嫌な思いを家族とともに味わったこともございまし

た。最近は、少々健康を損なったせいかもしれませんが、暗いイメージに

なりがちですが、それでも同じ会派の皆さんの慰めもあり、つとめて打ち

消す努力をいたしております。しかし、さきの句ではありませんが、心に

決めた来るべきときが来れば、錦を散りぱめ潔く散る覚悟をいたしており

ます。前置きはこの程度にして、本題に移りたいと思います。

通告の第1しま、近鉄四日市駅周辺の再開発、まちづくりについて行政の

立場のとるべき基本姿勢、対応について、二、三お伺いをいたしたいと思

います。

ご承知のとおり、 「アミューズフォーラム21」が来年11月の全館完成を

目指して順調に着々と建設されていることは申し上げるまでもありません。

それに引き比べ、駅東の再開発は行政側の特段の啓発、指導があったにも

かかわらず、具体的な内容が見られず、前進が見られないことはまことに

残念です。また、このところ行政側の意に反し、都ホテルが駅西に進出を

決定し、駅東の実力者もそれに追随するかのように駅西への傾斜の機運が

高まっていることは否めません。市長は、工業高校跡地開発の理念につい

て、既存商店街を含め、東西一体化した活性化対策事業であることを強調

されたように聞いておりますが、現状を見る限り、残念ながら駅西の部分

開発になり、アミューズフォーラムが突出した形になっております。また

加えて、皮肉にもコ‘ノペのA案に参画してし、た松坂屋、近鉄がB案の三井

不動産に協力するなど、全く意外で、公正を期したはずのコソペの意義が

失われ、企業戦略に振り回された形になりました。そこで、この際、過去
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の経緯を振り返り、原因を究明するとともに、行政のとる基本姿勢につい

て正すべきは正し、市民のニーズに謙虚にこたえることこそ行政のあるペ

き姿ではないかと思います。

そこで、駅東の再開発に関連する早急に対処していただきたい条件整備

について、二、三申し上げたいと思います。

まず第1に、都市景観形成事業でありますが、恐らく条例化するまでに

は相当な期間が必要になってくると思われますが、再開発並ぴに整備上に，

かかわりのあることでありますために、ぜひとも促進方をお願いをいたし

たいと、このように思うわけでございます。

第2に、駅西、駅東との利用客の回遊性を高めるためのデッキ計画であ

りますが、以前に地上2階での設計が検討されていたやに聞いております

が、その後の様子はわかっておりません。

第3には、駅前広場計画であります。バス、タクシーの発着場をどう統

合するのか、また、日量十数万人と言われる近鉄利用客を猫の額のような

狭い広場でどのように効率よくさばけるかどうか、人の動線、車の動線、

これもはっきりしなければならないと思います。本市 100年の計にもかか

わる21世紀に向けての大きな立案でもあります。

以上、地域の再開発に不可欠の問題について申し上げたのでありますが、

これはまさに行政側が行う再開発、公共投資に等しいもので、行政主導型

と言われる今日、民間に先駆けて早急な対応が望まれるものであります。

また、それと同じことが言えると思いますが、中部電力の配電線地中化

事業ともかかわりのある西町線道路の整備事業でありますが、先ほど申し

上げました条件整備がおくれている理由で、本年行われる中部電力の事業

計画を2年先送りした経緯がございます。その反面、一部地区については

計画より 2年早く整備され、立派なカラー舗装されておりますために、同

じ道路でありながら、明暗を分けた道路はまさに、悪い言葉かもしれませ

んけれども、独断と偏見を浮き彫りにしたいい例ではないかと思うわけで
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ございます。

それから、いまだ発表されておりませんが、近く建設される博物館下あ

るいは公園下に 500台の地下駐車場ができるやに聞いておりますが、私が

以前、工業高校跡地問題について議場で一般質問をした際、ビルが建ち並

ぶ駅付近は、ビルはなるべく高層化し、駐車湯は地下につくり、地上はな

るべくオープ‘ノスペースを広くとるよう提言をいたしましたが入れられず、

たしか反対の答弁があったような記憶をいたしております。それがためか、

地場産の駐車場は附置義務条例ぎりぎりの27台収容できる駐車場で、利用

客の台数にはほど遠い駐車台数であります。東京において開かれておりま

した駐車場整備調査委員会は一応の結論結果を発表されましたが、しまっき

りしない点もあり、今申し上げている博物館地下駐車場を入れますと、駅

西に優に二千数百台もの駐車場ができるわけで、駅東商店街の商業者とっ

てはこれまた頭の痛い問題であり、東西のバラ‘ノスを崩す大きな問題であ

り、これも行政の独断と偏見によるものと言われても仕方がないと思うわ

けでございます。

都ホテルの問題については、私が3月議会におきまして質問した際、―

「現在の都ホテルは存続させる」と市長の答弁がありましたが、 6月議会、

川村議員の質問では、それを否定する発言が片岡助役からなされました。

民間の問題に行政が入り込めない事情はわからないことはございませんが、

おさまらないのは嘆願書を市あてに出してお願いした地域住民であります。

現在、営業中の西新地の都ホテルは、まだはっきりした売却先も決定して

いないようでございますので、市の開発公社において、近鉄より一時譲り

受け、信頼のおけるホテルに再度売り渡すという方法がありますが、いか

がなものでございましょうか。利益本位のわけのわからない業者に来てい

ただきますと、地域の発展に大きな影響があることはもちろんのことであ

ります。そういったこともお考えいただき、ご所見を賜りたいと思います。

次に、南部丘陵地に市民の夢を満たしたマスタープラ‘ノの早急な作成と
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いうことでございますが、申し上げるまでもなく、南部丘陵地は以前、海

軍燃料廠跡地で、戦後その一部はごみ捨て場として有名で、その後、昭和

四十七、八年ごろ、国との間に条件つきで無償貸付を受けたというふうに

聞いております。もちろん、戦争当時安い値段で地域の地主から買い上げ

たわけでありますから、地域に返還されるのは当然のことながら、四郷、

日永、内部の3地区に囲まれた約86haの広大な面積を有し、地形は低いな

だらかな稜線が通じ、西は鈴鹿連峰を望み、東は遠く伊勢湾を眼下に見お

ろすことのできる小高い丘の連続で、かつては日永梅林として有名であっ

たところでもございます。夜は 100万ドルの夜景とも言える石油コソビナ

ートが目の前にして楽しむこともできます。

先ほど申し上げましたように、本市に移管されてから約20年経過をいた

しておりますが、公園として事業化されたのは総面積の5分の 1程度では

なかろうか。他は放置された雑木林が延々と続き、人の手が入ってないた

め、人を寄せつけないような密林となり、非行の湿床になっているのが現

状であります。聞くところによりますと、平田市長在任当時、南部丘陵地

を市民のための一大公園として計画されたやに聞いておりますが、折あし

く公害裁判等出費が重なり、この計画は立ち消えになったと聞いておりま

す。いずれにいたしましても、このような広大な用地をこのままにしてお

く手はないと思います。年間 3,000万円程度の事業予算で南部丘陵全体の

事業化は問題があると思います。このままでは 100年たっても全体の公園

化は無理ではないかと思われます。

そこで、この際プロジェクトを編成し、南部丘陵全体、自然を背景とし

た市民の一大遊園地としてのマスタープラソを市民の英知とアイデアを取

り入れて作成してはいかがと思う次第でございます。ただ、この事業を進

めるについては、従来の行政一点張りでなく、民活を入れた市民参加の公

園にしてはいかがと考える次第でございます。これに対するご所見、ご見

解をお示しいただきたいと思います。
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第1回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕．

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点について私から包括的にお答えをいたしま

す。具体的には助役ないし担当部長からお答えをさせていただきます。

近鉄四日市駅周辺の再開発、駅東の問題と駅西の問題と両方あるわけで

ありますが、私は、駅西の開発につきましては、大勢の市民の方々のご意

見というものを尊重をして進めてまいり、議会でもご賛同を得たというふ

うに思っておりますので、基本的にはこれが計画どおり早くできますこと

を望んでおるわけであります。しかし、駅西ばかりが立派になっても駅東

の問題があるわけでありますから、駅東のまちづくりというものを今日の

状態でほっておくというのは、東西の回遊性あるいは町の基本的な形状か

らいって、私はそういうわけにはまいらない。やはり駅東を駅西に対抗で

きるような立派な街区につくり直していく必要があろうかというふうに思

っておるところでございます。

そこで、これをつくり直す手法といたしまして、現状既に町があるわけ

でございますから、やり直すための手法といたしまして、この地区を更新

をしようということで、その計画づくりを進めてまいりました。 7月31日

にようやくこの計画がまとまりまして公表をするとともに、関係権利者や

商工会議所関係者を対象に報告会を開催をいたしました。四日市市中心市

街地区の都市空間ビジョ‘ノと重点整備地区及びその基本コソセプトが決ま

りましたので、今後はこの計画の実現に向けて努力をしてまいり、東西の

バラソスをとるつもりでおります。地区更新計画は単なる再開発の計画だ

けではなく、今後の中心市街地整備の基本となる計画でありまして、特に

重点整備地区の再開発につきましては、都市全体の中での各地区の役割を

踏まえつつ、地元の関係者を中心にしながら実施に向けて努力をしてまい

りますと同時に、それらと整合した公共施設の整備を進め、官民一体で中
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心市街地の形成化、活性化を図ってまいろうとする所存であります。

したがいまして、近鉄四日市駅前広場整備計画あるいは四日市中央線あ

るいは関連道路の整備計画につきましても、それぞれの計画が、ただいま

申し上げましたような、中心市街地としての事業効果を上げるように既存

計画を見直しまして、地区更新全体計画の中で再開発事業との調和、整合

性を図っていく所存でございます。

まず第1に、駅東中央通り地下の駐車場の整備計画につきましては、既ヽ

に調査委員会の提案にもありましたように、再開発事業との整合性に留意

し、かつ四日市全体の景観と調整を図りつつ整備を進めるということにな

っております。ジャスコ、サ‘ノシ周辺地区の再開発ビルの駐車場とこれと

を一体的に利用を可能にしようと、そして、再開発ビル駐車場への進入路

の確保でありますとか、商品搬入問題を解決するなど、一体的な大規模駐

車場を整備をすることによりまして、これをより効果的に運用できるもの

と考えておるわけであります。

次に、近鉄四日市駅前広場整備計画でありますが、近鉄線乗降客の流れ、

あるいは地下駐車場への動線及び駅東西の回遊性等、種々検討の結果、デ

ッキ方式と地下方式を併用した駅前広場計画が現実的ではないかと考えて

おります。この場合、このデッキ方式というのは、実は近鉄四日市駅の2

階から駅東側の南の方に向かって採用をしていくと、近鉄四日市駅を降り

てきまして直ちのところは、これは地下方式を併用していかなければなら

ない、こういうような考えでおります。今後は、ジャスコ周辺地域と駅周

辺地区の具体的な再開発計画の進展にあわせまして、また、駅東の状況や

周辺の民間建築物との整合性を図りつつ、この計画を煮詰めていくつもり

であります。したがいまして、私は何も駅西だけがよくなればいいという

ふうに思っているものではないということをご承知おきを賜りたいという

ふうに思うところでありまして、駅東西にかけまして四日市の市街地の中

心街がバラ‘ノスのとれた形で活性化されていくように、今後も努力を続け
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てまいる所存でありますので、包括的に私からお答えを申し上げ、具体的

な問題は助役ないし担当部長の方からお答えをさせていただきます。

〇議長（山本勝君） 竹村建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） ご指摘のございました西町線の整備について

お答えを申し上げます。

西町線の整備につきましては、本路線が市の都市景観形成モデル事業区

域内にございますことを踏まえまして、良好な都市景蜆を備えたまちづく

りの理念に立ち、官民一体となって整備を進める必要がございます。各種

電線の地中化、道路の緑化、また歩道のカラー舗装、こういった街路のモ

ール化を現在計画しておるわけでございます。電線の地中化につきまして

は、当初は昭和61年から平成2年の5カ年計画で、平成2年度に単独地中

化事業として予定をしておりましたのでございますが、本路線には公共下

水道管をはじめ上水道、合同ガス、中部電力の電力高圧ケープル等がメジ

ロ押しに埋設されておりまして、地中化事業を進めるためにはあらかじめ

これらの占用管の移設を必要といたしますし、また、現在の歩道幅員の中

でこれらの埋設管を配置いたしますのには、それぞれの埋設管の維持管理

のことも十分考えた上、また、綿密な配管計画を立てる必要もございます

し、また、この西町線が駅前広場計画、さらに地区更新計画との関連もご

ざいますので、実施上の整合を図らなければなりません。こういったこと

から、今後もなお日時を要するものと考えます。

したがいまして、当面の本路線のモール化の対応策といたしまして、早

急に関係地域の皆様と協議をいたしご理解をいただきまして、まず歩道を

近鉄駅前と同じようなイソターロッキソグプロックを使用した歩道整備に着手

をしてまいりたい、このように考えておりますし、同時に街路と植樹の改

良もあわせまして、この路線のモール化を進め景観整備を図ってまいりた

いと、このように考えております。先ほども厳しいご指摘がございました
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鼻＞

ように、同一路線、この西町路線の中で道路の構造、景振等に大きな格差

があるというご指摘を・いただいたわけでございますが、私ども道路を管理

し、また整備をしていく者といたしましては、こういったことはあっては

ならないことと考えておりますので、今申し上げましたようなことに早急

に対処してまいりたいと、このように考えております。

また、電線の地中化につきましては、今後とも関係機関と十分調整を図

りまして、基本計画を立てまして進めてまいりたいと、このように考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 加藤助役。

〔助役（加藤宣雄君）登壇〕

〇助役（加藤宣雄君） ただいまご質問にございました市民公園地下駐車

場計画についてでございますが、さきに四日市市駐車場整備調査委員会で

検討いたしましたのは、四日市市の中心市街地におきます駐車場整備の基

本計画で、特に駅東の駐車場整備の要請が強い区間についてその報告を得

たわけでございますが、ご指摘ございました市民公園地下駐車場につきま

しては、駅西の開発動向から見て駐車場の需要が考えられるわけでござい

まして、今後この問題について検討をしていかなければならないと考えて

おるわけでございます。まず、先ほど申しました四日市市駐車場整備調査

委員会の報告にございました駅東の駐車場計画をまず固めてまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（山本勝君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 都ホテル問題につきまして私からお答えをいたし

ます。

現四日市都ホテル問題、この取り扱いにつきましては、おっしゃるよう

に3月議会では市長が答弁をし、 6月には私からお答えを申し上げたとこ

ろでございます。私どもは一貫いたしまして、現四日市都ホテルが地元へ
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果たしてきた役割、現在もそうでございますが、この役割の重要性である

とか、また周辺の飲食店を中心といたしました商店街への影響の大きさ、

こういったことから、これまで再三にわたりまして口頭で、また文章で市

または地元の意向を十分に尊重するように近畿日本鉄道株式会社、また三

井不動産に申し入れをしてきたところでございまして、我々といたしまし

ては、この都ホテル問題の取り扱いにつきましては、行政として最大限の

努力をいたしてきたつもりでございますので、この辺のところはぜひご理

解を賜りたいと思います。

そこで、 6月議会で申し上げましたように、近畿日本鉄道株式会社から

新旧両ホテルを近接した地域内で同時に経営するということは難しいと、

その他の事情から、この際売却したいと、こういうふうな意向を正式に市

あて通知をしてきたところでございまして、やはりこれは最終的に私ども

といたしましては、やれることはやったと、あとは所有者の判断に任せ

なければならぬのではないかということでございます。しかし、近畿日本

鉄道は公共性の高い鉄道事業を営む大手の企業でもございますので、市と

いたしましては、地元の意向を無視した方向にはこれから進めていかない

というふうに確信をいたしているところでございます。この辺のところは

6月議会にも申し上げたところでございますが、 3月29日に近鉄と三井の

ホテル運営会社設立に関する協定がなされたわけでございます。そして、

地元商店街等の方々からの嘆願書の提出などを私ども踏まえまして、 5月

中旬に近鉄、三井双方に文書でもちましてホテルの近鉄による経営継続と

いうことと、新会社の新しい名称の使用について申し入れを行いました。

引き続きまして、 7月には両者を市の方へお越しをいただきまして、口頭

で申し上げたと、こういったことで、再三地元の意向を尊重するように申

し入れをしてきたということでございますが、先ほど申し上げましたよう

に、最終的にはやはり売却をしたいと。しかし、それは新しいホテルとは

競合しない、かつビジネスホテルよりはハイクラスなホテル経営が行える
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ところへ売却したいと。比較的具体的な回答があったわけでございまして、

その後、我々がつかんでおりますのは、現在適当な売却先を全国的に求め

られておりまして、 10月には決定をしたいと、こういう通知を受けており

ます。このことにつきましては、去る 8月、それから 9月7日に開催をい

たしました四日市工業高校跡地開発事業に関する協議会におきましてもご

報告をいたしたところでございます。我々といたしましては、引き続き近

鉄、三井に対して地元の意向に沿った対応を行うよう申し入れをしてまい

りたいというふうに考えておりますし、あわせて地元関係者の方々に対し

ましても若干おくれておりますが、経過のご報告を申し上げまして、ご理

解を賜りたいと、このように存じているところでございます。

いずれにいたしましても、現都ホテルと周辺の商店街がこれまで双方一

体となられまして、県下随一の飲食商店街を形成されてきたと、こういっ

た経緯しまだれもが認めるところでございまして、市におきましても、そう

いった実績が損なわれることのないよう、関係方面へ十分な対応を促して

いきたいと思っておりますし、先ほど来、市長がお答え申し上げましたよ

うに、東西商店街の回遊性の維持であるとか、地区更新計画の推進等、で

きる限りその辺の対応を図ってまいりたいと考えておりますので、今後と

もご指導、ご協力を賜りたい。

そこでまた、都ホテルを市の開発公社等で一時取得をしてまた売却先を

探したらどうかという提案でございますが、これはやはり公社事業として

の適合性、公社の事業としては余りふさわしくないと、無理があるんでは

なかろうかというふうに考えられますので、その辺のところもあわせてご

了承、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 前川都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） 第2点目の南部丘陵公園の問題につきま

してお答えいたします。
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ご承知のように、南部丘陵公園は本市の都市公園の中でも最も規模が大

きく、計画決定されております公園面積はお話のございましたように約87

haでございまして、うち約60haは国有地で占められております。大部分が

丘陵地で自然樹林に覆われ散策や森林浴のほか、自然学習のできる自然環

境資源を活用した日常レベルでのスポーツ施設とか、あるいはまた遊戯施

設、休養施設、こういったようなものを配置いたしました総合公園でござ

いまして、昭和51年より整備にとりかかりまして、これまでに約 25haほ

どの区域につきまして整備を終えたところでございます。位置的には、公

園内を東西に走っております都市計画道路塩浜波木線を挟みまして南と北

のゾーソに大きく分かれまして、南ゾーソについては小動物園やしょうぶ

池、それに広場、児童遊園、駐車場のほか、これらを結ぶ遊歩道が設けら

れておるわけでございます。また、北ゾーソにつきましては、芝生広場や

展望台、大型遊具、桜並木、そしてマソドリ‘ノの森とか梅林、栗の木林、

それにしょうぶ池、キャソプ場、駐車場、それらを結ぶ遊歩道、こういっ

たものが整備されておるところでございます。これらの施設の中には市民

の記念植樹によります桜並木とか、あるいは地元住民の方々の手によりま

す栗の木林、あるいはまた四日市商業高校マ‘ノドリソクラプの手でつくら

れましたマ‘ノドリソの森、こういった市民や民間団体の方々のとうとい浄

財や、あるいはまたポラソティアの方々の積極的なご協力によるものが数

多く含まれておるわけでございます。市民の森としてまた市民の公園とし

て年々その利用者も増加をいたしておるところでございますが、何分大規

模な公園でもあり、いまだ整備途上にあるといったことから、ご指摘のよ

うに、いまひとつ魅力を十分発揮できるところまで至っておらないといっ

た面もあるわけでございます。

したがいまして、公園施設の充実や季節感の標うゾーソづくりなど、市

民の公園に対する新しいニーズや、地区交流懇談会でのご意見なども十分

踏まえまして、親子や家族がそろって1日じゅう楽しく遊べるような、そ
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んな魅力的な公園づくりを目指す考えでございますが、第1段階の整備が

ほぼ終了するこの時点におきまして、いま一度整備区域の拡張を含めまし

て、基本計画の見直しを行う必要があろうかと存じておるところでござい

ます。

したがって、現在、南部丘陵公園の整備の問題につきまして種々ご検討

をいただいております市議会レジャー施設整備特別委員会の結論も踏まえ

ました上で、ご指摘の国有地の有効活用とか、あるいは市民参加による公

園づくり、民活の導入など、こういった点も含め、十分研究をいたしまし

て基本計画づくりを進めてまいりたいというふうに考えておるわけでござ

いますので、ご理解をいただきたいと存じます。

なお、第1点目の駅周辺対策の中で都市景観条例の問題にも若干触れら

れたわけでございますが、今後促進を図れといったご意見かとお聞きした

ところでございますが、これにつきましては、去る 8月23日、都市景観形

成推進協議会から市長あてに条例化の骨子ともなる景観形成の誘導施策に

つきましてのご提言をいただいたところでございますので、今後この内容

を十分検討をいたしました上、具体化に向けて作業を進めてまいりたいと

ぃぅふうにも考えておるわけでございますので、ご理解をいただきたいと

思います。

〇議長（山本勝君） 後藤長六議員。

〇後藤長六君 ご答弁ありがとうございました。私は再開発の話をする際、

四日市競輪の話を引き合いにすることが多うございます。落ち込むだけ落

ち込んだ四日市競輪は、全国的にも下から 3番目という低い売り上げの時

期もございました。競輪場そのものが収支償わなくなって初めて気がつき、

率直に申し上げ、恥も体裁もなく松阪市へ場外車券売り場をお願いしたり、

またファソサービスのために幾つかの合理化、近代化を図ったのでありま

す。その当時、担当は失礼ではございますけれども、今地場産にいる川村

君だったと思います。議会側からも責められて心労が大きかったと思いま

-74-

すが、みごと相乗効果も手伝いまして、売り上げ率が全国的にのし上がっ

たことを記憶いたしておるのであります。商業者ものれんを考えている間

は再開発は本物にならないかなと思うし、行政も商業者の痛みがわかるよ

うにならなければ商業者の真の理解者にはならないと思います。西と東と

の商売の網引きがもうじき始まるわけでございます。商業者の方もそうい

うことでひとつ頑張っていただきたいと思います。

都ホテルの問題は、市長さん、助役さんを責めているわけではございま

せん。昔から「去るものは追わず」、こういうこともございます。これに

かわる地域の繁栄策になお一層の本腰を入れていただきたい。このことで

ございまして、今後に期待をつなげたいと思います。

このごろはご承知のように、昔と違って休日が多く、よく言われるよう

なバカ‘ノス時代、昔とは大きく生活環境も変わってまいりました。したが

って、個性のある、若い人が好む、またファミリーで健康を保つための自

然環境を生かし、またさらに、生きた学習資料のため、また生物保存、鳥

類の放し飼い等々、そういったものを備えた公園にしてはいかがかと思う

わけでございます。先ほどの都市計画部長の答弁は私の質問とやや違って

おったように思うわけでございまして、視点の相違がございます。先ほど

話がありました南部丘陵の栗林の栗も大きくなりました。どうぞご希望の

方はぜひお越しをいただくようお待ちを申し上げております。

ほかに理事者の方でご所見があれば聞かせていただきたいと思います。

これで質問を終わらせていただきます。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午後2時44分休憩

午後3時2分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

田中基介議員。
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〔田中基介君登壇〕

〇田中基介君 このたぴ国際化の波に乗せていただき、伊藤雅敏議員とも

ども三重県市議会議長会主催による第18回欧州行政視察団員として、今ま

ではテレビか写真でしか見ることのできなかったヨーロッパ5カ国、口‘ノ

ドン、コペソハーゲソ、東西の壁が外されましたベルリソ、スイス、パリ

を15日間にわたって、百聞は一見にしかずのごとく視察、勉強させていた

だき、大いに見聞を広めることができましたことを喜んでおります。あり‘

がとうございました。

それでは、通告に従いましてご質問いたします。

初めに、 「国際社会は共生の時代へ」についてであります。

このたびの訪問で、 5ヵ国を通じて、その国々の思い出になることばか

りでしたが、全般的に私が感じましたことは、伝統の中にも自然環境に合

わせながら、個人の自由を保ち生活をしている姿を見まして、我々日本人

から見ますと、いかにものんびりと人生を楽しんでいるように思う半面、

今ベルリ‘ノの壁が外された昨年からの東欧の変革の波は、米ソ 2大両国を

初め、東西ドイツ、ヨーロッパ諸国では、世界の新秩序の形成として、対

話と協調が必要になってきたのマであります。

わけても、ちょうど口‘ノドソに到着した7月1日より東西ドイツの通貨

マルクが統合開始され、経済社会の変化として、欧州共同市場としてのは

しりであると思いました。今や国際社会は、米ソ両大国体制が戦争と革命

の時代の幕を閉じ、冷たい戦争に完敗したソ連にとどまらず、勝ったとは

いえ、米国自体も極めて深く、かつ深刻な被害をこうむったことは、両大

国の経済力の衰退であると感じたのであります。したがって、両大国体制

が崩壊した後、世界の政治を安定させる、またその上に経済等順調に成長

させるには、米国としては単独で大国としての責任を果たす立場ではなく、

経済的に重い負担に悩まされる結果ではないかと思うのであります。

一方、欧州では、東西ドイツ統一後、最大の国力を誇るドイツとの同盟
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を強化し、また、急速に経済成長に成功した日本を伴って、米・日・独三

極構造を結成する構想ではなかろうかと、ジェトロ・パリセ‘ノターでの懇

談会にて勉強させていただきました。

今や経済大国として、日本を抜きにして世界は存在しないまでの国際的

な地位となり、経済的な影響力の拡大をどのようにするかが問われてくる

のではないかと思うのであります。世界全体にわたっての平和と安定は、

そのまま日本の繁栄、国力の増進、日本国民の生活水準の向上、日本国民

の平均的寿命の一段と延長をもたらすと思うのであります。

加藤市長のグローバル的視野に立っての国際交流化として、今後のハー

ド面、ソフト面についてのご所見をお伺いいたします。

連日の報道では、全身に大やけどを負い、 ソ連のサハリソから運ばれ、

札幌医大で治療を受けているコ‘ノスタ‘ノチ‘ノ坊やの件で、ソ連外相が非常

に喜ばれ、中山外相に「坊やの生命と運命は両国関係のよりよい将来の象

徴です」と感謝状が送られたとのこと。母親タリーナさんの親子の情、救

命に対する熱情が、国境を越えて純なる日本人の心をとらえ、多大の募金

のもと来日、土産の絵本を携えて、少しでも早く息子にキスしたいとの記

事を読ませていただき、感無量でいっぱいでした。今や坊やの一家と日本

国は親類となったのであります。

さきに我が市に天津の市長さん一行を迎え、市長を初め議長及び議員、

市民による訪中団が、今日友好10周年記念事業で行かれるとのこと、時に

かなった隣人愛であると思うのであります。さらに国際基金の活用を若い

子供たち、未来のある子供たちの活用に心を砕いてくださることを要望す

るとともに、ご計画があればお伺いいたします。

三重大学小児科櫻井寅教室では、小児科の先生方2人を常にアフリカの

ザ‘ノピア国の 80万都市、ルサカ市の大学病院に派遣されており、サ‘ノ

ピア国内の医療体制の窮乏を助けようと「ザソビアの子供を守る会」］が結

成され、近く皆さん方のお家での不用品をいただき、バザーをしてザソビ
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アに粉ミルクを送ろうとする運動が起こされようとしております。我が市

の国際交流課の考えをお尋ねいたします。

次に、 「長寿社会を考える」についてお尋ねいたします。

日本人の平均寿命がまた延びましたと厚生省の発表にありました。平成

元年の簡易生命表によりますと、男性が75.91歳、女性が81.77歳だと言わ

れておりますが、その実態とはとなりますと、心から喜べるかどうか、た

だ生きているというのでは、数字の上だけの長寿にすぎないと思うのであ

ります。国民生活基礎調査の結果が厚生省より発表され、それによります

と、我が国の全世帯に占める高齢者世帯の割合が初めて10％を突破、高齢

化社会が一段と進行し、自宅で暮らしている人の4人に1人、 65歳以上の

お年寄りの半数強が通院しているといった国民の健康状況が浮かぴ上がっ

ているのであります。

去る 7月4日、地域の高齢化問題にいかに対処するかで、高齢化率20%

以上の県下8町村に呼びかけ、自治体としての高齢化問題を考える「高齢

化サミット・高齢化先進町村頂上会議」が、津市で田川知事を初め、県下

28市町村の首長や助役、福祉担当者が出席され、斬新な地域おこしなどを

めぐって活発な討議が行われたと聞き及んでおりますが、我が四日市市は

どなたが参加され、どう感じ取られたか、ご所見を承りたいと思います。

三重県地域振興課長の柳瀬洋一さんは、討論を聞かれ、 「きょうほど高

齢者問題が熱心に討議されたことは県会議でもなかうたのではないかと思

う。率直に思ったことは、高齢者対策は生きがいが大切だということだ。

高齢者が遊ぶばかりの施策ではなく、人のためになるものを考え、結果と

して収入が得られる方法を探ることが必要」と述べてみえました。

また、三重県長寿社会対策官の春日部英宣さんは、 「一つ、自治体がカ

をつけることの必要性。現在住む若者の定着化。壮年後期者の雇用の確保。

マ‘ノパワーの要請が必要であるとともに、住民全員が主役になるようなプ

ラソをつくることが行政の役割ではないか」と話されております。担当部
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長のご所見をお聞かせください。

私は、病気をして初めて健康のありがたさを身にしみて感じ取りました

者の1人であります。最も尊敬する医学博士、坂ロ力先生より健康管理に

ついて教わりましたことは、人間の欲望に対する挑戦であり、しかも長期

間の連続した挑戦によってなし遂げられ、何と根気の要る難しい仕事であ

るために、人々は欲望に挑戦するよりも、 1本の注射、 1錠の薬によって

健康を保持しようとするし、好きなものを欲しいだけ飲食して、睡眠時間

を短くして遊ぴ続け、時には過労になるほど体を酷使したあげく、結果、

病気になれば1本の注射で治したいと、それが医師の仕事ではないかと言

い切る人さえいるので、お医者さんだってたまったものではないと言われ

ておりました。

さらに、健康は治療もさることながら、予防にあると申され、本当は予

防がいかに大事であるかを理解してもらうのが医師の責務であると言われ

ました。しかし、現在の医療体制は、健康な人や病気になった人に時間を

かけて話をする仕組みになっていない。 3分間治療で説明は省き、注射と

薬剤で満足させる習慣が定着してしまい、医師も息者も不満を残したまま

の現状であると指摘されておられました。

四日市の東洋クリニックの小田慶一先生が、はぐれ医者の万病講座の中

で、 「病気の現代養生法」として、 1、自分の体は自分で守れ。 2、女性

の肌が薬の2次公害で危ない。 3、肩漿りで悩む方々へと題して、西洋医

学の功罪を引かれ、東洋医学の「気」を取り入れた「自分が主役」の予防

知識を深めることの大切さを強調されております。

健康には、生命の根源として最大要素である自然の大気、酸素、太陽の

光、温度、自然の恵みある食物、それは水と栄養素であります。前回私は、

「見直そう上水道の大切さを」と題して質問いたしましたが、その後の経

過についてお尋ねいたします。

今回は、．．私たちの体に対する水との関係をつぶさに、知る限りに発表い

-79-



たしますが、今回提案されました水道料金値上げに対して、家庭用水だけ

に反対であることだけを表明しておきますので、常任委員会で細部にわた

りご審議いただきたいと思います。

その一つは、利益者の負担の原則はわかりますが、私たちが生きていく上

の命の水とも言うべき家庭の飲料水だけに値上げをするより値下げしてい

ただき、消費税が含まれていないと自慢なされておりますが、鈴鹿市、津

市さんより10立方メートル単価の高さがいかがかと思います。四日市28万

市民が、加藤市長の「住みたいまちから、ずっと住み続けたいまち」の公

約実現のためにも、修正をよろしくお願いしたいと思います。

私は、この壇上に上がるたびに、生活者のための市政と叫び続けており

ますので、きょうは水行政を初め、福祉のノーマライゼーショゾ、リサイ

クル等について質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

地球上には13億7,000km3という膨大な水がありますが、その中の97.2

％は海水だそうです。海水には、ご承知のとおり塩分が含まれており、そ

のまま生活用水に使うわけにはいきません。あと2.15％は南極の氷、ある

いは高い山、アルプスの氷河だそうです。そうしますと、あと私たちが生

活用水に使用できる水といいますと、実は地球上の水のうち0.65％にすぎ

ないということになるのです。しかも、その0.65％のうち96％が地下水で、

残りの3％が川の水とか湖の水ということだそうです。そうすると、生活

用水のほとんどは地下水で賄っていることになります。

総務庁は、水資源の開発、利用に関する行政監察結果報告書を発表しま

した中で、今夏の利根川水系の渇水など大都市圏での水不足が深刻になっ

ている一方、老朽化した水道管の水漏れの実態が発表され、東京都の年間

の漏水が、霞ケ関ビルを器として420杯分、 2億3,000而が漏水で失われ、

無効率13.6％とのこと、さらに10％以下にするよう指導されおりますが、

我が市の状況をお知らせください。

私たちの体と水の関係でありますが、体重の80％から60％が水で構成さ
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れているのです。体内に流動している水は180£あり、 1日に 2£から

2.5 £の水分を要求というか、補給されて体内を巡回しているのです。 1

杯の水が口から小腸、大腸に入り、ぜん動し始めて血管から吸収された水

は門脈を通って肝臓へいき、そして心臓を通って全身に運ばれ、血管を通

じて全身の細胞へ、水と酸素と栄養を運ぴ、腎臓で老廃物を取り除き、排

尿される。また一方、汗となって老廃物が体液をきれいになって汗ととも

に出る循環のフル回収が1回45分で、 1日6回ほど腎臓を通して繰り返さ

れているそうです。したがって、 1日2£ から22.5』の補給が大切とのこ

とです。

日本は火山国であるがために、他国に比べて水のカルシウム含有量が非

常に少ないということだそうです。したがって、カルシウウム不足となり、

酸性体質になりやすく、おいしいものはすべて酸性食品だそうです。米を

主として肉類、魚介類と酸性食品で、野菜、果実、海草類などはアルカリ

性食品で、バラ‘ノスよく食べることが必要だそうです。したがって、日本

人のすべての人は酸性体質になる環境にあるとのことです。

次に、 PHについてですが、 1から14の数字であらわし、数える大小に

より酸性、アルカリ性の強弱をあらわします。 PH7を中性と呼ぴ、 7よ

り数字が大きくなるに従ってアルカリ性が強くなり、 7より数字が小さく

なるに従って酸性が強くなりますとのことですが、四日市市の上水道は酸

性ですか、アルカリ性ですか、お尋ねいたします。

先ほども申し上げましたとおり、人間が生きるためにはこれだけ多量の

水が必要であり、水は私たちの健康を左右するものです。そして体液が酸

性に傾いていろいろな病気にかかりやすくなります。アレルギーや成人病

など骨にも悪い影響を与えるとのことです。私たちの血液や体液が弱アル

カリ性のPH7.35前後のときには最も新陳代謝が活発となり、健康体を保

っているとの医師の話を伺っておりますが、いかがですか、お尋ねいたし

ます。
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次に、生涯にわたる健康管理をするために、兵庫県淡路島の五色町の保

健セ‘ノターでは、国の援助を受けて、平成元年3月にICカードと専用の

読み込み、書き込み機、リーダーライターをワ‘ノセットした独自の健康医

療カードシステムを開発し、現在1,700人の町民を対象、全町民の約16%

に運用されてすばらしい成果を上げているそうです。メリットとして、医

療情報を時系列的に賂理保存することによって、必要に応じて情報を引き

出せる。二つ目、画面に打ち出されるグラフなどを通して医師が息者に説

明でき、信頼関係の醸成に役立つ。 3、検査重複、過剰な投薬が避けられ

るとのことです。

我が市も立派な総合会館が完成しましたので、ソフト面の充実として 1

Cカードによる新医療システムを採用してはどうかと提案いたしますが、

いかがですか、お尋ねいたします。

「リサイクル社会を求めて」についてでありますが、地球をも破壊する

温暖化、酸性雨を生み出した消費文化のツケが回ってきています。ごみが

あふれ、河川は汚れ、大気は排気ガスで充満している現状を見るときに、

私は、リサイクルを前提にせず、消費、ごみ廃棄しか考えなかったために、

また一方では限りある資源であるために、リサイクルが必要であるとの意

識革命が必要であると思うのであります。

河川や湖沼汚濁の原因となっている生活雑排水の対策として、今大きな

期待を集めているのが合併処理浄化槽で、今までのし尿だけを処理するこ

れまでの単独浄化槽に比べ、 10倍の浄化能力があり、水の汚れをはかる目

安となるBOD、生物化学的酸素要求量も、単独浄化槽の90ppmに比べ、

20ppmにまで抑えられてきたのであります。

昨年の12月、我が会派の毛利議員の「水環境の創造」の立場から、石井

式合併処理浄化槽について質問いたしましたが、環境部長より、 「ひとつ

今後よく研究させていただきたい」との回答をいただきましたが、いかが

ですか、お尋ねいたします。
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石井勲教授が開発いたしました石井式合併処理浄化槽は、政府が定めて

おります下水処理規制値の20ppmをはるかにしのぐ上級の飲料水並みの1

ppm以下の水を再生することができるそうです。石井式合併浄化槽の構造

は至って簡単で、浄化槽の中に1万個から2万個の底のあいた乳酸飲料容

器、ヤクルトの空瓶をぎっしりと詰め込み、これに空気を循環させるだけ

です。普通の合併処理浄化槽が汚物など有機物を食べるバクテリアに空気

を送るだけなのに対し、石井式は適当にくぴれた容器を不規則に入れ、空

気を送ることによって自然にバクテリアにすみよい環境をつくり、約200

種類ものバクテリアを多量に発生させるのです。汚泥も発生せず、清掃

の必要もないところまで汚れが分解してしまうので、下水として捨てる水

はなく、家からは汚水は一滴も出していないのであります。約5年前から

自宅に石井式合併処理浄化槽を設置している柳川市下水課長補佐、広松伝

さん宅へ公明党会派が見学、勉強させていただきましたが、 「断言する」

と前置きされ、 「処理した水を庭への散水はもちろん、 トイレやふろの水

として何度も再利用しております」と言われました。自然からかりた水は

きれいにして自然に返すというのが石井先生の持論とのことでした。

石井式合併浄化槽の大きさは、一般的な合併槽より一回り大きい程度で

した。価格は処理用水量が大きいほど割安で、他の浄化槽に比べ安価だそ

うです。現在、福岡県久山町の久原小学校、唐津市のゴルフ場、他に福岡、

東京、埼玉の一般家庭に設置されているほか、足立区では石井式の原理を

利用して、ことしから毛長川の浄化作戦に乗り出したそうです。

我が市においても、諏訪公園下の貯水槽に活用してはいかがですか。阿

瀬知川浄化等、さらに下水道は広域処理中心のため、金と時間がかかりま

すので、また浄化槽はし尿だけの単独327万円に対して、合併は5万 7,000円、

平成元年12月現在だそうです。日本列島を汚水の海に浮かぱせないために

も、私は、先端的な汚水処理技術を駆使して、分散、小型下水道、高性能

の合併浄化槽を設置することが急務ではなかろうかと訴えるものでありま
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す。環境技術移転セソター所在地にふさわしい、見せる施設となると思う

のであります。ご所見をいただきたいと思います。

最後に、我が会派の益田議員が、 「ごみ、し尿の現状と課題と共存のリ

サイクル」について前回質問いたしましたが、 「検討いたします」と答弁

をいただきましたが、どのようなご検討をいただいたかお尋ねいたしまし

て、第1回の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 加藤市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点について、私からお答えをいたします。

お答えをいたします前に、現在の国際関係で貴重なご意見をちょうだい

をいたしました。私は、今日の世界の情勢をよく見てみますと、確かに東

西関係の状況は、かつて冷戦時代と言われていた時代と今日とを比較をい

たしてみますと、対話の時代に入ってきた。いわゆる武力を使ってどうの

こうのという時代ではなくなってきたというふうに思っておりますが、た

だ、地球上の実態をよく眺めてみますと、あちらこちらでいろいろな紛争

状態が起きておる。最近では中東問題しかりでありますが、つい最近まで

は中南米、あるいはその他の地域でも紛争が起こっておった。むしろこう

いった対立は、東西関係というよりも南北関係の対立ではないだろうか。

その原因は何かということを考えてみますと、いずれにしても、地球上

で必ずしも各民族が同じような経済的な利益、利便性をこうむっていない、

貧富の差がかなり現実に出てきておると、こういった状況からこのような

紛争状態が起きているのではないだろうかなというふうに思われるわけで

ありますが、そういった状況を踏まえましても、最近の交通あるいは情報・

通信手段が急速に発達してきましたおかげで、それも今後に向かってだん

だんに改善をされていくんではないだろうかなというふうに思います。

しかも、そういった状況下の中において、日本が経済成長率世界一番で

あると、大変な金持ちになっておると、そのことのよしあしというのは別
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といたしまして、事実そういう状況になっておるわけでありますから、今

後日本が世界平和実現のために、あるいは貧富の格差をなくすために背負

っていかなければならない責任というのは、私は極めて大きいものがある

んではないかというふうに理解をいたしております。

こういう状況下において、最近では、やはり今までは国際交流といいま

すと、国と国との関係、それも主として政治経済といった関係に重点が置・

かれておったわけでありますが、ただそれだけではなしに、これからは文

化、あるいは環境、教育、そういった面にもきめ細かく国際的な交流を深

めていかなければならないであろう。そのために自治体が果たし得る役割

というものはあるはずでありまして、そういった面で、私ほ、国際交流と

いうものを自治体の範囲の中での交流というのを努めてまいりたい。

世界あらゆる地域の人々と交流を深めるのは一番よろしいわけでありま

すが、小さな自治体でありますから、そう大きく、広く手を広げていくと

いうわけにもまいらないと思っております。したがって、まずは環太平洋

地域との各国との交流が望ましいというふうに思うわけですが、環太平洋

をどこまでと解釈をするかということにも、実は問題があろうかと思いま

す。そこで、ゃはりできるだけ近いところといいますと、南北朝鮮、中国、

あるいは極東地域におきますソ連、さらには東南アジアの各国ということ

に的をまずは絞っていくべきであろうというふうに思っております。

しかし、それとてもいろんな意味で国際交流ということは、それなりの

負担を要するところでありますから、いきなりでかいことばかり申し上げ

ても、実質が伴わないということではいけないわけでありますから、その

面では、私は近いところということを申し上げておきたいというふうに思

っておりますし、さらに、文化、社会、環境、経済、いろんな面であろう

と思いますけれども、やはり四日市の個性を生かしながら、市民レベルの

幅広い参加ができるような地域社会をつくっていかなければいけないと思

っております。
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具体的な話になって恐縮でございますが、国際交流基金というのは、昭

和63年度に創設をいたしまして、平成元年度の残高は6,400万円ぐらいで

あります。目標額を1億円に置いておりますが、なお3,500万円ぐらい足

りませんので、今後これの拡充を図りながら、活用を図っていきたい。

国際交流協会の組織自体も、私は、今日の実態では、今申し上げました

ような交流を深めていく上でいささか物足りない面がありますので、特に

ボラ‘ノティアの育成等を図りながら、この組織体制と交流甚金の整備、充

実に努めてまいって、四日市市が国際的にその評価をされるような交流の

仕方を続けていくべきであろうと、このように考えておる次第でございま

す。

いずれにしましても、これは相当息の長い仕事でありますので、短期間

でどんどん手を広げていくというだけでは、私は、その実を上げることは

非常に難しいというふうに考えておりますので、地道に尽くしてまいりた

い。そして、世界平和を確立していく上で何らかのお役に立つことができ

れば幸せだなと、こんなことを思っておる次第でございますので、これか

らも議会の皆様方のご支援を賜わりますようにお願いを申し上げまして、

お答えにかえさせていただきます。

〇議長（山本勝君） 田中福祉部長

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） 2番目の長寿社会を考えるのうち、福祉関係

についてお答えさせていただきます。

初めに、公明党三重県本部主催の高齢化サミット、 8月4日に行われた

わけでございますが、これには福祉課の西村課付主幹、老人指導担当でご

ざいますので、出席をさせていただきました。大変勉強になったという報-

告を受けております。後日また、毛利議員の方からその会議の模様を報じ

た公明党の「公明新聞」もいただきましたので、読ませていただきました。

今後の施策の遂行に参考にさせていただきたいと思います。
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高齢化の急速な進行は、さまざまな問題を呼ぴ起こしております。ご指

摘のように、今後だれもが安心し、生きがいを持って暮らすことのできる

地域社会の形成は、大きな行政課題でありますとともに、市民的な課題で

あると存じます。

高齢化対策は、単に福祉行政のみで解決し得る問題ではなく、健康、医

療、生きがい、教育、文化、居住等さまざまな分野の問題でありまして、

総合的で柔軟、かつ多様な対応が要求されるとともに、家庭、地域、行政

の役割分担のもと、全市的に取り組まなければならない課題であると存じ

ます。

とりわけ福祉サイドにおきましては、昭和63年3月、四日市市高齢化対

策懇話会の報告を受けまして、四日市市高齢化対策中・長期指針を打ち出

しまして、現在、次のような観点から、その充実に取り組んでいるところ

でございます。

その第1~ま、生きがいと社会参加でございまして、中でも就労の機会の

樹立は重要であると存じます。

第 2~ま、福祉コミュニティーづくりの促進でございまして、具体的には、

地区市民セソターが持っている地城福祉援助機能が大切だと存じます。そ

れは、一つには高齢者及びその家族の生活実態とニーズを把握すること。

二つ目は、生活、家族、健康等にかかわる相談援助。 3番目は、住民組織

や福祉団体等の日常生活の拠点としての役割。 4番目には、生活福祉情報

のPRや啓発でございます。地区市民セ‘ノターの機能を充実させるために

は、ボラソティアの発掘や活動の点から、地区社会福祉協議会との連携が

今後さらに大切になってくるものと存じます。

第3は、保健医療サービスの充実でありますが、それには要介護看護老

人の状態を総合的に把握し、対応することが必要であり、そのためには、

要介護看護老人の全市的援助システムと地域ネットワークを組織化し、対

応することが重要でありますので、昨年4月に医療保健福祉サービス調整
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会議、企画会議を発足したところであります。

第4は、在宅福祉と施設福祉の充実であります。福祉施策は、基本的に

は国、県との調整の上で進めなければなりませんが、当市としてどうすべ

きであるか、その方策を検討するため、本年度厚生省より、ふるさと21健

康長寿の町づくり基本計画策定都市としての指定を受けましたので、ビジ

ョソ策定のための取り組みを進めているところでございます。来年じゅう

にはそのビジョ‘ノをお示しいたしたいと存じます。

高齢者が住みよい町づくりを行うことは、他のすべての世代にとっても

暮らしやすい町づくりを行うことであり、豊かで活力ある地域社会づくり

のため、一層のご指導をお願い申し上げます。

〇議長（山本勝君） 奥山水道事業管理者。

〔水道事業管理者（奥山武助君）登壇〕

〇水道事業管理者（奥山武助君） ご指摘の、まず博物館の建設の問題で

ございますけれども、過去の議会におきましてご提言を賜わっておるとこ

ろでございます。水道局といたしましては、これらのご提言を踏まえまし

て、これらの博物館の建設についてプロジェクトチームをつくりまして、

現在鋭意研究中でございますので、ご了承を賜わりたいと思います。

それから、 2番目に水道料金の問題でございますが、 63年の4月に重責

を拝命して以来、議会あるいは委員会のたびにいろいろとご提言、ご質問

をいただいておるわけでございます。それらの趣旨を十分踏まえまして、

可能な限り対応をして、今議会に提案をさせていただいておるところでご

ざいますので、よろしく今後ご審議を賜わりたいと思います。

それから次に、老朽管の問題でございますが、各市におきましても、こ

の老朽管をいかに改良するかというのは大きな使命になっておるわけでご

ざいます。

本市の場合、地下水が水源に占める割合いは現在63％というようなこと

で、非常に市内で水源を求めるのは難しいという状況になっております。
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こういうことから考えまして、有収率の向上というのは、新しい水源を開

発するにも等しいような現況でございます。そういうことで、有収率の全国

平均が84.9％ということになっておりまして、厚生省の努力目標としては、

90％台に努力すべきだというような方針を出されております。本市の場合

91.56％と、全国的にもトップレベルにいっておるのは事実でございます

が、今後これらにつきましても十分努力をしていきたいと、このように思

っております。

次に、水質のPHの問題でございますが、地域によって多少異なってお

りますが、最近調べた配水区におきましては、 PH値が6.8前後というよ

うなことになっております。本市の場合、第4次拡張計画によりまして、

水質調整装置を設置することにいたしまして、元年度からスタートしてお

りまして、継続事業として小牧水源池の方から完成していくと、各水源池

にそのような施設を設置をしていくことにいたしておりますが、これはあ

る半面におきましては、老朽管、できるだけ管を有効に長く使っていきた

いと、こういう半面と、ある半面におきましてはPH値を高めると、こう

いうような形になっておるわけでございます。

健康の問題につきましては、 7.5％を目標にしておるというのは、健康

上特に問題はないということになっておりますので、水道局といたしまし

ては、これらの方向により努力をしていく所存でございますので、ご理解

を賜わりたいと思います。

〇議長（山本勝君） 鵜飼環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第2点の長寿社会のご質問の中で、健康につ

いての、特に医療情報システムの採用についてのお尋ねがあったわけでご

ざいますが、私どもは本年度で、ライフサイクルに応じた総合的な健康づ

くりを進めていく上から、現在、保健計画の策定をいたしておるところで

ございまして、そうした中で、ご質問のご趣旨も十分勘案させていただき
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ながら検討させていただきたいと、こう思っているわけでございますので、

ご理解をいただきたいと存じます。

それから、リサイクルの中での石井式の浄化槽についてお尋ねがあった

わけでございますが、その後検討した結果どうだという、そういったご趣

旨のお尋ねがあったわけでございますが、実は、ご承知のとおり浄化槽に

つきましては、浄化槽法という法律がございまして、その国の決めており

ます浄化槽法の中で浄化槽についての構造基準がすべてそこで決められて

いるわけでございます。したがいまして、それ以外の浄化槽を設置すると

いうことは法的に違反だと、こういうふうに実はなっておるわけでござい

ます。

したがって、石井式の、そういった今お話がございましたケースにつき

ましては、率直に申し上げて、法的には認知がされていないという、こう

いう状況でございますので、そういったことを直ちに地方自治体の中で採

用していくということは、率直に申し上げて大変難しいというふうに思っ

ているわけでございます。しかしながら、さっきお話がございましたよう

に、現在国が定めております合併浄化槽の水質の基準が20ppmと、こうな

っているわけでございまして、そういう意味でlppmという、そういった

お話がございました。したがって、私どもとしては、今後ともそういった

ことについて、もう少し幅広く水質の浄化についての検討を総合的に進め

ていかなきゃならぬだろうと、こういうふうに思っておるわけでございま

すので、今後ともそういったことも十分踏まえながら、なお一層排水対策

．についての対応について努力をさせていただきたいと、こう思っておるわ

けでございますので、ご理解をいただきたいと存ずるわけでございます。

それから最後に、さきの議会で益田議員らリサイクル問題についてお尋

ねがあったわけでございますが、私どもは、午前中のご質問の中でもお答

えをさせていただいたわけでございますが、例えば牛乳パックにつきまし

ては既に住民の自主団体としてのそういう活動も始められておりますし、
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あるいはまたスーパー等、消費者協会とが連携をしながらそういった回収

事業も進めておるという、こういったことをご答弁申し上げたわけでござ

います，いずれにいたしましても、私どもは、現在、そういったことにつ

いて効果的なリサイクル運動が全市的に広がるように、自治体として実施

をすべきもの、同時に市民の方々に協力を求めていかなければならない事

柄、さらにまた、生産者や販売者の方々に対して協力をお願いをしていか

なければならないこと、そういったことを総合的に整理をいたしまして、

具体的に効果のあるリサイクル運動が全市的に広がるように、本年度内に

はその計画をまとめて明らかにしていきたい。そして、具体的にそれに基

づいて取り組んでまいりたい。このように思っているわけでございますの

で、その点についてのご理解をちょうだいをいたしたいと存ずるわけでご

ざいます。

〇議長（山本勝君） 西田下水道部長。

〔下水道部長（西田喜大君）登壇〕

〇下水道部長（西田喜大君） 諏訪調整池の水をリサイクルで有効利用で

きないかというご質問でございます。

昨年12月議会で毛利議員からもこの問題につきましてご質問いただいた

わけでございますが、この地域は合流式でございまして、汚水が混入して

おるということでございます。また、貯水量につきましても、 2万トソと

いう多量でございますので、遊水効果を最大限に生かすためには、常時雨

水を貯留していない状況にしておかねばならないということで、その場所

での浄化は非常に技術的にも困難であると思います。しかしながら、浄化

セ‘ノターでの浄化水につきましては、前回もお答えいたしましたように、

機械のシェーディソグ水とか洗浄水、噴水等に再利用をさせていただきま

す。今後とも一層この再利用につきまして検討させてもらいたいと考えて

おります。

〇議長（山本 勝君） 時間が来ておりますので、もう一言だけにしてく
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ださい。

田中基介議員。

〇田中基介君実は、私が申し上げるのは、やはり 1本のパイプで、水を

全部そこへ流し込んで捨ててしまうという問題ではなくて、リサイクル、

やはり水は土に返すという意味から、やはり資源に乏しいんですから、考

えていただきたい。

先ほど浄化槽の、役人さんしまいつでも、規則がそうだから、何がそうだ

からというのではなくして、前向きに検討すると、これが大事じゃないかと

思います。既に地域のそれぞれによりましては、小学校で活用しています。

それがそのままではなくして、そのバクテリアを発生させて、きれいにして

いくと、これをまた水洗なりに使っておるということであるんで、一応見

ていただいて、研究の余地があるんじゃないかと思うんです。

さらに、このハイテクの時代です。どんどん新しいものがそれぞれの民

間サイドでも、皆さんのそれの中でも研究されています。そのための環境

技術移転セソターですので、そういう先陣を切ってやっていただきたいな

と、こういうことでございますので、時間がありませんが、それだけお願

いしておきます。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本勝君） 久保博正議員。

〇久保博正君 先ほどの田中基介議員の水道料金改定に関して、若干関連

質問をさせていただきます。

水道料金改定説明資料というのをいただきまして、若干散見させていた

だきまして、ふと気がついた点がございます。その点についてお尋ねした

いと思います。

各市の口径別水道料金という項がございまして、四日市に現在。

〇議長（山本 勝君） 久保議員、議案に関係する部分については、質問

はやめてください。
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〇久保博正君 考え方だけ示したいと思います。

ロ径25mm以下、それからめ皿ヰUこ、こういうふうに分けまして考えました

ら、現在は23.4倍ございます。改定後24.1倍ということで、 0.7ほど上がって

おります。そういうことから考えまして、 20倍あるいは30倍台、 40倍台、

60倍台、皆どのようになっているのかと、こういうふうに考えましたら、

大体三重県では20倍台、ただし、津が47.5倍ございました。開きがござい

ました。それで、あとは豊田、あるいは沼津、このあたりが30倍台ござい

ます。それから昭島市、高槻市、岡山市、この辺が60倍台ございます。そ

ういうことから考えまして、若干この今回の改定のスタ‘ノスというものが、

果たしてこれでいいものかどうかということを、ひとつご審議願えれば、質

問させていただきたいと思います。

〔私語する者あり〕

〇久保博正君 これは私の個人の意見でありまして、委員会とまた考え方

は違うかと思いますが、ひとつどうしてこのような形で大きな開きがある

のかだけ伺いたい。こういうふうに思います。

〇議長（山本勝君） 奥山水道事業管理者。

〇水道事業管理者（奥山武助君） 資料を持参してないこともございます

し、委員会での問題でもございます。基本的には、この一般の家庭と申し

ますか、口径40mm以下、それから40mm.以上という形で区分けいたしており

まして、それぞれ倍率の考え方は、それなりに水道局といたしましては持

っておるわけでございますので、他市の関係についてどのようになってお

るかという点は、ちょっとここでご説明できませんので、委員会の方で十

分説明をさせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたしたい

と思います。

〇議長（山本 勝君） 本日はこの程度でとどめることにいたします。

次回は明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。
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午後3時57分散会

会 議 録

第 3 日

（平成 2年 9月11日）

-94-



0議事日程第3号

平成2年9月11日（火） 午前10時開議

第1 一般質問

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (37名）

青山弘忠

小井道夫

伊藤信

伊藤正数

伊藤雅敏

宇野長好

大島武雄

川村幸善

喜多野 等

久保博正

小林博次

後藤長六

佐藤晃久

田中 武

田中俊行

田中基介

谷口廣睦

豊田忠正

中村信夫

-95-



野崎 洋 調 整 監 伊藤長爾

野呂平和 市長公室長 栗本春樹

橋本 茂 総務部長 石川徹夫

橋本増蔵 財政部長 鈴木 美

長谷川昭雄 市民部長 米津正夫

古市元 福祉部長 田中昌治

堀内弘士 商工部長 佐々木龍夫

前川辰男 農林水産部長 黒田昭公

益田 力 環境部長 鵜飼 滋

水野和子 都市計画部長 前川鉦

水野幹郎 建設部長 竹村二郎

毛利道哉 下水道部長 西田喜大

森 真寿朗 消 防 長 島村 隆

森 安吉 消防次長 浜谷敏彦

山口 孝 病院事務長 中村 督

山路 剛 水道事業管理者 奥山武助

山本 勝 水道局次長 藤田高司

渡辺 彦

〇欠席議員 (2名） 教 育 長 岡田久江

大谷茂生 教育次長 宮田 勉

坂口正次

代表監査委員 樋尾 裕

〇出席議事説明者

市 長 加藤寛嗣 〇出席事務局職員

助 役 片岡 一 事務局長 長谷川昭彦

助 役 加藤宜雄 議事課長 伊藤千秋

収 入 役 毛利道男 議事課長補佐 福島和幸

-96- -97-

-̀



長

事

事

係事議

主

主

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時1分開議

〇議長（山本勝君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は、 35名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇議長（山本 勝君） 日程第 1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

順次発言を許します。

大島武雄議員。

〔大島武雄君登壇〕

〇大島武雄君 おはようございます。

質問を通告させていただいておりますので、順次お伺いいたしたいと存

じますのでよろしくお願い申し上げます。

第 1問は、四日市港の整備と JR四日市駅周辺の活性化につきましてお

伺いいたします。

この問題は、多くの方々から質問や提言もなされておりますし、私も再

三にわたり本問題で意見あるいは提言もいたしてきたところでございます。

今日新たに中部新国際空港の建設も話題となっており、またリニア新幹線

も順調に進められようといたしております。私は、過去にモノレールの試

案を提案いたしたこともございます。将来これらを踏まえた全体的な構想

立案が大切となってくるものと思います。したがいまして、これから最も
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急いでいかねばならないことは、いろいろなプロジェクトであろうと思い

ます。

一つは、市制 100周年及び四日市港開港 100周年を迎えるためにも、ま

た過日の8月21日行われましたウオーターフロソトセミナーでの講演の内

容がすばらしく、感激いたした次第でございます。さらに今年の当初予算

の説明にもウォーターフロ‘ノト開発の調査、研究が提案されておりますこ

と。昨年度富双地区でのレジャーの開発問題などなど、山積いたしており

ます。このようなことで四日市港を大胆に整備する必要がございましょう。

なかんずく四日市旧港には新たな埋め立ても含め、整備が必要ではないで

しょうか。四日市港が中部新国際空港への三重県の拠点となるためにも、

その受け皿づくりが大切でありましょう。

二つには、最も港と深い関係にありますJR四日市駅周辺の活性化が急

務となってきたように思えてなりません。今日、市といたしましては、 J

Rと地元住民によりますJR四日市駅周辺の整備計画につきまして、現在

どのような状況まで協議が進められているのでしょうか。四日市港を含め

たJR四日市駅周辺の活性化につきましてのご所見をお伺いしたいと存じ

ます。

第 2問につきましては、住環境の問題についてお伺いいたします。

皆様もご承知のように、本市における市営住宅は、本年3月31日現在で、

大正14年建設の木造第二種住宅3戸を含め、第一種住宅が 1,398戸、第二

種住宅が 1,751戸、計 3,149戸となっております。人間の生活には衣食住

は欠くことはできません。ただ形があればよいというわけにはまいりませ

ん。憲法第25条の中に、ー「最低限度の文化的な生活を営む権利を有する」

との意味がございますように、私は時代の変化、その時代のニーズと文化

性や価値観の変化などなど十分考慮しつつ、住宅対策に取り組むことが大

切ではないかと考えております。このようなことから次の諸点につきまし

てお伺いいたします。
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第1点は、特色のある住宅建設を目指してでございます。

近年、特に民間におきましては、ユニークなデザイソで豊かな文化性を

持った建物が散見され、大変好ましい状況にあります。一方、市営住宅で

は、東新町市営住宅を除いては、好ましい住まいづくりと考えにくいので

ございます。今後その時代に即した文化的で、しかもユニークで、居住す

る子供たちが大きな夢の中に住んでいるような雰囲気のある市営住宅が望

ましいと日ごろ考えております。例えば、福岡市では、節水型都市づくり

が推進され、節水型利用等に関する措置要綱や大型建物、大型建築物の建

築に伴う節水型対策事務処理要領、また下水処理水循環利用等で、このよ

うな全体像の中での市営住宅づくりが行われております。

また、新潟県小千谷市におきましては、冬には大変な大雪となるために

独特な住宅対策が行われております。また、前橋市では、朝日第二団地市

街地住宅供給促進事業が行われ、公営住宅に民営施設の併設された住宅が

建設されております。このように本市におきましては、本市独特の計画は

ありましょう。したがいまして、当市における特色のある住宅づくりに対

しましてのご所見をお伺いいたします。

第2点は、住宅の結露及びカビ対策、苦情等についてお伺いいたします。

近年の建築技術の進歩には目をみはるものがございます。高層化、地下、

さらには文化化などすばらしく、ただ感激をしているものでございます。

しかし、このように技術が進みましても、コソクリートの建物には結露が

つきものとまで言われておりますが、なかなか改善されていないのが現状

ではないでしょうか。当市が発行いたしております「住まいのしおり」の

中にも、結露についての防止策が載せられておりますが、思うようになっ

ていないのが現状でございます。また、あわせてカビも生えて困っている

との声も耳にいたします。これは通気性が不十分であると言われておりま

すが、しかし、多くの方々は夫婦共働きの家庭で、窓の開閉を、しおりに

あるようなことまでは困難と思われます。したがいまして、私は建築設計
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の段階におきまして、十分その防止策をとってはどうかと考えております。

ただ、ーロにカビといっても大変多くの種類があるようでございます。畳

やカーペット、冷蔵庫及ぴふろなど、至るところにカビが生えてきます。

健康上好ましくないカビ、それから食品に必要なカビ、またお酒類等に必

要なカビなどなど、さまざまなカビがございますが、このような結露やカ

ビ、さらには苦情等の根本的な解決策につきましてのご所見をお伺いした

いのでございます。

第3点は、高齢化社会を迎えて多世帯住宅及ぴ老朽化住宅の新築、増築、

改築、建て替え等につきましてお伺いいたします。

私は、再三にわたりお尋ねし、意見や提言を述べてきたところでござい

ます。本市では60歳以上の方が間もなく約11％になろうとしております。

長寿を喜ぴたい者の一人でございます。一方、不幸にして障害や事故によ

る体のご不自由な方々も増えてきております。あわせて核家族から親と子

の同居を望まれる方も増えてきているように思います。このような現状を

踏まえて、本市では二戸ー住宅の推進を行っていただいておりますが、希

望者も多く、入居するには大変困難な状況にあります。また、入居者の家

族の方々で、子供の成長とともに部屋の狭さや不足により大変困っている

方もいらっしゃいます。したがいまして、一つには、老朽化住宅の改築あ

るいは建て替え、新築等の場合、また高齢者、障害者、多世帯の居住の方

も十分考慮して対応する必要がありましょう。

また次に、個人が新築、増築、改築等の場合、資金の一部を貸し付けで

きる制度を創設することが望ましいと考えます。現在、県におきましては、

社協を窓口といたしまして、年1回程度の受け付けを行っております。額

としましては、 120万円を限度とされております。しかし、これは大変利

用しにくいとの声も聞いております。したがいまして、本市におきまして

も利用しやすいこのような制度を創設して、市民のニーズにおこたえすべ

きではないかと存じます。
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それとともに、最近では土地の高騰などから家賃の値上げ等もあり、低

所得者、母子世帯の方々、あるいは障害者、高齢者等々の方々に対する家

賃の一部を助成する制度の創設も含めて、お考えをお伺いしたいのでござ

います。

第4点は、宅地確保のための市街化調整区域の見直しについてお伺いい

たします。

この市街化区域、調整区域の変更や見直しにつきましては、都市計画法

によりますと 5年に1回程度、必要に応じて市町村が原案を提出して、知

事が決定するとのことでございます。 1982年に建設省は、保留制度を創設

されました。現在では、おおむね政令都市で行われているようでございま

す。これは大都市などで地価の高騰により宅地を確保することが困難であ

るため、調整区域に住宅を求める機運が高まってきたことによるものであ

ろうと思われます。本市におきましては、若干そのような運用も考えられ

たことがたぴたぴあるようでございます。しかし、最近市街化区域内では

住宅建設が困難であるため、調整区域に住宅を建設したい旨の声を聞くこ

とがたぴたびございます。このような意味におきまして、本市も安価な住

宅地確保のための施策についての努力が望まれるものでございます。この

点についてのご所見をお伺いいたします。

第3点は、塩浜地域の諸問題につきましてお伺いいたします。

この問題は、田中武議員ともども再三にわたり質問も提言もさせていた

だいておりますが、若干お伺いしたいことがございます。

第1点は、県立総合塩浜病院の移転跡地の活用につきましては、地元の

一人といたしまして大変大きな関心を持っております。昨年7月18日に開

催されました市長を囲む地域交流懇談会の席上、多くの方々からの意見、

要望などが提案されました。その中で最も大きな問題の一つといたしまし

て取り上げられましたのが、塩浜病院跡地の活用問題でございました。こ

の回答では、県とも連携をとりつつ、地元の意見も十分聞きながら検討し

-102-

ていきたいと述べられております。環境部の中に昨年6月、県立総合塩浜

病院移転問題に関する対策委員会が設置され検討されているとのことでご

ざいますが、現在どのような状況になっているのでしょうか、お伺いした

いと思います。

第2点は、近鉄塩浜駅西の整備とエスカレーターの設置についてお伺い

いたします。

駅西広場の確保につきましては、手続もあり時間を要することでありま

しょう。できる限り早い時期に広場が完成されますよう、努力をお願いし

たいのでございます。エスカレーターの設置につきましては、広場との関

連もあろうかと存じますが、駅西のエスカレーターの設置につきましては

いつごろになるのでしょうか。一日も早い設置が望まれております。幸い

にいたしまして駅東につきましては、大変皆様は喜んでおられますし、西

はいつごろ完成かとたびたびお尋ねがありますので、この点に一つきまして

のお答えをお願いいたします。 -

第3点は、防災のための地下道の設置についてお伺いいたします。

去る 9月1日と 2日にかけて防災訓練が開催され、多くの皆様が暑い日

中、熱心に訓練を受けておられました。また、関係者の方々、まことにご

苦労さまでございました。この訓練を通じまして感じましたことの一つに、

塩浜地域で不幸にして企業における事故の場合、避難するには四日市楠白

子線と近鉄線、あるいは国道23号を越えなければなりません。したがいま

して、交通渋滞のときには大変なパニックが予想されるのではないかと考

えます。したがいまして、四日市楠白子線及ぴ近鉄線、さらには国道23号

に地下道をつくって、そこを通って安全な箇所への避難ができないものか

どうか、このようなことを考えた次第でございます。

二つには、大井の川町、海山道町から近鉄西側に新正駅まで避難路がほ

しいと思ったのでございます。この地域では、中央緑地公園への避難も考

えているのでございますが、新正駅への避難路の大切さも痛感したのでご
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ざいます。この点につきましてのご所見をお願いいたします。

第4点につきましては、石原産業地先に廃棄物処理護岸の築造が着手さ

れるとのことでございます。四日市港管理組合の事業ではございますが、

どのような内容で廃棄物が運搬され、どのような内容の廃棄物なのか。ま

た、時期的にはいつごろまでかかるのか。また、ダ‘ノプ等の一日当たりの

交通量はどのくらいかなど、教えていただけぱ幸いに存じますのでよろし

くお願い申し上げます。

第1回の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 私からご質問の第1点についてお答えを申し上げ

ます。

ただいま、四日市港の整備なり JR四日市駅周辺の活性化についていろ

いろご提言もいただいたわけでございますが、これまで多くの議員から、

また大島議員からも貴重なご提言、ご意見をいただいているところでござ

いまして、厚く御礼を申し上げたいと存じます。本市にとってご指摘のよ

うに、今後全体的なまちづくりを進めていく上での総合的な方式の立案が

必要であると。多くのプロジェクトが必要なんだと。まさにご指摘のとお

りでございまして、いろいろ例を挙げてご提言をいただきましたが、既に

プロジェクトをつくり発足させているものもございますし、現在検討中の

もございます。したがって、今後ともご助言なり、またご指導を賜りたい

というふうに思っております。

この四日市港の整備ということと中部新国際空港についてちよっとご説

明を申し上げたいと思いますが、ご承知のように中部新国際空港が常滑沖

に予定どおり設置、建設されるといたしますと、海上アクセスの拠点とし

て四日市港が最も有利な条件を備えているのではないかと、このように考

えられます。既に四日市港には税関や入国管理事務所等が設置をされてお
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りますし、また四日市港の背後地域には中央リニア新幹線、第二名神自動

車道、東海環状自動車道など、広域幹線道路網の整備計画がございますし、

また在来の近鉄特急、 JRの多様な高速交通体系をフルに活用をいたしま

して四日市港に連絡し、そしてそこから海上アクセスと連動させていくこ

とが本市にとって非常に重要なことではないかというふうに考えておりま

すし、現在四日市港管理組合では、次の港湾計画の改定作業の一環として

取り組んでまいりました「ポートルネッサ‘ノス21」の調査報告もようやく

取りまとめておりまして、今年度中には平成3年度を初年度といたします

10カ年間の新しい港湾計画が策定されることとなっております。この策定

委員会のメソバーには市長もお入りいただいておりますが、本市といたし

ましてこの中部新国際空港へのゲートウェーとして搭乗、出入国手続きが

直接できるシティエアターミナルとして位置づけをしてまいりたいと、こ

んなことで管理組合へ提案をしてまいっていきたいというふうに考えてお

るところでございます。

また、このように港を位置づけ整備していくことは、産業港湾として、

また物流港湾としてさらなる飛躍を目指しております四日市港が、都市の

一部として市民に開かれた港になる上でも大きな弾みになるわけでござい

ますし、このことは逆に申し上げますと、 JR四日市駅周辺開発整備とし

て今、調査が進められつつあります新都市拠点整備事業の促進にもつなが

るものというふうに考えております。そしてこの新都市拠点整備事業及び

JR連続立体交差化事業は、同時に港とJR関西線に至る区域、いわゆる

ウォーターフロ‘ノト開発にも連動をいたしておるところでございまして、

今後さらに市街地の中心部の厚みを増すものであるというふうに考えてお

ります。近鉄四日市駅周辺、 JR四日市駅周辺、そして港という東西の都

市軸を形成をいたしまして、複眼的な魅力を有するまちづくりを行うとい

うことからも、今後着実に推進をさせていくべき大きなプロジェクトとい

うことになるわけでございます。
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そこで、ご質問のJR四日市駅周辺の活性化、これについてこれまでの

経過、今後の方針についてちよっとご説明を申し上げたいと思います。

ご指摘のように、このJR四日市駅周辺また臨海部まちづくりというこ

とは、本市の重要な政策課題となっておるところでございます。それでこ

れまで昭和62年にはJR四日市駅周辺再開発ビジョソ策定調査を実施し、

そこで提案されました活性化方策を具体化いたしますために、昭和63年に

はJR四日市駅新都市拠点整備事業基礎調査と、 JR四日市駅連続立体交

差事業の基礎調査を同時に実施をいたしております。

これらの調査の結果、 JR四日市駅周辺を活性化するためには、ご指摘の

ように新都市拠点整備事業と連続立交の事業が有効である、このような成

果を得ております。そこで、昨年平成元年度には、その実現に向けた計画

づくりを行うためにヽ学識経験者並びに関係機関からなる「JR四日市駅

周辺活性化委員会」というものを設置をいたしまして、駅周辺地域から旧

港に至る一帯の地域の将来像を展望しながら、活性化のための基本方針に

ついて検討をいたしました。ただ、これらの計画に不可欠なのが貨物ヤー

ドの移転でございまして、この移転先につきましてもその候補地の検討を

行っておるところでございまして、現在も JRとその辺のところの協議を

いたしているところでございます。今年度、平成2年度は、これまでの成

果を踏まえまして、新都市拠点整備事業のマスタープラソでございます総

合整備計画を、学識経験者また関係機関からなる委員会での審議を経て策

定をするということになっておるところでございますが、この事業は連続

立交と密接に関連いたしておりますので、国の補助を受けまして、そして

県の方で調査を実施すると、こういうことになっているところでございま

す。近く調査に入るというふうにお聞きをいたします。市といたしまして

も、平成3年度には連続立体交差事業の補助の調査の採択に向けまして、

貨物専用船の取り扱いの方法等について調査、検討を進めていきたいと、

このように考えておりますので、ご理解と今後ともご指導なりご協力を賜
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りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 竹村建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） 住環境の整備充実、それから塩浜地区の諸問

題についていろいろとご提言、ご意見を賜りました。一つ一つに十分なお

答えにはならないかもしれませんが、お許しをいただきましてご答弁申し

上げます。

まず、本市の住宅事情は、昭和63年の住宅統計調査によりますと、戸数

的には充足されているのでございますが、質的な面での居住水準はその向

上に高い期待が寄せられております。本市の市営住宅は耐用年数が経過し

た木造等老朽狭少住宅が約3分の1ございまして、これらの住宅の建て替

えと住居改善による居住水準の向上が当面の最優先課題と考えられまして、

またこれとあわせて周辺地域と調和する町並みをつくるよう、建て替えの

整備計画を進めております。

お話にもございましたように最近では、東新町に新しく完成をいたし、

現在富田地区の丸の内で18戸の新しい市営住宅を建設中でございます。特

色ある住宅建設をとのご提言でございますが、現在計画を進めております

西浦団地の建て替え計画の中では、周辺を流れております三滝川の景餌と

整合を持った新しい住宅建設を考えておりまして、地域の特色を生かした

計画を進めているところでございます。

それから、既存団地におきましては、ご指摘もございましたとおり、社

会の変化に伴いまして、維持管理上いろいろな問題が提起されてきており

まして、建物の構造の不燃化とか、また気密化によりまして、結露からく

るカビの発生という問題もございます。この防止につきましては、室内の

換気等入居者の方々の日常の管理に負うところが多いわけでございますが、

市といたしましては、これらの指導とあわせまして、今後建設時には窓に

換気口を設けたり、また壁に断熱処理をする等の対策を考えております。
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また、団地内でのペットの公害とか、入居者の高齢化、駐車場の問題等に

つきましても、それぞれの団地の現状を踏まえまして、社会情勢の変化に

も対応した住みよい団地づくりを進めていきたいと、このように考えてお

ります。

次に、急速に進展する高齢化社会への対応につきましては、先ほども申

し上げました、現在計画しております西伊倉町団地の建て替え計画の中で

は、高齢者の方々が地域のあらゆる世代と交流ができる多目的施設の併設、

また二世代同居住宅等の配置をするなど、高齢者の方々にとって潤いのあ

る生活ができる住宅及ぴ住環境づくりを工夫してまいりたいと、このよう

に考えております。

なお、一般市民の方々にはお話もございましたとおり、現在、二世代の

同居住宅の確保を容易にするために、三重県高齢者住宅整備資金の貸付制

度がございます。本市の場合、市の社会福祉協議会が窓口になっているわ

けでございますが、今後この制度の充実と一層活用のしやすい、そういっ

た働きかけをしてまいりたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと思

います。

それから、家賃補助のお話がございましたが、本市の現状を考えますと、

今後の課題として受けとめさせていただきます。

以上、ご質問のありました住環境の整備についてお答え申し上げたわけ

でございますが、続いて塩浜地区の諸問題の中で、私どもが担当しており

ます部分についてお答えを申し上げます。

まず、塩浜駅の西口のエスカレーターの設置についてでございますが、

私どもが考えておりますのは、この西口側の現在の駅前広場整備事業とい

うものを進めているわけでございます。これが平成4年度の完成を予定を

いたしております。この事業とあわせて西側のエスカレーターの設置につ

きましても、そういった時期に設置をいたしたいと、このように考えてお

ります。 ｛ 
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それから、防災避難についてでございますが、地下道の建設をといった

ご提言もございましたのですが、災害時における避難対策として、まず安

全で速やかに避難できる避難路の確保ということは、申すまでもなく必要

でございます。私どもといたしましては、塩浜地区内の未整備の道路の整

備、これをまず早急に進めてまいりたいと考えておりまして、現在その対

策も兼ねた事業といたしまして、塩浜街道の西側ヘ一部区間、約2kmほど

でございますが、既設の道路を利用したバイパスを建設中でございます。

〇議長（山本勝君） 前川都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） 第2点目の住環境整備のうち、調整区域

の見匝しについてのご質問をいただきましたのでお答え申し上げます。

住宅用地の確保の問題につきましては、近年の地価の上昇や都市基盤整

備のおくれによりまして、ご指摘のように市街化区域内での供給が難しく

なっている、そういった傾向にあることは、ご指摘のとおりでございます。

したがいまして、国土法に甚づく地価の監視制度の運用によりまして適正

な地価水準の維持を図ってまいりますとともに、市街化区域内農地などの

利用度の低い地域につきましても、さまざまなまちづくり仕様により宅地

化を促進するよう、地域、地元の啓発を行っておるところでございます。

また、市街化調整区域につきましては、お話もございましたように、現

行の法制度のもとではスプロール化を防ぐといった観点から、個々の住宅

地としての利用は原則としてできないことになっておりますが、良好な住

宅地としての基盤整備の見通しのある地域、具体的に申しますと、例えば

土地区画整理事業の予定区域でございますが、このようなところにつきま

しては、自然環境や農業との調和を図りなが恥線引きの見直し時点にお

きまして市街化区域への編入を行っていくよう、国、県の関係機関とも調

整を図っておるところでございます。

さらにまた、昭和62年度に制定されました集落整備法によりますと、市
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街化調整区域内の農業集落周辺の地域につきましては、集落の整備とあわ

せまして、新規の宅地を編み出すことができる、こういったことにもなっ

ておるわけでございまして、本市におきましても本制度の活用を検討すべ

く、昨年度より神前地区、保々地区におきまして調査を実施いたしておる

ところでございます。

以上申し上げましたようにさまざまな制度や手法を活用しながら、良好

なしかも安価な住宅地の確保を図ってまいりたいというふうに考えておる

ところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 鵜飼環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇）

I 0環境部長（鵜飼 滋君） 第3点目の塩浜地区の諸問題の中で、県立総

合塩浜病院の跡地活用の経過についてお尋ねがございましたので、お答え

を申し上げます。

その前に、県立総合塩浜病院の全体的な状況についてご説明を若干申し

上げたいと思います。現在三重県におきましては、塩浜病院のの建設につ

きまして、予定地におきます民地の買収が進められているわけでございま

して、ほ匠その同意が得られたということでございまして、 9月中にも契

約の運びになっておるというふうに県側から聞き及んでいるわけでござい

ます。さらに平成2年度におきましては、用地の造成、さらに実施設計等

を行う予定をいたしているわけでございまして、平成3年度には建設本体

の工事に着手をする予定になっているわけでございます。

そこで、跡地の活用の問題についてのお尋ねがございましたけれども、

さきの議会でお答えを申し上げましたように、県立総合塩浜病院の跡地の

活用につきましては、地域住民の方々の福祉的なものとして活用してまい

りたいというふうに考えているわけでございます。当面私どもは、その前

に、後医療の問題について具体的にその結論を出していかなければならな

いという問題もあるわけでございますし、同時にまた予定地での諸問題も
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あるわけでございます。現在塩浜病院移転問題対策委員会の中で、一つは

予定地についての諸問題について、現在検討を加えているということが一

つでございます。二つ目には、今申し上げました後医療の問題についての

施設の規模でございますとか、あるいはまた管理運営体制、さらに県、市

の経費の負担問題、そういった問題を検討しているわけでございまして、

そのめどがついた時点で跡地の活用について福祉的なものの中身について、

具体化について検討を進めてまいりたい、このように思っているわけでご

ざいますのでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 栗本市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君） 塩浜地域の諸問題のうち、石原地先の埋め

立て問題に関連いたしましてご質問をいただきましたので、お答えをさせ

ていただきます。

その前に若干ご理解をいただくために、作業手順等について簡単にご紹

介をさせていただきたいと思います。石原地先の埋め立て事業につきまし

ては、四日市港管理組合が運輸省の補助を受けて廃棄物埋立護岸事業とし

て実施しておるものでございまして、現在その埋め立て免許の申請に向け

て鋭意その作業に取り組んでいるところであるというふうに伺っておると

ころでございます。そしてその作業手順といたしましては、既に環境影響

評価準備書の縦覧と地元説明会を終了いたしまして、現在、現境影響評価

書作成に向けて、地元市長、町長及び知事の意見を求めている状況でござ

います。市といたしましては、環境保全審議会へ諮問をいたしまして、答

申を得るということになっております。

また、その次の段取りといたしましては、公有水面埋立法に基づく地元

市長の同意ということになりますので、そのために12月もしくは3月議会

におきまして、当市議会の議決を得るための作業が現在進められておると

いう状況でございます。
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そこで、ご質問の廃棄物の投入についてでございますが、まず埋め立て

の全体面積は、約85.6haでございます。このうち実際に廃棄物を埋め立て

る区域は、 1割に満たない約 7.5haの面積でございます。

また、その廃棄物の内容といたしましては、産業廃棄物としては、公共

事業関係から排出されます上下水道汚泥のほかは、中小企業から排出され

る廃棄物でございまして、無害かつ安全なものということでございます。

また、一般廃棄物といたしましては、焼却残造となっております。トータ

ルといたしましては約55万m'ということで、この事業は三重県環境保全事

業団の事業ということで、投入作業が実施されるということを伺っており

ます。投入年度は、現在の予定では平成6年から10年までということでご

ざいます。そしてこれに伴う 1日の通行車両数は、約90台と聞いておりま

す。周辺住民の方々にはご迷惑を極力かけないように、搬入時間の厳守や

環境監視体制の確立など、十分な配慮をしていく予定であるというふうに

伺っております。

〇議長（山本勝君） 大島武雄議員。

〇大島武雄君 お答えありがとうございました。大変いろいろ広範にわた

った内容の中でも具体的なお答えもいただき喜んでおりますが、ぜひとも

今お答えになりましたようなことが 1日も早く実現できるような方向で、

ぜひご努力をお願いしたいと思っております。

そういった中におきましても、第1問の四日市港と JR四日市駅周辺の

問題につきましては、先ほど助役の方からるるお答えいただきましたんで

すが、もうちょっと突っ込んだお答えがいただけりゃありがたいなと、こ

のように思う次第でございます。それもまあ過去から多くの議員がいろん

なことで、この周辺はこういう状態が望ましいんではないかというような

幾つかのことも提案されております。そういった中で、そういうものも含

めてお考えいただいてると思うんですが、その前に高架化の問題とか、あ

るいは客車と貨物の線路の勾配の問題とか、いろいろあると思いますが、
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先ほと・申し上げましたように 100周年を迎える本市といたしましても、あ

る程度地元にも具体的なめどによって明るさが取り戻してこれるような、

こういうような計画をぜひお願いしたいと思います。

私も駅周辺におきましては、不特定多数の方々の出入りできる、いわゆ

る往来できる、そういう施設をどうかというようなことも申し上げました。

また、田中基介議員も、水族館を含めた高層ビルをどうかとか、いろいろ

提案をさせていただいておりますし、そういった中で加藤市長も東の方の

ことでしたか、できる限りそういった大勢の方々の出入りできるようなも

のを考えていくというようなお答えもいただいておりますが、もう少しち

よっと具体的な内容で今検討中のものを教えていただければありがたいと、

このように思う次第でございます。

それから、二つ目の住環境の問題につきましては、項目も多かったんで

ございますが、中でもやはり結露の問題について、最近は防止のための設

計なりいろんな工夫をなされてるようでございますが、根本的に結露やカ

ビのことについて設計段階、あるいは建築等においてそういう防止ができ

ないものかどうか。先ほど申し上げましたようにしおりの中ではかなり入

居者に対しての要請が多いわけでございまして、本市として本体のものに

ついてできる限りそういう改善ができるようにお願いしたいと思います。

もう時間もありませんので、先ほどの1点だけひとつお答えいただけれ

ぱありがたいと思いますが、あとはひとつ先ほど申し上げましたように、

ぜひ地元の意見あるいは要望、あるいは先ほど申し上げたようなことでお

答えいただきました内容で十分ご努力いただければありがたい、このよう

に思いますのでよろしくお願いします。

〇議長（山本勝君） 片岡助役。

〇助役（片岡一三君） JR四日市駅周辺の活性化につきまして今少し具

体的なということでございますが、私どもといたしましては、これまでち

ようだいをいたしましたご提言、ご意見、きょう大島議員からもご指摘を
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いただいた点を踏まえまして、そういった方向で今後努力をいたしたい、

このように考えておりますので、ひとつ今後ともよろしくご指導賜りたい

と思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩をいたします。

午前10時51分休憩

午前11時7分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

橋本茂議員。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君 おはようございます。質問をいたします。

水道法はその第1条で、 「清浄にして豊富、低廉な水の供給を図り、も

って公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること」を目的に掲げて

います。清浄、豊富、低廉、これが水道事業の合い言薬になっているわけ

ですし、これがまた水道に対する市民の基本的要求であることも明らかで

あります。本市の水道関係職員の方々が日夜この点を肝に銘じて努力して

みえることはよく承知している次第でありますが、しかし、今日水道をめ

ぐる現実は、この市民の要求に反していく傾向が強まっていると言わざる

を得ません。 8月25日付の広報「よっかいち」 8月下旬号では、水道財政

1 に関する特集が組まれました。この中で市当局は、一つは、新たな水源確

保が不可欠だとして、三重用水を来年4月から受水する点と、二つには、

その三重用水確保には莫大な事業費がかかって、市の水道財政は極めて苦

しいと述べています。この広報が発行されてから 4日後の8月29日には、

市当局が水道料金の値上げ案を発表し、今議会で審議されることになった

のであります。私どもは日本共産党北勢地区委員会として、 9月3日にこ

の値上げ案に反対の立場を明らかにし、市長に撤回を申し入れてあるとこ

ろであります。市当局が提案している水道料金の値上げを、その率、実施
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時期などの是非の議論は議案質疑の場に譲ることにしまして、私はここで

は三重用水の問題点と水道事業の運営の基本についてただしたいと思いま

す。

まず第1に、三重用水の安全性の問題であります。

今議会に市民グループの皆さんから、ゴルフ場造成による環境破壊の防

止と飲み水の安全を確保しようという請願が提出され:その中で三重用水
て9

菰野調整池には、ゴルフ場の水が直接流れ込むことを重視して、警鐘を嗚

らしています。また、 8月30日に開かれた県議会の水資源対策特別委員会

では、四日市選出委員から、三重用水菰野調整池の汚染問題が取り上げら

れ、 「ゴルフ場計画より三重用水事業の方が早かった。なぜ知事は、排水

が流入する地域へのゴルフ場開発を許可したのか」と問題になっています。

既に私どもは6月市議会において、水野和子議員の一般質問の中でこの問
ふヽ

題を取り上げ、農薬に汚染された水が市民の飲料水となることの心配をた

だしましたが、水道局長からは5点の理由が上げられ、安全で、安心して

飲める水の供給が必ずできると確信している、こういう旨の答弁がござい

ました。

しかし、私は万全のチェック体制がとられているとは言えないと強調せ

ざるを得ません。私どもは現地調査を重ねました。さきの水道局長答弁で

は、三重用水からの受水は飲料水として浄化された水だから十分安心でき

る、こう指摘をしておりますけれども、確かに県の企業庁の菰野調整池か

ら水沢浄水場に原水が運ばれて、そしてそこで浄化される、こういう仕事

は、それから送水管で四日市に送られることになります。企業庁の担当者

の話では、 「浄水場の中には水質検査室を設ける。しかし、農薬の検出は

難しいのではないかと思う」と。しかも毎日できない。年に数回の検査で、

1回数十日はかかるとのことであります。もし検査から検査の間に流入し

てしまったらどうするのか、こういう不安が募るわけであります。科学者、

専門家の見解も、私どもお聞きをしておりますけれども、未知の分野でも
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あり、短時日で汚染データの検査分析が困難であることなどが指摘されて

おります。

つい先日、ショッキングなニュースがございました。 9月8日の新聞報

道によりますと、環境庁がゴルフ場農薬を規制する際の指導指針値として

決めた新安全基準は、民間の調査機関の調査の結果、魚への毒性基準、こ

れは農薬取締法で定めている基準がございますが、何とこれの最高12倍も
? •: 

上回っていたことが明らかになり、環境庁幹部もその事実を認めています。

世界保健機構 (WHO)の水質基準よりも10倍以上高く、人間への影響も

あるとされておりますし、この民間研究所は、住民の飲み水にも不安とし

て、厚生省と環境庁に基準の撤回を求めたいとしています。

さきに触れた6月議会の水道局長答弁の5点の理由のうちに、厚生省基

準で行政指導ができることも上げられておりましたが、こうした安全性へ

の疑問、不安が投げかけられている以上、汚染された水は水源に、調整池

に流させないことが一番であります。市民の不安は募っています。三重用

水、これは清浄で安全飲料水という点で問題を重視することは当然であり

ます。私は、来年4月からの三重用水の受水は差し控えるべきだと考えま

すが、市当局はあくまで受水を強行されるのかどうか、明確にしていただ

きたいと思います。

次に、三重用水は四日市市の当面する水需要において、真に必要かどう

かという問題であります。現在、本市の水道水源は、自己水源で1日当た

り13万 3,000トソ、県水である北勢用水の受水量が1日当たり 3万 3,400

トソであり、合わせて16万 6,400トソの能力を有しています。県水の受水

実績という点から見てみますと、北勢用水の 1日当たり平均受水量は、平

成元年度で2万 468トンでありますから、まだ1日当たり 1万 2,900トソ

余りの余裕があるわけであります。事実、私どもの調査では、県の企業庁

の見解として、北勢用水は 365日毎日最大の3万 3,400トソは供給できる

と聞いております。四日市市の水需要の展望とかかわって、給水能力のア
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ップや新規水源開発に考慮を払い、必要な計画を持つということは重要で

ありますが、当面向こう数年を考えた場合、北勢用水の活用などによって

三重用水の受水は必要ないと言ってもよいのではないでしょうか。何が何

でも受水しなけりゃならぬという状態ではないのではないかと思うわけで

あります。

さらにもう一つ申せぱ、三重用水事業は半ぱ完成した、平成3年度から

給水可能だといっても、設備が完成したからといって一度に水需要が降っ

てわいて押し寄せてくるものではありません。この点からも当面受水は見

合わせてよいと思いますが、いかがでしょうか。

次に、三重用水の事業の構想、着工、計画変更にかかわる問題、また随

分と長期化してきた問題がございます。半ば完成してきたとはいえ、まだ

最終平成5年度完成までに累計で 1,000億円という莫大な事業費にふくれ

上がってきている問題であります。当初の構想着工時には、エ水が 1日最

大15万 7,800トンの供給を予定していましたけれども、しかし、今日 1万

6,000トソにしぼんでしまいました。莫大な建設費、経費は、結局上水に

かぶさってきているのであります。四日市の水道事業との関連でとらえる

ならば、第三期拡張事業当初計画によりますと、三重用水は昭和46年以降

の水源対策として見込まれていた。しかし、これが大幅におくれたことに

よってこの間、昭和40年代に市独自の水源開発を多額の事業費を投じて余

儀なくされてまいりました。これも調べてみますと、例えば、東員町地内

の新規水源開発には約6億円、小牧水源開発には約2億円など、これらの

投資は24年の間に水道財政の資本勘定において大きな負担要因になってき

ております。この責任は一体だれがとるのでしょうか。三重用水の設備が

おくれた上に、直ちに受水せよという県のやり方には、大変無理があると

思います。さきに述べた経過に照らして、本市をはじめ、受水市町村に過

重な負担をさせない措置を、県に、また国にとらせることが必要ではない

でしょうか。年度の立ち上がりは過度な負担になりがちであります。受水
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費の算定に当たっては、長期的な算定方式をとって負担を軽減すべきであ

ります。県との交渉をどう進めてこられたのか、また進めているのか、明

らかにしていただきたい。

本市の水道事業の運営の基本にかかわる問題に移ります。三重用水事業

は、広域上水道事業としてこれを県が押しつけた事業かどうかは別にいた

しまして、言うならば近年の水資源とか環境や自然の諸条件の変化、そう

いうものによって新規水源が個々の市町村独自でできないという実態が進

む中で、当然県が広城事業として進行させてまいりました。県の責任が大

きく問われる事業であります。

一方、市としましては、新規水源開発事業を受水費として負担しますけ

れども、水道料金ですべて賄うというやり方ではなく、一般財源から補助

をする措置をとるべきであります。これは地方公営企業法上できるわけで

ありますし、他の都市で現に例があり、やっています。三重用水受水費は

、元年度の水道料金の3倍にもなると言われておりますから、今後の料金

にそれをかぶせるのは不合理きわまりないと言わねばなりません。一般会

計からの補助は、本市では今までやっておりませんが、事業の運営の基本

にかかわる問題として提起をするものであります。

幾つかの点でこの問題を掘り下げてみたいと思います。

一つは、消費税の未転嫁にかかわる問題です。水道財政上、消費税は市

民の圧倒的多数が反対していることが考慮されて、料金へは未転嫁でござ

います。それは私ども貫いていくべきものだと考えますが、水道財政上収

支勘定をはじめとして1億円余りの負担になっています。消費税は不当な

ものでありますが、これを水道財政だけで消化すべき問題ではありません。

一般会計から繰り入れるべきものであります。

公衆浴場対策にも触れなければなりません。公衆浴場料金は一般用と区

別され、別途体系で軽減され配慮されておりますが、これはその果たす社

会的役割や過去の経過的なものもありまして、今後とも必要でございます。
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水道財政面で元年度実績を例にとってみますと、一般用トソ当たり 110円

で試算をしてみますと、公衆浴場使用水量に見合う収益は 2,800万円余と

なりますが、実際の料金体系上の収益は 789万 7,000円であり、トソ当た

り31円となっているのであります。明らかに政策的な配慮であり、公衆浴

場は全市民が利用していないけれども、福祉的要素で助成策をとっている

のであります。この点でも一般会計からの繰り入れは根拠を持つものであ

ります。

さらに、簡易水道統合の問題を上げたいと思います。

これまで本市の水道事業では13の簡易水道を統合してまいりましたが、

大事な事業でございました。多くの市民が上水道で、一部の市民は簡易水

道で放置される、そういった事態は許されることではありません。しかし、

水道事業を企業ベースで見てみますと、配管などの設備投資で巨額の投資

をしても、すぐには回収できない不採算事業であります。しかし、市の政

策的見地から統合を積極的に進めたことは必要でありました。これを市の

一般会計で負担することは正当であり、必要な措置であります。これまで

に必要であったけれども、してこなかったと言えると思います。ちなみに、

他の分野の事業、公共下水道事業や国保事業などでは、受益者が限定され

ていることでなかなか取り組まれなかった経過はありますが、事業を進め

る上で一般会計から繰り入れをしてきたではありませんか。水道事業の枠

を超えた、今申しました幾つかの措置に一般会計から繰り入れることは当

然だと考えます。この際、市長、市当局は市財政における水道財政のあり

方を、この関係を根本からとらえ直すことを求めたいのであります。

〇議長（山本勝君） 奥山水道事業管理者。

〔水道事業管理者（奥山武助君）登壇〕

〇水道事業管理者（奥山武助君） まず第1点目の、三重用水菰野調整池
に関する農薬の流入についてでございますけれども、これに対する質問の

問題につきましては、 6月議会でも答弁いたしたわけでございますが、先
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ほどもご質問の中に触れられておりましたけれども、，企業庁といたしまし

ては県議会水資源特別対策委員会で、企業庁はさきに水資源開発公団がゴ

ルフ場業者とゴルフ場等の造成に関する基本協定を結んでおりますが、企

業庁も水道事業者として安全な水を供給する立湯から、独自にゴルフ場業

者と厚生省が示しましたゴルフ場使用農薬に係る暫定的水質目標を遵守し

た水質保全協定を締結し、二重の監視体制をしく旨の見解が示されており

ます。また、本市におきましても、ゴルフ場と農薬規制等を含む環境保全

協定の締結の準備もいたしており、市民の皆様には安心して飲んでいただ

ける水の供給は必ずできるものと確信をいたしておるところでございます。

また、既設水源池の原水につきましても、厚生省が示しました水道水の

安全対策に基づき検査を行いましたが、その結果、現在のところ異常は認

められておりません。今後も水質保全の万全を期するために水質検査体制

の強化、検査機器の充実を図るとともに、関係機関とも連携を密に深め、

いつも安全で良質な飲料水の供給に努めてまいりたいと思います。

次に、 2点目の新規水源の問題でございますけれども、新規水源の確保

という問題は、過日も申し上げましたように本市の市内の水源確保と申し

ますか、現在の状況は、 63％が市域内の地下水と、残りにつきましては市

外と、こういうことになっております。そういうことから現在も今後長期

的に見ましても、かなり先を見た展望で、適正な先行性を持って計画をし

なければならないというふうに考えております。今後におきます本市の水

需要に対応するために、新規水源といたしまして三重用水に求める計画を

かねてより進めておったところでございます。昭和63年12月市議会におき

まして議決されております上水道第四期拡張事業の主要な事業として推進

をしているものでございます。今年の夏におきましては、猛暑、日照り続

き、その他の影響によりまして、配水能力が限界に達しました。そういう

ことから、局始まつて以来初めて給水対策本部を設置し、水源のフル活動

や配水区城の調整等で対応して切り抜けたというような状況でございます。
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このように既存の水源だけでは今後の水需要に対応できないため、計画ど

おり来年度には、三重用水を水源とする三重県営用水供給事業からの受水

をどうしてもする必要があると考えております。将来にわたって安定給水

を確保するためには、三重用水が重要な水源であることをご理解いただき

たいと思います。

それから、水源の最大給水能力というような問題ございますけれども、

水はいつも最大給水で年間受水するという•ことは、技術的にも不可能な問

題でございまして、それぞれの水系あるいは水源によりまして負荷率とい

うものがございますので、先ほど申し上げておみえになりました数字には、

到底こういう危機的な状況を打開するということはできないというふうに

考えておるところでございます。

次に、三重用水の事業はかなりおくれたということは事実でございます。

そういうことから事業費が膨大に高騰いたしたことは、ご承知のとおりか

と思うわけでございます。そういうことから水道事業者の負担も増高をす

ると、こういうことから、県、国、水資源公団などに今日まで繰り返して

陳情、要望あるいは要求というような強い態度で取り組んでまいったとこ

ろでございます。そういうことから委員会の資料の方でまたご審議を賜る

わけでございますが、そこに詳細記入してございますが、端的に6点ほど

申し上げたいと思います。

この水道事業は、原則的には市町村事業ということになっております。

しかし、こういうことではなかなか膨大な事業の消化が難しいと、こうい

うことから、かねてから県営事業で、広域水道でお願いしたらどうかとい

うことで、再三2市1町、鈴鹿、菰野でございますけれども、 2市1町と

県、国、水資源開発公団等に陳情を重ねまして、ょうやくにして県営の水

道事業として決定をされたわけでございます。そういうことからこれらの

事業に対する費用について、 3分の 1に当たります県費の繰り出しが実現

いたしました。また、全国的にそのケースでございますけれども、初期料
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金の低減をいかに図るか、年数を長くするかというような問題と重なって

くるわけでございますけれども、初めて前期4カ年、後期5カ年というよ

うな、まず段階的に受水星に見合うような基本料金の支払い方をすると、

こういうようなステップ償還の採択をしていただくことになったわけでご

ざいます。

次に、国庫補助金の増額の問題でございますけれども、各年度のアソバ

ラ‘ノスの状況もございました。そういうことから補助金の増額を最終的に

はお願いし、なったわけでございます。

それから、建設期間中の利率の問題でございますけれども、起債利子の

引き上げということで全般的には非常に難しい問題でございますけれども、

水資源の関係の分につきましては、利率を一部引き下げていただくことが

できました。

それから、変更認可等によります農・エ・水の事業負担、費用負担のア

ロケーショ‘ノの変更につきましても逐一お願いをし、この比率の低減を図

ることができたわけでございます。

さらに、県の一般会計からの助成につきましても、再三陳情を続けた結

果、一般会計からの助成が図られるということになったわけでございます。

そういうことからかなりの低減ができたというふうに考えております。今

後につきましては、広域水道協議会等を通じまして鋭意努力を重ねていき

たいと、このように考えております。

次に、一般会計から補助金の導入はどうかということでございますが、

これは地方公営企業法に定められております経営の基本原則の趣旨からい

たしまして、管理者といたしましてはいかに経済性を発揮させるかが責務

でございます。そこで、能率的な経営のもとに健全な財政運営を確保すべ

＜努力しなければなりません。安易に一般会計の補助を求めることは、地

方公営企業者として経営理念に沿わないものと考えておるところでござい

ます。なお、内部的には料金徴収隔月制の導入や有収率の向上など、経営
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の効率化に努めてまいったところでございます。

また、先ほども申し上げましたように、三重用水に係る受水の低減化に

つきましては、国、県、水資源開発公団、あるいは県議会等、いろいろな

ところへ働きかけ、最大の努力をしてまいったところでございます。今後

とも北勢の広域水道促進協議会など、あらゆる機関を通じまして活動を積

極的に続けてまいる所存でございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

〇議長（山本勝君） 鈴木財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登壇〕

〇財政部長（鈴木一美君） 水道財源に関連いたしまして、一般会計から

の繰り出し補助についてのご発言がございましたので、お答えさせていた

だきたいと思います。

ただいまも水道事業管理者の方から答弁がございましたように、水道事

業といたしましては地方公営企業の基本理念に沿いまして、この収益性を

十分に経済性の発揮によって償うということが根本でございますが、ただ、

この地方公営企業に関します国の考え方といたしましては、ただいま申し

上げましたような経済性の発揮を堅持しながら、地方公営企業の経営の健

全化を促進するということを考えておるわけでございますが、その経営基

盤を事情によって弱体化するという場面も出てまいろうかということで、

例年、国の地方財政計画におきましては、繰出金という項目で計上してお

る計画になってございますが、この繰り出しができる基準といたしまして

は、地方公営企業法に定めがございまして、これは第17条の2に規定があ

るわけでございますが、この水道事業なりの経営に伴う収入でもって充て

ることが適当でない経費ということで、具体的には消火栓にかかわる経費

についてはこの範疇で、本市におきましても平成2年度トータルで 4,500

万ほどが繰り出しになってございます。

また、二つ目には、この経営自体を能率的な経営を行って、なおその経
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営に伴う収入のみをもって充てることが客蜆的に見て困難であると認めら

れる経費について補助の対象にでき得るということでございまして、具体

的には高料金対策に要する経費についてもこの一つに当てはまるわけでご

ざいますが、この客甑的にということに対しまして、国は一つの基準を示

してまいっております。平成2年度の場合におきましては、 1家庭当たり

通常20m1、月当たりでございますが、この料金が 2,400円を超えるような

規定をする場合においては、これらに要する高料金対策としての対応を考

えることも可能になっておるような基準でございまして、本市の場合、現

行20m1,月当たり 1,230円といったようなことで、基準から見ますと2分

の1近いということでございまして、現在までのところ高料金対策に要す

る経費としての見方はでき得ないというふうに考えております。

また、具体的に消費税の未転嫁が水道事業を圧迫するということについ

てはご指摘のとおりでございますが、これにつきましては消費税そのもの

の議論の中でも対象になってくるわけでございますが、消費税を一般会計

から繰り出すということになりますと、一般会計の財源というのは、別に

経営を行って収支を図っておるわけではございませんので、税でもって税

を負担するという結果になります。一般会計内におきます消費税の未転嫁

分については、やむなくそういう形になって運用はされておりますが、こ

れを改めて水道事業に対して消費税部分を市の一般会計から補てんすると

いうことについては、いかがかというふうに考えております。

また、あとは水道事業内での考え方を申し上げるのが至当だとは思いま

すが、私どものとらえ方を申し上げたいと思いますが、公衆浴場について

の料金が非常に低廉なものとして措置されておると。政策的な料金である

がために、この差額については補助するのが当然ではないかということで

ございますが、これは公衆浴場業というものは水需要者であることには変

わりがないわけでございまして、この水需要者に対する、水の供給におけ

る経営者の料金を定めておる一環であるというふうにお受けとめをいただ

-124-

いたらいかがかというふうに考えております。

また、簡易水道の統合にかかる経費等におきましても、その当時におき

まして、第三期拡張事業計画の事業計画に沿ってこれを統合してきたもの

でございまして、これらの計画に沿っての事業の施行がなされたものであ

り、今日的にこれに対する補てん的な補助というふうなことは考えられな

いというふうにこご理解を賜りたいと思います。一

〇議長（山本勝君） 橋本茂議員。

〔私語する者あり〕

〇橋本茂君安全性の問題でも答弁をいただきましたけれども、納得が

いきません。 6月議会の答弁の域を出ていないわけですが、先ほど私はわ

ざわざ、民間研究機関の大変ショッキ‘ノグな調査内容、これは厚生省や環

境庁の基準そのものの農薬の使用が問題になってきているというところま

で調査されていることの報道があったことを上げました。農薬は毎日検査

ができるのかどうか。水道局の検査では異常ないということでしたけれど

も、これは毎日検出できるのか。あるいは企業庁の浄水の際にも毎日でき

るという、そういう機器を導入してやろうとしているのか、その点を明ら

かにしていただきたいと思います。

さらに、新規水源の問題、三重用水の導入はどうしても必要があるとい

う答弁がなされましたけれども、既存の特に北勢用水の水源をいっぱい活

用していく、特に三重用水の向こう 3年間の受水費が31億円にも上ると聞

いているわけですけれども、北勢用水の大きな活用で必要な設備、配水池

の投資、 1基10億円ほどかかると聞いているんですが、 6,000トン当たり

で。その 6,000トソの配水池を3基、 30億円かけてつくっていって、北勢

用水などの受け入れを一層広くしていけるようにする。場合によっては北

勢用水は他の市町村も入れて8万トソの供給をしているわけですけれども、

鈴鹿市や桑名市はまだまだ要らないというような状況で、全体に水余りの

状況だと聞いています。 3万 3,400トソをさらに超していくようなことも
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可能かと、そういうようなことも含めて当面数年間、これは三重用水は要

らないというふうに我々は見ているわけですが、この点はいかがでしょう

か。

さらに、莫大な三重用水の事業でおくれてきた事実をお認めになりなが

ら、 6点ほど上げて、最後に県の一般会計からの繰り入れをいただいてい

ると、こういう繰り入れ問題、県はやっているわけですから、我々はまさ

に先ほども一般会計の繰り入れ、安易にやることはできないと申されまし

たけれども、今日水道財政が悪化して値上げまで出てきているという中で、

私どもは真剣にこれを提案しているわけです。こういう点で安易な繰り入

れなどというような答弁は撤回していただきたい。我々は積極的な提言を

申し上げました。

他都市の例という点でも、例えばこの北勢地内、北勢用水及ぴ三重用水

の受水を予定している桑名市でも、団地の水道布設にかかわる建設に巨額

の出費をしたから市民に負担をかけれないという理由で、 63年度 9,630万

円の繰り入れ、平成元年度 7,700万円の繰り入れをしています。お隣の菰

野町でも、平成元年4月から三重用水受水にかかわって料金改定をいたし

ましたけれども、その際、安い料金にしていくため、福祉の一環でもある

と位置づけて、年間 6,000万円の補助に引き上げました。都市事情が違う

というふうに言えない問題があり、そういうふうに済ませるのではなくて、

地方公営企業法第17条の2だのを財政部長引かれましたけれども、第17条

の3では、地方公共団体は災害の復旧、その他特別の理由により必要があ

る場合には、一般会計または他の特別会計から地方公営企業の特別会計に

補助することができる。この条項を、その他特別な理由があり必要な場合

にはということを引いて、これは水道局長もあるいは議会の産業公営委員

会の方々も過日視察に行かれましたが、仙台市では4年間36億円の繰り入

れをしている。都市規模、財政事情は違いますけれども、まさに幾つかの

角度から私は本市での必要性を明らかにしました。市長のこの問題での見
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解を最後にお聞きをしたいと思います。市長答弁を最後に求めたいと思い

ます。水道局長から答弁をお願いしたいと思います。

〔私語する者あり〕

〇議長（山本勝君） 奥山水道事業管理者。

〇水道事業管理者（奥山武助君） 質問にお答えいたします。

水質の規制の問題でございますが、厚生省は現在水質暫定基準というこ

とで関係の市町村に指示をいたしております。我々水道事業者といたしま

しては、安全対策ということは非常に重要な問題でございますので、この

暫定基準を法規制にしていただくように、日本水道協会を通じてお願いを

しておるところでございます。そういうことから現在、国あるいは県の指

示に基づきました農薬の検査体制をしいておるところでございます。企業

庁の方も同じ水道企業者でございますので、同じような観点から安全対策

に取り組んでいただいておるわけでございます。今後この問題につきまし

ては鋭意努力をしていきたいと、このように考えております。

それから、新規水源の問題でございますけれども、三重用水が遅延をい

たして先の完成が非常に長いというようなことが、昭和40年ごろにそうい

う機運がありまして、局といたしましても、人口増あるいは経済の伸びか

ら受水量に見合わないということから、先ほどご質問の中でも触れておみ

えになりました東員町からの受水、あるいはそれを受けて小牧の水源池ヘ

導入して、この給水計画に載せていくということで、第三期拡張事業を46

年から50年までスタートいたしたわけでございます。その事業費は、お話

のございましたように東員町につきましては6億円と、こういうことでご

ざいます。

それで、この新規水源の受水は延ばしていけないのかというようなお話

でございましたが、現在北勢用水をフルにいただいておりますが、いつも

満杯を受けておるというようなことではございません。これは年間を通じ

てそのような形で受けていくというような計画ではございません。これは
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負荷率ということを頭に入れて体制を組んでおるというのが水道の全体的

な、常識的な計画でございます。そういうことで万が一の水需要に対して

も乗り切っていけるというような自信を持って初めて、水道事業は経営が

できるんではなかろうかというふうに思っております。

それから、地下水も四日市の場合、かなり枯渇が見込まれてくるという

ような厳しい状況でございますから、そういう読みも見て第四期拡張事業

は議決をしていただいたというふうに思っております。

次に、そういうことから配水池対策でやったらどうかというようなご提

言でございますが、 1基つくるのに約10偉円ということでございまして、

10億円といいますと新規水源の受水する年間の費用が10億円前後というこ

とでございますから、そういうような配水池で延ばしていっても、結果的

には三重用水新規水源が必要ということには変わりはないというふうに思

うわけでございます。そういうことで当初どおり実行をお願いいたしたい

と思います。

それから、借り入れにつきまして、言葉が適切でなかったという点につ

ぎましてはおわびを申し上げたいと思いますが、この公営企業の管理者と

いたしましては、市費の導入ということを匝ちに考えるよりも、やはり就

任したときからそういう考えで臨んできたわけでございますが、いかに国、

県費を導入するかと、これは建設とか下水の責任者も同じことだと思うわ

けでございますが、いかに大きな財政力のあるところから引き出してくる

かというのが最大の使命だというふうに思っておりまして、そういうこと

で臨んできたということでございますので、ご了承を賜りたいというふう

に思います。

〇議長（山本勝君） 橋本茂議員に申し上げます。

発言内容がこれ以上進みますと議案審議に入ってまいりますので、注意

をしていただきますようにお願いいたします。

橋本茂議員。
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〇橋本 茂君私は最初に申し上げましたように、議案質疑については別

途議案質疑の場でやらしていただくということを、既に通告もしているわ

けです。三重用水と水道事業の根本問題についてお尋ねをしております。

そこで、市長にお尋ねを先ほどいたしました。一般会計からの繰り入れの

問題、市長の見解をお伺いしておきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 加藤市長。

〇市長（加藤寛嗣君） 私は、それぞれ企業会計でございますから、よほ

どのことのない限り、私は一般会計から繰り入れるべきではない。市民の

中の九十数％、 100％近い人が上水を受水をされているわけでありますか

ら、その範囲内でできるだけ私は処置をしてほしいなというふうに思って

おる段階であります。これが異常にうちの水価が高くなっていくというよ

うなことがあれば、その時点で考えなければならないかと思いますが、今

日の時点では、私はうちの水価が異常に高いというところまではいってな

いだろうと。これは水道局の諸君が努力をしてくれた成果だなというふう

に思っておるところであります。

〇議長（山本勝君） 鈴木財政部長。

〇財政部長（鈴木一美君） 若干補足をさせていただきたいと思います。

先ほど県が補助ができて市の方でできないというご発言がございました

が、水源開発に関する経費について地方公共団体が公営企業に繰り出すこ

とは、先ほど割愛をしたわけでございますが、通達の中にもそれは定めら

れております。が、ただこの事業につきましては、すべて先行性の高いダ

ム等の水源施設の建設費、あるいは広域化のための基幹施設の建設費等で、

いずれも国庫補助対象事業となっておるものについて、地方公共団体の一

般会計からの補助ということが認められるわけでございまして、三重用水

の場合、県営三重用水事業それ自体が県営でございますので、県としては

補助金はルールの中においてできるというふうに、私は承知をしておるも

のでございます。
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〇議長（山本勝君） 橋本茂議員。

〇橋本茂君安全性の問題で、私はあくまで疑わしきは受水せずという

態度で臨んでほしいと思いますし、毎日検査ができる体制を強く今後の問

題としても望んでおきたいし、県関係機関にもそういう体制をひとつしい

ていただくように、水道局から強く要望をして実現をさせていただきたい。

それまで私の立場としては、三重用水の受水は差し控えるべきだというこ

とを申し上げておきたいと思いますし、市長や財政部長から、一般会計ヘ

の繰り入れ、これはしないというような非常に残念な、まさに市民ががっ

かりするような答弁であったことを非常に残念に思います。あくまで地方

公営企業法の第17条の3でもできる、しかもそれが必要な時期に来ている、

こういう点で真剣な検討をお願いをして、私も水道局の皆さんとご一緒に

四日市の水道事業のあり方を今後も真剣に提言もし、また一緒によいもの

にしていくと、こういう立場で頑張りたいと思います。

以上で質問を終わりたいと思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後1時15分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

小井道夫議員。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 私は、垂坂公園の土取り工事に対する市の対応についてた

だしたいと思います。

本年6月半ば以来、垂坂公園として、また市道泊鳩線として都市計画決

定されている区域内の垂坂山の面積約2万 5,000mもの土地で大規模な土

取りが行われており、これまで幾百年もの間緑の樹木に覆われてきた山が、

この三月の間に無残な形状に変えられてしまっております。この事業者は
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株式会社小山工務店で、その土地所有者は太平洋建設株式会社のほか、清

水洋平太氏、清水小弥太氏ら 5氏であります。その中には、西松本町19の

2の岩名寿美子氏の名もあるわけであります。場所は大字羽津甲字岡山地

内、土取り量は約24万 2,000而で、これを平成2年6月15日から平成4年

7月1日までの2カ年のエ期で取るということになっております。これは

1回6mを運搬するダ‘ノプカーで4万 380台分で、年 200日、 1日8時間

稼慟するとして1時間当たり12.5台の2倍の車の、あるいは別の言い方を

すれば、 2.4分に1台の車の出入りに相当するわけであります。この土取

りが始まる前に、立木の伐採が行われたのでありますが、これが昭和47年

4月1日施行のいわゆる傾斜地における土木工事の規制に関する指導要綱

に定められた協議前に行われました。そればかりか、この工事が隣接地は

もとより、相当に広範な地域に影響を及匠すおそれがあらかじめ十分想定

されたにもかかわらず、利害関係者の同意を隣接土地所有者などごく一部

に限定し、しかも土取りをする区域を実際より少なくあらわした図面を提

示して、あたかもこの土取りが小規模の 1カ月ぐらいで終わるものである

かのようにして同意を求めてきたということであります。まして土取りエ

事による影響や被害、迷惑等の防止策や、実際に被害、迷惑等が発生した

場合の対策についてはほとんど何も言及しなかったということであります。

さらに、土取りが始まってからも、狭い道路への大型の土砂運搬車の頻

繁な出入りに伴う交通渋滞や危険に対して1人のガードマソも配置せず、

この点では、士砂の搬入先の東ソーの出入り口には終日ガードマ‘ノを配置

しておりました。そして、運搬車に付着した士砂や積載した土砂が土取り

現場付近の道路に散乱しても放置したままで、これがほこりとなって舞い

上がり、洗濯物は干せないし、ほこりが住家の中に入るので窓をあけるこ

とができず、土取り現場に最も隣接した居住者の皆さんは終日クーラーを

かけ続けねばならなかったということであります。雨が降ったときには土

取り現場から汚濁水がどっと細い側溝や道路にあふれて流れ出し、後の清
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掃すらしないという状況が続き、たまりかねた住民が6月20日に市当局へ

苦情と対策を申し入れ、中には萩原前県会議員にも手紙をもって訴えてこ

られたのであります。

私どもはすぐさま現地等を調べましたが、その時点で工事業者が隣接住

民に示した土取り規模とはかけ離れた大規模なものであり、土取り工事の

全容を説明していないだけでなく、土取り工事による影響、被害・迷惑等

の防止策や、被害・迷惑等が発生した場合の対策についてもほとんど何も

説明をしていないこと、いわゆる市長との協議の結果付された同意条件の

中の安全や被害等の防止策すらほとんど講じられないまま工事が進められ

ていることに驚き、．速市当局に対策を強く求めたところであります。

しかし、なぜか市当局の対応は鈍く、その後とられた若干の対策も見せ

かけだけのもので、効果的な対策は今日に至るも講じられず、住民は被害、

迷惑に悩まされております。市当局は周辺住民に対する説明会を業者に開

かせることすらかたくなに拒んでおります。これでは何のために傾斜地に

おける土木工事の規制に関する指導要綱を定めているのか、一体この土取

り‘工事に関する協議で何を協議したのかと言わねばなりません。この協議

書が市長に提出されて工事施工同意書が業者に交付されるまでに、市当局

は合議を含めて関与をし決裁した職員の印鑑が実に四十数個も押されてお

りますが、その過程で、この工事による影響や被害予測は市当局で十分で

きたはずであり、したがって、被害、迷惑等の防止策もいかなるものが必

要か具体的に指導できたし、それが工事着手時に守られているか、また、

周辺住民はもとより、利害関係者の同意が真に納得されて得られたものか

などチェックできたはずでありますが、実際の当局の対応は極めて事務的、

形式的な判こ判この典型的なお役所仕事的なものであったと断ぜざるを得

ないと思います。市当局に深い反省と関係住民に釈明するよう求めるもの

でありますが、いかがでしょうか。

さらに、この士取り工事に関する今後の問題として、私は次のことを市
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当局に求めるものでありますが、市当局の考えを伺いたいと思います。

この土取り工事は都市計画街路の霞ケ浦羽津山線の延長線上の市道に面

した土地において行われ、土砂運搬車はその道路より出入りしております

が、この市道は狭い状態にあります。しかも、朝夕はもとより、終日自動

車の通行量が多いのであります。土取り工事に当たっては、セットバック

して一般の自動車通行に支障がないようにすること。さらに、土取り後に

市に寄附させ、市は垂坂町までの間の道路の拡幅を垂坂公園の防災緑地緊

急整備事業と合わせて行うこと。 2、士取りと運搬車の運行時間を規制す

ること。これは中学校等の通学路になっていることからして当然のことで

あります。八王子市などは市の環境条例などで明確に規制しております。，

3番目、土取り現場前の道路や人、自動車の交通量の多いところにガード

マソを配置するなど交通安全対策を徹底させること。 4、士取りと土砂の

運搬に伴うほこりや振動等の被害、迷惑を出させないよう、そのための対

策を徹底させること。これまでの被害、迷惑に対する補償措置をとらせる

こと。 5、土取り現場から流出する雨水等の排水の汚濁を除去し、流量を

調整する対策を徹底させること。 6、土砂の運搬ルートになっている道路

等破損した部分の即時復旧はもとより、終了時に全面改修を行うようにエ

事業者等に約束させること。 7、土取りの休止中の安全確保について万全

の対策をとらせること。 8、以上のことを業者との間で具体的に取り決め、

その結果を隣接地の住民はもとより、運搬車の運搬ルート沿道の住民に文

書配付するとともに、説明会を開いて理解と納得を得るようにすること。

9、今後の土取り工事に関する協議と指導のあり方を改善すること。その

中で、死文化している要綱の土地保全連絡会の規定を実際に活用すること。

いわゆる丙決裁、部長決裁にとどまらず、市長決裁とすること。環境保

全審議会への諮問をはじめ、公聴会を開くことも取り入れるべきであると

考えるのであります。

さて、この土取り工事のより根本的な問題は、この土取り工事が垂坂公
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園として昭和44年1月30日以来、都市計画決定されている区域内で、しか

も地元をはじめ市民の長年にわたる念願がようやく実り、昭和63年度から

着手された垂坂公園の防災緑地緊急整備事業の施行場所と全く隣接したと

ころで行われているところにあります。この防災緑地緊急整備事業は既に

63、元年度に用地買収費を中心に約10億円余の事業費が投じられ、整備さ

れつつあるのでありますが、そのすぐ隣で二度と復元できないような根こ

そぎに形状を変えるような大がかりな土取りをしているわけであります。

このような土取りを容認してしまえば、ここでの公園整備ができなくなる

ことしまだれでも気づくことであります。この土取り工事後の土地は何に使

うのか、市はその計画を知らないということでありますけれども、土取り

区域周辺の住民には住宅団地にして分譲するとの話が伝えられているとい

うことであります。そうなれば、いよいよもってこの場所の公園整備は不

可能になることは明らかであります。こうしたことに全く考慮を払わず、

部長決裁で事務的、形式的な協議で容認してしまったのは許しがたいとの

怒りの声が市民から寄せられているのであります。全くこれでは市の無策

を批判されても仕方がないのではないでしょうか。せめて市は協議書を受

け付けた段階を手始めに、工事業者や土地所有者に公園整備計画について

理解と協力を求める努力を最大限、最後まで払うべきではなかったのか、

市当局はこの問題の対応をどのようにしたきたのか、お尋ねをいたします。

持ち時間が15分でございます。簡潔にご答弁をお願いいたします。

〇議長（山本勝君） 加藤助役。

〔助役（加藤宜雄君）登壇）

〇助役（加藤宣雄君） ただいまの垂坂公園の土取りについてのご質問に

お答え申し上げます。

本市におきましては、先ほどご指摘ございましたように、傾斜地におけ

る土木工事の規制に関する指導要網、これは昭和47年4月に制定し施行し

ておるものでございますが、これに基づいて行っておるわけでございます。
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この要綱では、工事を行う者が市に協議するものとしておりまして、利害

関係者及び隣接地権者の同意書をもって確認し、工事内容等を審査の上、

条件を付して市が同意する形をとっております。ご指摘の本土取りにつき

ましても、その手続に従っているのでございますが、実施に当たりまして、

地域住民の皆様にご迷惑をかけないよう施工業者に申し渡しているところ

でございます。今後とも施工業者に対しまして、周辺住民の方々の生活環

境、交通安全に十分配慮して施工するよう指導してまいる所存でございま

す。

また、この土取りが垂坂公園の中で行われておるのではないかというこ

とでございますが、ご質問の垂坂公園はご存じのように、都市計画決定面

積が39.7haの総合公園でございます。ここで防災緑地緊急整備事業を取り

入れまして、特に地元自治会との協議を踏まえて昭和63年度からその公園

の中心部の約 5.lhaの整備に着手いたしております。そして、その土取り

をしております土地が一部垂坂公園内にございます。現在整備しておると

ころから非常に近いところでもございます。今後、地権者の協力が得られ

れば、先行的に買収し、今後の総合公園整備の中に生かしてまいりたいと

考えているところでございます。この土地は公園の構想では芝生広場等を

考えておるところでございます。施工業者より土取り申請が出ましたとき

に、この一部が垂坂公園の区域の中にありまして、建物等を建てる場合に

は、都市計画法上の規制があるということは指摘してございます。先ほど

もご質問ありましたように、もし開発行為の協議が出た場合には、協力が

得られるように指導してまーいる所存でございます。

また、ご指摘ございましたように、都市計画決定されている土地である

のにそういうふうな土取りがなされるのはどうかというふうなご質問もご

ざいましたが、全般的に買収すればそれにこしたことはないわけでござい

ますけれども、公共側の財源あるいは事業能力というものも限られており

まして、計画実現までにはかなり長い日時を要するわけで、今申し上げま
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したように、都市計画の制限を付して、将来用地が取得しやすいようにし

ておるというのが現状でございます。

また、土取りについて野放しになっているのではないかというご指摘が

ございましたが、私ども、今議員の方から 9点にわたってのいろいろご指

摘ございましたが、そのほとんどにつきましては、そういうふうな注意を

守って土取りをするようにということは、申請書が出てまいったときにも

言っておりますし、また、問題が起こり、地元の方から話が参りましたと

きには、担当員が現地に参りまして、その土取り業者の方に指導もいたし

ておるところでございます。

いずれにいたしましても、今後とも土取りについての注意を十分遵守す

るよう、その土取り業者に対して注意を喚起していきたいというふうに考

えております。

〇議長（山本勝君） 小井道夫議員、時間がないので簡潔に。

〇小井道夫君 今後の土取り工事に関しまして9点ほど申し上げましたが、

これはぜひひとつ早急に対策を徹底していただきたい。

それから、こういう公園整備計画との絡みの問題で、部長決裁で済ませ

ておくべき問題かどうか。過去にこの問題が出たときに、そういう責任あ

る部署の者が連携をしてきちっと調査したり、あるいは検討したり、そう

いうことをしてきたのかどうかとお尋ねしておるんです。

〇議長（山本 勝君） 時間が来ましたので、マイクを切ります。

〇議長（山本勝君） 古市元一議員。

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君 通告に従いましてお尋ねをいたしますが、その内容はすべ

て私の地区に関することばかりでお聞き苦しい点があろうかと思いますが、

よろしくご理解を賜りたいと思います。

最初の質問の道路整備につきまして、次の3点お尋ねをいたします。
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1点目は、市道霞ケ浦垂坂線の羽津中学校より西へ約 600mの間の道路

拡幅についてであります。

ご承知のことと思いまする、この間の東側及ぴ西側の状態を申し上げま

すならば、東側は都市計画道路といたしまして霞ケ浦羽津山線の整備は羽

津中学校の西まで完了をいたしております。西側は垂坂39号線といたしま

して、これまた整備が完了をいたしまして、数年余りをたっております。

この間の約 600mは普通乗用車の対向もできないまま放置をされておりま

す。羽津地区と垂坂町とを結ぶ重要な生活道路でありまして、地区住民は

この間の拡幅を強く望んでいることは申すまでもありませんし、また、こ

の間の両サイドは、先ほどの小井議員の質問にもありましたように垂坂公

園造成として一部を除き用地買収も終わっております。したがって、公園

の造成と同時に道路拡幅がなされると思っておりましたが、現在の道路幅

で公園造成が進められております。せっかく立派な公園を、その中を走る

道路が乗用車の対向もできない状態では、利用価値も半減すると思います。

この点、建設部と都市計画部とはどのような連絡をとっているのか、また、

道路の拡幅をする考えがあるのかどうか、お尋ねをいたします。

2点目は、垂坂39号線の南垂坂町より県道四日市鈴鹿環状線に接続をす

る約 100mの間の道路拡幅についてであります。この間は、地主との関係

もあり、舗装もできない状態であったのを、数年前にこの議会で取り上げ、

ようやく舗装は完了しましたが、道路の幅員は拡幅されず、その後も依然

としてそのままでございます。その後、地主との接触はどうなっているの

か、また道路拡幅の見込みはあるのかどうか、お尋ねをいたします。

3点目は、県道四日市鈴鹿環状線の東坂部町より北部清掃工場への進入

道路への接続する約 200mの間の道路拡幅についてであります。この問題

は過去数度にわたって私は一般質問を通じて要請をしておりますので、今

さら説明をする必要もないと、理事者の皆さんは十二分にご理解願ってお

ると思います。したがいまして、説明は一切省略いたしまして、いつ道路
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拡幅が完了するのか、現在どのような県土木事務所との関係となっている

のか、ご説明を願います。また、念のために申し上げておきますけれども、

以上3点はともに現在進行中のハイテク工業団地への重要な進入道路であ

るということを念頭に置いてご答弁を願いたいと思います。

次に、富田山城線北側大矢知町より平津町方面にわたる開発についてで

あります。この件につきましては、私が昨年の12月議会で同趣旨の質問を

いたしております。そのときの前川都市計画部長のご答弁を要約いたしま

すると、 「この地区は交通アクセスなどから見ましても、将来的には利用

度の高いところというふうに予想をされておりますので、民間の開発業者

からも大規模な開発の相談が参っております。今後、これらの計画につき

ましては、関係部局とも十分協議を重ねて慎重に対処したい。また、住民

の意向を加味できるよう行政指導の強化を図ることについては、開発に伴

いまして、交通対策や排水処理、環境保全といった周辺住民の方々の生活

に直接かかわりのありますいろいろな問題につきましては、当然のことな

がら関係部局とも十分な協議を行い、厳しく審査、指導を行ってまいりま

す。地元説明会等を通じて、住民の方々の理解を得るよう、行政側といた

しましても開発業者に対しまして十分指導を行っていきたい」というふう

にあります。その後、約1カ年を経過しようといたしておりますが、・依然

として土地を求めて業者が入り込んでいる状態であります。したがって、

関係住民の困惑は依然として続いております。聞くところによりますと、

開発業者の選定と申じますか、何と申しますか、前進を若干しているよう

に聞いておるわけですが、この約1年間の間、この問題についてどのよう

な開発希望業者に行政指導をしたのか、また、どのような方法で行政指導

を今後行っていこうとするのか、経過と現状を説明を願いたいと思います。

最後に、大矢知地区の治排水についてであります。

ここ約10年間、四日市市の常時浸水地区の解消について、地味ながらも

熱心に取り組んでこられました加藤市長のご努力を高く評価するところで
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ございます。北部地区におきましても、新富洲原橋のポ‘ノプ場の強化、運

河下の排水管の布設工事、雨水1号幹線、 2号、 3号、 4号、朝明都市下

水路と重要幹線工事も着々と進み、富田・富洲原地区と大矢知地区の境ま

で完了に近い状態となっております。したがって、富田・富洲原地区の常

時浸水は、昨今の雨量ではほとんどなくなったというように思われます。

そこで、取り残されたと申しますか、これからやっていただくであろう大

矢知地区の治排水について申し上げたいのであります。

現在、下水道部でお考えの計画を要約いたしてみますに、基本的には大

矢知地区の雨水排水は、北勢沿岸流域下水道関連公共下水道として4排水

区に分けて整備を進める計画である。一つは、朝明排水区、これは八風街

道以北の排水区で、昭和53年度にJR関西線まで完了、その後は支派線の

整備を進めていく。一つは、富田富洲原排水区幹線の延長、すなわち準用

河川の十四川以北、茂福用水以東の排水区で雨水1号幹線、雨水4号幹線

間の2号、 3号幹線を含めた排水計画であり、 1号幹線は今年度あさけプ

ラザ東側まで完成予定であり、その後はオープソ水路として茂福用水まで

整備をする。また、 4号幹線を八風街道を沿って大矢知地区へ延長をする。

一つは、羽津茂福排水区第1分区として、羽津用水以東の区域で白須賀ポ

ソプ場に羽津茂福雨水3号幹線を延長する。一つは、羽津茂福排水区第2

分区として羽津用水以西、大矢知新川、十四川の流域を除いた区域の排水

路の整備となっております。この計画に間違いないか、ご答弁を願います。

以上で第1回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 竹村建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） ご指摘のございました道路整備についてご答

弁申し上げます。

まず初めに、市道霞ケ浦垂坂線についてでございますが、先ほどもお話

ございましたように、公園区域内の道路区間は延長にして 550mございま
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す。幅員は3mから4mと狭うございまして、それに続きます垂坂地内の

50mの区間につきましても幅員が 4.5mと、また人家等も沿線沿いに建っ

ております。そういった現状でございまして、この未改良区間の延長にい

たしまして約 600mの道路整備につきましては、先ほどもお話ございまし

たとおり、ハイテク工業団地への通勤道路網の中の1路線としての考えに

立っておりまして、整備を図るものでございます。この区間の大部分は公

園決定区域でございまして、また、防災緑地の緊急整備事業の認可区間で

ございますので、今後、公園緑地課と協議をいたしまして、前後道路と整

合いたします2車線道路として整備を図ってまいり、公園内の園路を道路

に並行してつくることによって歩道の機能も兼ねた園路として位置づけを

いたしたいと、このように考えております。本年度に調査設計を実施いた

しまして、地権者の方々のご協力をいただきまして、一日も早く工事を着

手いたしてまいりたいと考えております。

次に、第2点目の垂坂39号線、この道路は先ほどもお話ございましたよ

うに、南垂坂団地から西へ県道四日市鈴鹿環状線までの間、延長 130mの

末整備の区間でございますが、この区間の中には海外滞在者を含む2筆が

未登記となっております。現在、地権者と交渉に当たっておりますが、寄

附の承諾をいただきまして、ご了解をいただきましたら、登記手続を早く

完了させまして、本年度完成をめどに2車線の幅員の確保と、現在縦断線

形がゆがんだ形になっておりますので、こういった縦断線形の修正も整備

してまいりたいと、このように考えております。

第3点目の質問でございますが、県道四日市鈴鹿環状線の整備につきま

しては、以前からご指摘を受けております。市といたしましても、県当局

に対し強く要望いたし、一部区間については既に完成をし、さらに南側区

間の 240mにつきましては、用地買収が完了いたしておりますが、ご承知

のことかと思いますが、この区間の中に上り釜の遺跡がございまして、この

発掘の調査の依頼を県教育委員会埋蔵文化セソターに要請をしているとこ
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ろでございますが、現在、県の教育委員会のそういった業務が多忙でござ

いまして、調査の順番待ちといったことになっております。しかし、本路

線の整備は急を要することから、上り釜遺跡調査を市の文化課へ現在依頼

をいたしておりまして、一日でも早くこの調査を済ませて工事に着手でき

るよう、今後、県、市一体となって進めてまいりたいと考えております。

また一方、北側の区間 200mにつきましては、地権者の方と話を進めて

いるのでございますが、公図と現地が符合をいたしません。またさらに、

地権者の方々自身の境界が不確定であるために、道路用地として必要な面

積の分筆の買収が極めて困難な状況に至っております。県・市といたしま

しては、この対応策といたしまして、周辺一体の境界確定が可能な範囲の

全筆買収によって対処をいたしてまいりたいと、このように考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 前川都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） まず1点目の市道霞ケ浦垂坂線の整備に

関連してご答弁を申し上げます。

垂坂公菌は、先ほどもご説明がございましたように、総合公園として計

画決定されておりまして、休養、散策、運動、自然鑑賞、レクリエーショ

ソのための各種施設を総合的に設けていくといった公園でございまして、

市民が自然と触れ合う場を提供することを大きな役割といたしておるもの

でございます。現在 防災緑地緊急整備事業として国からの補助を受けま

して年次的に進めているところでございます。この間、公園周囲におきま

しては、大谷台、南垂坂、みゆきが丘などの新興住宅団地が次々と造成を

されまして、多数の住民の方々が居住されるようになってまいっておるわ

けでございますし、また、周辺地域では、ハイテク工業団地などの新しい

プロジェクトも導入されまして、垂坂公園をめぐる状況の変化も著しいも

のがあるわけでございます。したがいまして、これらの変化を先取りした
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形での道路計画が必要ではなかったかとの反省もいたしておるところでご

ざいます。

ご指摘のとおり、この道路は垂坂町と羽津地区を結ぶ生活道路として大

きな役割を担っておりまして、車社会の進展とともに、公園周囲の道路も

順次整備されつつございますが、公園内につきましては、現状では対面交

通がスムーズにできない状況も見受けられるわけでございますので、今後、

都市化に伴う通行量の増大も予想されることから、先ほど建設部長からお

答えのございましたように、人や車がスムーズに対向できる道路幅員を確

保いたしますとともに、これまで先行した事業との整合も十分図りまして、

手戻りのないよう事業を進めてまいる考えでございます。今後ともご意見

を十分踏まえながら、建設部と連携をいたしまして、この道路の早期実現

に向けまして努力を払ってまいりたいというふうに考えておりますので、

ご理解をお願いいたしたいと思います。

次に、第2点目の富田山城線の北側の開発問題につきまして、これまで

の経過と今後の進め方につきましてお答えを申し上げます。

昨年の12月議会でご質問をいただいた当時は、当地域での開発の相談が

各社から持ち込まれていたピークの時期でもあったわけでございます。そ

の後、本年3月末までの間に各事業者から開発の予備協議書が出されてま

いったわけでございますが、各事業者の計画がばらばらで、しかも一つの

エリアに複数の事業者が競合する、こういった状況があったわけでござい

ましたので、このままでは秩序ある一体的な開発、新しいまちづくりはで

きないと、かように判断をいたしまして、 4月以降、各事業者の開発に対

するコソセプト、交通アクセス、排水処理及び公共公益施設の設置方針な

どにつきましての考え方を聞き取りますとともに、、当地域に対する本市の

土地利用構想をご説明いたしまして、特に道路、公園、排水施設、教育施

設など公共公益施設を一体的に整備することによりまして、より効果的な

まちづくりができる旨の説明も行い、各事業者で力を合わせて開発に当た
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り、 21世紀に対応できるまちづくりをしてもらうようお願いをいたしたと

ころでございます。

当地域については、ご存じのように、三重ハイテクプラネット21構想の

中の 7つの重点整備地区の一つとして、鈴鹿山龍ハイプリッドスクエアと

位置づけられておるわけでございまして、学術研究機能、物流機能の導入

を図りますとともに、研究開発型の企業の立地、住宅開発、こういったも

ろもろのものとの調和のとれた複合的なまちづくりの方向が示されておる

わけでございます。本市といたしましては、この構想を具現化いたしまし

て、公共施設の適正な配置、民間活力による適正な開発誘導を行ってまい

りますために、当地域を含めた富田山城線の南北、面積約 700ha余の区域

における土地利用計画を現在策定中でございます。各事業者のばらばらな

開発ではなく、この土地利用計画に整合した形で開発整備が進められます

よう、行政指導に当たってまいりましたところ、各事業者もデベロッパー

としての個々のノウハウを生かした形で自主的に共同化、組織化を図りつ

つある、こういった現状にあるわけでございます。今後におきましても、

これらの土地利用計画を踏まえながら、開発に関する種々の問題、特に地

域の皆様方に影響のある排水や道路問題、教育施設、公益施設、交通問題

などにつきまして、より強力に指導を行いまして、当地域の21世紀を目指

した快適で住みよい町として地域の皆様方にも望まれるような開発となる

よう指導に当たってまいる考えでございます。

なお、市の土地利用計画が固まった段階におきまして、関係地域の皆様

方にもご説明を申し上げる予定でございます。今後とも行政とデペロッパ

ー、地元の皆様方が連携をとりつつ、ともにまちづくりを進めてまいる所

存でございますので、今後ともより一層のご理解を賜りますようお願いを

申し上げる次第でございます。

〇議長（山本勝君） 西田下水道部長。

〔下水道部長（西田喜大君）登壇〕
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〇下水道部長（西田喜大君） 3点目のご質問の大矢知地区の治排水につ

きましてお答えいたします。

大矢知地区の雨水の排水の問題につきまして、おおむね市街化区域につ

きましては、北勢沿岸流域下水道の北部処理区の関連公共下水道計画に基

づきまして、ご指摘のように、朝明、富田富洲原、羽津茂福の第1、第2

分区のそれぞれの排水区によりまして行う計画となっております。また、

市街化調整区域につきましては、大矢知新川、十四川、米洗川により行う

計画となっております。

〇議長（山本勝君） 古市元一議員。

〇古市元一君 ご答弁ありがとうございました。最初の道路整備につきま

しては、 1点目のお答えについて若干理解がしにくいのでございます。何

とならば、お尋ねもしない公園の説明等が主体であって、肝心の道路のこ

とについては余り触れられなかったというような感じもいたしますし、ま

た、建設部と都市計画部で連絡をとっておるのかどうかということもはっ

きりはしなかったけれども、連絡を恐らくとっておるんだろうと思います。

ならば、道路拡幅をするというお答えですので、公園造成が昨年度より局

部的になされているのに、現状道路の路肩から工事が始まっておりますの

は一体どういうことかという点、それからまた、公園造成後に拡幅をする

というようなことになりますると、せっかく工事をしたところを取り壊さ

なくてはならないというようなことになり、全くの経費のむだ遣いと言わ

ざるを得ません。この点どのようにお考えなのか。また、現在の公園造成

は道路の南側なので、道路拡幅を北側に一方的に拡幅するというようなと

きには、東側の霞ケ浦垂坂線、西側の垂坂39号線に対しまして、現状でも

道路の食い違いがあるのに、さらにその食い違いを一層大きくいたしまし

て、全く道路形態にならないと私は思います。むしろ北側よりも南側に拡

幅をする幅をもっていくべきであると思います。なお、北側は先ほどもち

よっと説明の中にもありましたように、民家もありますので、拡幅するの

-144-

に当たりまして大変困難が予想をされると思われます。この点もあわせま

して、いま一度ご答弁を願いたいと思います。

それから、 2点目につきましては、遅きに失した感はありまするが、関

係地主との話し合いも進みまして、今年度中には拡幅のめどが立ったとい

うお答えでございますので、ぜひその線に沿ってご努力をお願いをいたし

ます。

3点目については、途中の、待避的な道路拡幅が終わっておるところの

西側については地主との話し合いがついたけれども、遺跡の問題が残され

て、今後この遺跡の問題を早急に対処していきたいというご答弁でござい

ましたので、早急にこのもろもろの懸案を解決していただいて、西側だけ

でも拡幅工事をしていただきたいと思います。東側については、土地の境

界、さてどうも困難な状態であるというお答えでございますので、聞くと

ころによりますると、広範囲に県土木事務所が用地取得をし、その一部を

道路拡幅に充てていこうというような考えもあるということでございます

ので、若干これから月日がかかるということでしょうが、先ほども申しま

したように、現在進行中のハイテク工業団地への重要な進入道路でござい

ますので、垂坂の自治会あたりもハイテク工業用地の取得に対する協力条

件として、この問題も取り上げております。ぜひ遅くとも団地の造成が完

成するまでには道路拡幅ができるように強く要望をいたしておきます。

次に、 2番目の開発関係につきましては、市が自分の金で用地買収をし

て開発をしていくというような性質のものでございませんので、大変困難

性は私もよくわかります。この 1年間、いろいろな業者が申請をしてきて

おったんだけれども、大変ばらばらな申請であったと。したがって、その

内容を4月以降、査定をして市の行政指導をしたというようなご答弁でご

ざいまして、なお今後もそういう指導を強化して、地域住民のいろんな、

交通なり、あるいは排水なり、環境保全といったような問題を加味して市

のつくったまちづくりの構想に合うように業者に対し行政指導をしていく
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というようなご答弁でございますし、なお、その実施に当たりましては、

地域住民に対して説明会等も設けて、意思の把握に努めていくというよう

な答弁でございましたので、これ以上は申しませんけれども、ぜひ市の構

想、それから業者等に強力な行政指導をしていただいて、先ほど申しまし

たいろんな住民の方々のご意見を取り入れていただくために、地元の方か

ら要請があったときには、地元説明会に市の方もひとつ出てきていただ<

ということを強く要望いたしておきます。

それから、 3点目の大矢知地区の治排水計画については、私の認識に間

違いがないという部長のご答弁がございましたので、これから本論の質問

に入りたいと思います。

最初の朝明排水区の朝明都市下水路は昭和53年に完了をいたしておりま

すので、その後10年を経過をいたしておりまするが、支派線の整備を進め

ておると、こういうことでございまするけれども、基本的な整備は私は何

ら進んでいないというふうに考えております。もちろん素掘りの排水路を

U字溝を入れて改良していったというような点は認められますが、肝心の

これらの排水溝を集めて都市下水路につなぐ水路整備がなされておりませ

ん。したがって、昨今の雨量でも川北町あたりの中心は浸水をいたしてお

ります。この点、これに対する対策はどのようにお考えを持っておられる

のか、お尋ねをいたします。

次に、富田富洲原排水区幹線の延長についてでありますが、 4号幹線を

八風街道に沿って西富田町まで延長するということについては大変結構な

ことで、ぜひ一日も早くこの工事を着工していただきたいのでありまする

が、これも先ほどの朝明都市下水路と同じように、この幹線ができ上がっ

ても、この幹線に落とす川北用水なり、あるいは西富田用水の整備計画を

あわせて十分にやらなければ、この地区の排水はできないのでございます。

この問題につきましては、これから先まだ二、三年かかると思いますので、

その間十分ご検討をお願いしておきたいと思います。
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次に、 1号幹線のあさけプラザより延長をオープソ方式として茂福用水

まで延長するとありますが、これについてはぜひご一考を願いたいのでご

ざいます。ご承知のごとく、この員弁四日市線は、西の方から富田地区の

方へ通ずる富田山城線と同様、重要な道路でございますし、また、現在計

画中の北勢バイパスの乗り入れの道路でもございますので、近い将来には

幅員の拡幅が必要となってくることは必然でございます。したがって、現

状の推進方式の工事をそのまま延長していただいて、現在の用水路は道路

拡幅に利用すべきであると私は思います。なお、延長を茂福用水までとあ

りまするけれども、いま少し延長をして、大矢知興譲小学校までとすべき

であります。その理由は、員弁四日市線の地形の関係上、新川なり羽津用

水路の西の排水は現状でも受け切れないのでございます。昨今の雨量でも、

急勾配の員弁四日市線が川となって東の方に流れていることは関係の職員

の方々は、十分ご承知のとおりでございます。

さらに、 2点目で質問をいたしましたように、富田山城線以北の開発が

進めば、その排水量は大きく増加をいたしますので、新川羽津用水路では

対応はできないと私は思います。したがって、この延長した幹線と新川羽

津用水路と両者で対応すべきではなかろうかと思いますが、この点に対す

るご所見をお尋ねいたします。

〇議長（山本勝君） 前川都市計画部長。

〇都市計画部長（前川鉦一君） ただいまの再質問にお答えを申し上げま

す。

まず第1点目の垂坂線の道路の問題につきまして、公園との整合性につ

きましてお尋ねがあったわけでございます。現在進めております垂坂公園

の整備につきましては、おっしゃいますような形で、現道の南側を一応境

として、それより南側一体の丘陵地の整備に当たっておるところでござい

ます。この道路を今後どうしていくかにつきましては、先ほども両部から

お答えもさせていただいておるわけでございますが 西側にはご承知のよ
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うに修景的↓｀池もあるわけでございますし、また、少し離れました西東に

つきましては、道路沿いに人家も相当密集をいたしておるような状況でも

ございます。現在公園整備をいたしておりますちょうど中央部の状況は、

ごらんいただきますように、南側の斜面は山肌が非常に急傾斜地でござい

まして、その中で許される範囲での施設を整備させていただいておるとこ

ろでございます。道路を整備するとなりますと、やはり前後との勾配の関

係、線形の関係等もございまして、これ以上南の方に寄せることは地形的

な問題からも難しい点等もございまして、私どもとしましては、今後建設

部と十分調整を図りながら、比較的地形のなだらかな北側の方に拡幅を考

えてまいりたいと、かように思っておるわけでございます。

したがいまして、現在事業を進めさせていただいた公園部分につきまし

ては、極力そういったむだな手戻りがないようなことを実施に当たりまし

ては十分検討もさせていただきますし、またそういったことのないように

するのが当然でございますので、そういう方向で今後建設部と調整を図り

ながら、本年度、先ほどお話のように、この路線につきましての調査、設

計に当たるということにもなっておるわけでございます。そういった形で、

極力周辺の人家、そういうものをにらみながら、道路の線形、道路計画、

こういうものを固めまして、地元の皆様方とも十分ご協議を申し上げなが

ら、今後早期に実施できるよう進めてまいりたい、かように考えておるわ

けでございますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 西田下水道部長。

〇下水道部長（西田喜大君） 治水排水問題につきまして、川北町の雨水

排水でございますが、朝明都市下水路に接続いたします朝明排水路によっ

て計画されておるわけでございます。早速地域の方々のご協力を得て、協

議しながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

次に、富田富洲原排水区の雨水4号幹線の延長でございますが、ご指摘
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のように、支派線の整備もあわせて検討をしておるところでございます。

また、雨水1号幹線の茂福用水への延長でございます。道路拡幅に支障と

ならない構造をもちまして、また、大矢知興譲小学校西の県道員弁四日市

線を流下します雨水につきましては、それぞれの排水区、大矢知新川、羽

津茂福排水区のうちの羽津用水の取り入れと工法等を検討してまいりたい

と考えております。また、丘陵地の大規模開発に伴います雨水の排水でご

ざいますが、排水区域を変更することにつきましては、大変難しいものが

ございます。今後とも地域の方々にご迷惑をかけないよう、開発者等の指—

導をしてまいる所存でございますので、よろしくご理解を賜りたいと思い

ます。

〇議長（山本勝君） 古市元一議員。

〇古市元一君 垂坂公園の中の道路については、部長、実際あんた現場を

見ておりますか。南側が急勾配、これは私も若干それはわかるけれども、

北側は谷になっておるんですよ、ごそんと。何もなだらかじゃないですよ。

それから、民家の移転とか言うけれども、南側と北側の民家の数を勘定し

てありますか。～

それからもう一つ、北側に拡幅するとおっしゃるけれども、今でも道が

食い違っておるんです、先ほどの質問のように。さらにその食い違いをさ

せて約 600mぐらいの間の道路形態をどのようにとっていこうとするんで

すか。もう一度その点に対するご答弁を願いたい。

それから、下水路関係については、川北町の排水をよくするために、朝

明都市下水路に地元の皆さんと話し合いをして工事を早急に進めていきた

いということでございますので、ぜひその線に沿ってひとつご努力を願え

ることをお願い申し上げます。

なお、，1号幹線の延長を私は、今まで推進方式をとってきたんだから、

さらにその推進方式をとっていただいて、オープ‘ノ方式はやめてもらいた

いと、そういうふうに申し上げたんですが、推進方式にするのか、あるい
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は開渠を暗渠にするのか、その点のまだちょっとあやが今のご答弁ではわ

かりかねたというふうに考えられますし、なお、茂福用水までの延長を大

矢知興譲小学校まで延ぱしてもらいたいということは、いかに今頑張って

努力をされようとしても、今の員弁四日市線のあの大矢知の観音さんから

平津団地の方の勾配を直さぬ限り、私は不可能だと思う。さらに、大規模

な開発がされたときに、それから出る排水というものは相当大きなものが

ありますよ。これはもちろん調整池をつくって、一たん水の調整をそこで

しようという気持ちはよくわかりますけれども、なおそれでも私は対応で

きない。と申しますのは、その調整池へ入る水よりも、むしろ員弁四日市

線へ流れていく水の方が私は多いと思う。したがって、この員弁四日市線

を改良せぬ限り、今の問題は解決しない。ところが、今この道路を改良し

ようとするなら、平津団地は全く出入りができなくなっちゃうわけですよ。

したがって、それは不可能だと思う。その点を考えて、もう一度推進方式

でやっていくのか、あるいはオープ‘ノを暗渠にするのか、その点、わかれ

ばひとつご説明を願います。

〇議長（山本勝君） 前川都市計画部長。

〇都市計画部長（前川鉦一君） 再質問につきましてお答えさせていただ

きます。

私も現地につきましては十分見させていただいているところでございま

す。北側はおっしゃいますような形で、南の方が急斜面であるが、北の方

は逆にまた谷に面すると、こういうような地形であることは確かでござい

ますが、比較をいたしまして、、より北の方が施工面においていいのではな

いかと、こういう判断をいたしておるわけでございます。また、今おっし

ゃいましたように、両方、東西の住宅の建ち並んでおります区域まで約

600メートル区間あるわけでございまして、それがちょうど垂坂山の公園

で峠のような形になって高低差もあるわけでございます。したがって、私

がお答えを先ほど申し上げましたのは、極力こういった西東の家の建ち並
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んでおりますところまで大きな支障を及匠さないような形で、高低差のあ

る地形でもございますので、しかも公園という状況下のところでもござい

ますので 適当なカープを入れるような形で今の池を守っていくとか、谷

合いの状況も十分検討しながら、そこの中で適当な線形を建設部ともども

いろいろ協議、調整をいたしまして考えていきたい、こういう意味でござ

いますので、一度そういった素案ができた段階で、十分地元の方々にもご

相談申し上げてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 西田下水道部長。

〇下水道部長（西田喜大君） 1号幹線の構造でございますが、暗渠構造

で進める予定でございます。工法的には作業ヤードの関係等いろいろ問題

がございます。今後、精査した中で工法等を決定していきたいわけでござ

いますが、いずれにいたしましても、暗渠構造で進める予定をしておりま

す。

また、開発に伴います排水の問題でございますが、この排水区域を治水

上変更することは大変難しい問題であるわけでございます。今後、開発計

画が整理された中で、それぞれを受け持つ排水区の具体的な抜本策につき

まして調査、検討をしてまいりたいと考えておるわけでございますが、河

川、下水道の建設には莫大な事業費と長い年月を要するわけでございます。

今後とも下流に対します安全性の確認と、抜本策を確立した中で、暫定的

なことにつきましても考慮してまいりたいと、さよう考えておるわけでご

ざいます。

〇議長（山本勝君） 古市元一議員。

〇古市元一君 垂坂公園の中の道路につきましては、国の補助事業費をも

らって公圏造成も局部的ながら始めてしまうた。これを今さら壊して計画

変更するということは、市長なり部長の立場もあるということもよく理解

できまするけれども、ぜひこういうような問題、今後各所にあるかもわか
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りませんので、そのときは、両部局が十分な連絡をとっておればこんな問

題は私はなかったと思う。したがって、これ以上追及はいたしませんけれ

ども、その点十分加味して、でき得るならば格好のいい道路をつくってい

ただきますことを要望いたしておきます。

それから、下水ですが、今1号幹線の延長を、開渠を推進じゃなくして

暗渠とおっしゃったけれども、現在のあさけプラザまで来ておる推進方式

をそのまま茂福用水へ推進方式で持っていこうということに対して、何か

支障があるのですか。それから、そのまま暗渠で持ってきたときには、茂

福用水から大矢知典譲小学校までの延長はできませんよ。両サイドずっと

家が建っているんだから。そういう点も考え、なおかつ、茂福用水のとこ

ろに先ほど申しました北勢バイパスの計画があって、そういう点も加味し

て全部考えられておりますか、もう一度ご答弁を願います。

〇議長（山本勝君） 西田下水道部長。

〇下水道部長（西田喜大君） 1号幹線の構造でございますが、私今、暗

渠と申しましたのは、暗渠にも円形並びに四角いのがあるわけでございま

す。工法的には推進工法並びにシールド工法等考えられるわけでございま

すが、いずれにしても、作業ヤードと付近地の皆さんのご迷惑の度合いの

問題も考慮して決定してまいると、ちょっと舌足らずがございまして、申

しわけございません。

〇議長（山本勝君） 古市元一議員

〇古市元一君 よく理解できました。私の考え違いであったかもわかりま

せんが、暗渠というのは推進も暗渠だというふうに解釈をせよと、こうい

うことだと思いますので、その点を理解いたしまして、私の質問を終わり

ます。

〇議長（山本 勝君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。
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0出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 事 井上紀久夫

主 事 水谷正昭

午前10時2分開議

〇議長（山本 勝君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は35名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第4号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第1 一般質問

〇議長（山本 勝君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

順次発言を許します。

宇野長好議員。

〔宇野長好君登壇〕

〇宇野長好君 おはようございます。

それでは、通告に従いまして3点ほどお伺いいたします。よろしくお願

いします。

まず第1点、都市景観についてでございます。

私たちの会派は、総合会館の竣工式が終わって8月1、2、3日と会津

・若松市と山形市へ視察に行ってまいりました。 1日は往路だけで日が暮れ
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ましたが、 2日、市役所を訪れました。

会津若松市で思いがけない話を聞きました。それは、四日市市の職員日

下部さんが「ごみとモラル」について講演されたという話です。こんなと

ころでこの話を聞いて、私は私ごとのように誇りを感じたのであります。

四日市は公害という悪名が流れておりましても、こんないい話はなかなか

聞けるものでもありません。

3日に山形市へ参りました。山形市は、人口24万5,500人で、四日市よ

り少し小さい都市ですが、市制は明治22年に開かれており、四日市より 8

年古い都市です。

昨年、市制100周年の記念式があったということです。事務局で、 8月

1日、四日市の方へ山形市の市会議員の方が行っていると聞きました。失

礼とは思いましたが、 「何の目的で来ていただいたのでしょうか」とお伺

いしましたら、 「四日市大学を見学に行った」ということであります。山

形市と県が協力して工科系統の大学を設立したいと計画中ということであ

りました。皆様もご存じのように、四日市大学は公私協力型の、いわゆる

第3セクタ一方式であります。こんな大学は日本でも数少ないので、文部

省でもこの大学に大きな期待を持っているということであります。大学設

立以来、 30数都市から見学に来ていることを、四日市大学の関係者から聞

いております。

先ほども触れましたように、四日市は公害が発生して以来悪名が流れて

おりましたが、この悪名もいつしか消え、こうした話題のある四日市に推

移しているのだと感じ取ったのであります。

四日市も、平成元年3月に計画作成いたしました第5次基本計画では、

公害と一線を画した魅力と活力に満ちた産業と文化のまち四日市を標榜し

たのであります。現実的には、東芝が四日市に進出して半導体の製造を開

始するということを取り上げましても、空気のきれいな、水のきれいで豊

富な地区でなければ半導体の製品ができないのです。その製品の製造を四
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日市で始めるということは、四日市の空も水もきれいになったという一つ

の証拠でもあります。私たちは昨年の秋、東芝の大分工場を見学してまい

りましたが、東芝の大分工場も水と空気のきれいなよい環境の場所であっ

たと感じました。

また、ご存じのように、八幡和郎先生が書かれました「東京集中が日本

を減ぼす」という本の中に、政治の中枢を四日市に移せと書かれています。

そのための条件をいろいろ詳しく書いてあります。リニアモーターカーの

中央新幹線ができれば東京へ1時間、都会生活も工業生産にも必要な水は

木曽三川にたっぷりあるということだし、この本1冊で全国の心ある人々

の目は四日市に注がれているのであります。私たちは、過去の四日市でな

く、公害を克服して新しく立ち直った四日市の未来へ目を注ぎたいと、生

意気な言い方でありますが、考えるのであります。

山形市では、私たちの伺った翌日に生涯セソター「遊学舘」が開校いた

しました。 「遊学」とは、遊び、学ぶ、舘と称しています。この遊学舘は、

普通の講座であれば行政志向型で、教育、教養型の講座が多いのでありま

すが、山形市の講座は教養型から未来生活志向型で、言いっ放しではなく、

住民参加重視のもとであり、だれでも、いつでも自発的に学べるというこ

とを目標にしたものであります。ーまた、施設の豪華さも売り物の一つであ

りますが、総工費62億円かけた立派なものであります。生涯教育の場とし

てこんな豪華なものは日本一だろうと私は思います。 1階にはからくり人

形時計の塔が2階部分まで伸び、階段や壁には中国、スペイソ、イタリア、

韓国などからの大理石がふんだんに使われているのであります。

さて、山形市の都市景観の中では、 「山形うるおい百景」に興味を感じ

ました。四日市はお客さんが来ても、観光地もなく、港を案内するぐらい

でございます。議会事務局に他都市の議員視察団が来市されたときどこに

案内するのかを聞きましたら、まず四日市大学が断然多いと。その次は青

山里会、四日市港、文化会館などの案内が多いと聞いております。四日市
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の自然景観、伊坂ダム、山村ダム、水沢の渓流などは案内していないとい

うことで、他都市の視察目的のほかにこのような自然景観を見学していた

だくのもよいのではないでしょうか。

家族連れで一日ゆっくり遊ぶところもないのでは、 「澗いのある生活、

住みたいまちより住んでよかったまち四日市」と言っても、現在の四日市

では潤いのある、ゆとりある豊かな生活はほど遠く感じます。私たちは、

山形市の景餌がどのように取り扱われているかを視察してきましたので、

参考までに申し上げます。

環境美化を推進し、清潔で明るい豊かな郷土づくりを目的として、昭和

38年に山形市を美しくする運動推進委員会を組織され、活性化を目指し、

四つの部会を置き、民間組織代表者及び市職員で委員会を組織しています。

1番目に「心の部会」、民間から 6名の委員、職員3名。目的は、公徳心

の高揚運動をねらいとした広報活動を展開し、市民運動として盛り上げて

いる。事業としては、新しい山形の絵、写真展、環境美化奨励ポスターの

作成、親と子の写生の集い、山形うるおい百景、広報活動。 2番目が「花

と緑の部会」、民間が6名、職員3名。目的は、市民に花を愛し、花と木

を植える心を養ぃ、家庭、職場を初め、広く地域での花木植栽及び緑化を

推進する。 3番目の「町を美しくする部会」、市民が6名職員、 4名。目

的は、清掃週間を設定し、全市民の協力のもとに、生活環境を美しくする

運動と、平常ごみを捨てない運動。 4番、 「自然を美しくする部会」、市

民6名、職員2名。目的は、観光及ぴ自然公園等の美化清掃運動を展開す

る。

9その中で、第1「心の部会」の事業の中にある身近な自然や景観を見直

すため、昭和60年に選定した「山形うるおい百景」がございます。 「今あ

なたが住んでいる地域の身近な自然や景観を見直し、将来に残していきた

いものを選び出し、潤いのある快適な美しい山形づくりのかなめとしてい

きます」と市民に参加を呼びかけ、百選選ぴのもととしました。
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対象として四つに分けてありまして、自然景観として、例えば山岳景蜆、

田園風景、寺社林、雑木林、河川、湖とか沼。 2番目に歴史的景観として、

歴史的建物、町並み、城跡、由緒ある樹木、庭園。 3番目に季節的景観と

して、例えば00の桜並木とか、 00のもみじ、 00の冬景色、蛍飛ぶ風

景、果樹の花咲く風景。 4番目に都市景観として、景観のすぐれた建物、

緑のある道路、町並み広場公園、都市の中の生産緑地、水辺景観。推薦す

る景観について、景観の写真や絵、場所を示す略図をつけて提出していた

だいております。

また、市民への「山形うるおい百景」の普及を図るために、「山形うるお

い百景マップ」の作成をしております。私いただいてきましたので、ここ

に山形百景の100図が、写真と説明がありまして、山形市の中にその番号

が全部振ってあります。こういうマップがつくってあります。このほかに、

このマップの中にはハイキ‘ノグ、サイクリソグ等のモデルコースも設定し

て、市内の小中高校生、タクシー、地区広報委員長、関係機関等に配布す

るとともに、公民館を窓口にして市民にも無料配布したということです。

2番目の事業として、百景めぐりの実施。平成元年10月15日、貸切バス

1台で実施し、参加者を公募により市民49名が参加し、百選選定の意義を

目で確かめてもらうため、毎年行っており、今回で4回目で、車中より望

見を含めて23景を回り、参加者から、 「初めて訪れた」 「住まいの近くな

のに気づかなかった」など、参加者は山形のよさを改めて認識したと聞い

ております。

また、この百選の中から市街十選を特に選びまして、タクシーとかハイ

ヤーで大体3時間半コースを実施していると聞いております。

3番目に、テレビ手法による広報。市の広報番組「市政の窓」で2年間

にわたり紹介、広報「やまがた」の毎月 1日号で、 3年間にわたり各地区

ごとに紹介しております。

4番目に「山形うるおい百景集」の発刊。百景を将来の町づくりの基礎

-162-

にするとともに、市制100周年を記念し、末長く記録をするために、こう

いう本をつくってあります。すばらしい本でございます。この写真撮影と

か文章執筆とも、市民の手による手づくりの今の本でございます。

以上、山形市のうるおい百景を述べましたが、四日市もこのような事業

があってもよいと思い、自分なりにまとめてみましたところ、 8月7日の

新聞に、 「魅力ある都市景蜆を形成するため、よっかいち50景の選定委員

会をつくり、本格的に取り組んでいく」と書いてありました。大変すばら

しいことだと感じました。同じ風景でも、暗いイメージで見れば暗く、明

る＜楽しい、うれしい目で見ればすばらしい景観を感じます。写真家の田

村正衛さんの写真の中に、なぎさの水の引いた後のぼつんとした1個の石、

また田んぼの水の引いた土地の割れ目とか、五百羅漢の春夏秋冬、晴れた

日、雨の日、雪の日、朝昼夕などが写っております。その中で、自分の頭

の中に美しいもの、悲しいものがなければ美は見出せないと言っておりま

す。

我々にも、毎日見ているが、気づかず、見過ごしていることが多くあり

ます。例えば私の住んでいる地区でも、富田一色、東富田の町並みは、三

菱総研の専門家が、全国でも数少ない、昔ながらの町並み大集落は珍しい

と報告しております。また、富田の国道 1号にある一本松を見ましても、

昔は大きな木だなと、最近大分枯れてきたなという感じで見過ごしてきま

した。お年寄りに聞いてみますと、海を行く船が、あの一本松を目指して、

向かって運航したと聞いております。昔は、あの辺は海だったのだなと、

1本の松でさえも歴史を教えてくれます。

よっかいち50景を選定するだけでなく、 50景の意義を認識するPR、ま

た行事、その他いろいろと将来に向かって考え、残していってもらいたい

ものと思います。写真、文章など参考にして、現地を実際に見学すること

により、四日市の歴史、文化を改めて見直し、勉強することができると思

いますが、このよっかいち50景を実施するに当たり、どういう考えである
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か、お尋ねしたいと思います。

2番目に、地産マ‘ノショ‘ノのその後の経過でございます。

昭和63年3月議会で同じ会派の伊藤信一議員が質問いたしました。富田、

富洲原地区の副都心構想の中で、平田紡績跡地に計画されました地産マ‘./

ショ‘ノの31階建て5棟という超高層建物が計画され、日照権、電波障害、

道路、下水道、消防、教育等のいろいろの諸問題を提起いたしました。当

時坂倉助役でございましたが、答弁の中で、 「地産から出された計画概要

は、場所、四日市市天力須賀五丁目富洲原中学の南側、敷地面積5.lha、

計画戸数300戸掛ける 5棟で1,500戸ということになっています。着工予

定は、順調にいきまして昭和64年2月に着工いたしまして、 7年間の計画

をもって完成させるということです。 62年12月に計画書が決定されました。

市の関係部局でそれぞれ検討しているところです。日照、あるいは電波障

害、あるいは集会所、学校、保育園、ごみの処理の問題、その他道路、下

水道、消防についていろいろ問題が起こってまいります。この点、今後事

業者と各部局で十分協議を推し進めまして、問題点をクリアされた段階に

おきまして、地元説明をさせていただくということを含めて、設計の許可

手続をとらすことになるわけでございます」と、概要の答弁がございまし

た。

しかるにその後2年6ヵ月が経過してまいりましたが、地元住民に対し

て解体工事をするための説明があっただけでございます。話し合いの中で、

富洲原中学校の南側に通学路がございますが、非常に狭く危険なので、地

産所有の排水路を暗渠にして道路を広げてほしいと、地元より事業者に要

望いたしましたが、いまだに何の返事もございません。

昨年だと思いますが、第1回目の計画変更があったと聞きました。 31階

建て2棟と14階建て6棟1,116戸。また、最近第2回目の計画変更があっ

たと、 32階建て3棟、 17階建て一部8階建てと思いますけれども、 1棟、

計916戸、高さ100mとかに変更するということでございました。昭和62
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年12月に計画書が提出されながら計画が中断されているのはなぜでしょう

か。悪く言えば、開発予定地周辺が下水道とか道路などの工事が行われて

いるので、その整備が整うのを待っているのでしょうか。また、事業者と

住民が話し合いの中で事業を進めていくとの約束になっているのに、計画

変更のときも何ら話もなく、地元住民無視で行われております。

地産マ‘ノショ‘ノの予定地は、北勢沿岸流域下水道の関連公共下水道天カ

須賀処理区の中にあります。本年度より天力須賀地区の流域下水道の汚水

管の布設工事が始まりました。高層マンショソの建設により、下水道施設

に与える影響といたしましては、局地的な汚水量の増大によりまして、汚

水管の計画排水能力を上回る事態が予想されます。当初の計画設計より汚

水管を太く設計変更して工事に着工したと聞いております。天力須賀汚水

1号幹線の地点より地産の計画予定地までを平成3年12月末までに事業者

が責任を持って工事費を負担をして汚水管の工事を完成するという念書が

入っていると伺っております。 900戸以上の戸数ともなれば、 3,500から

4,000人の人たちが住むことになるわけです。諸問題は先にしてでも、天

力須賀地区は下水工事が始まったばかりで、地産の問題で地区の工事計画

の変更や、工事がおくれるようでは困ります。念書が入っている以上、下

水工事を先に行うよう、また来年いっぱいに行うよう、計画性のある指導

を行ってほしいと思います。

それというのも、平成3年度中に完成するには、もう現在工事が始まっ

ていなければ間に合わないと思います。なのに、いまだに汚水管工事の地

元説明も行っておりません。本当に期日までに間に合うのでしょうか、お

伺いいたします。

また、前都市計画部長の東さんの答弁でも、 「本市においてこのような

大規模な高層住宅は初めてのケースでございますので、地区への影響及ぴ

地域の発展等を十分考慮しながらヽ地区の皆さんと十分話を聞き、慎重に

取り組んでいきたい。また、開発行為に準ずる指導をしていく」と言って
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いましたが、当然都市計画が窓口になっていると思い、先般都市計画課の

方にお伺いしたところ、計画変更で2度ほど来ただけで、まだ決定してい

ないので、いましばらく待ってくださいとのことでございました。

先ほども申しましたように、解体の説明のみで、その後2年半、一度も

地元に説明がなく、うわさばかりで、地元といたしましては、静かな湖に

大きな石を投げて、その波紋を見ながら笑われているような気持ちでござ

います。地元の人たちも、もう中止になったんだなということで、ほっと

したとか、いろいろな話をうわさしています。計画を推進するのであれば、

行政も地元住民に対する対策も真剣に取り組んでいただきたいと思います。

私自身も、地産の対策の姿勢には納得がいきません。こんな状態が続いて

いる限り、地元の同意はなかなか困難でしまないでしょうか。地産マンショ

ソはその後どうなっているか、できる限りお答えいただきたいと思います。

3番目に、人手不足についてでございます。

この問題は、一昨日の長谷川議員の質問と重複します。長谷川議員も質

問いたしましたが、私なりにちょっと質問させていただきたいと思います。

人手不足は、今日の日本の経済界に大きな痛手を与えているばかりでな

く、高齢化社会を迎えようとしている日本の将来に大きな影を落としてい

るのであります。 2020年には我が国は世界一の高齢化社会になると言われ

ている今日であります。英知にすぐれた日本人でございますから、これに

どう対処していくかは必ず開発してくれるであろうとは信じておりますが、

難しい問題であります。

四日市は、 9月2日を防災訓練日として、どの地区でも訓練が実施され

ました。皆様もご存じのように、松原町には東洋紡績富田工場がございま

す。寮に住んでいるフィリピソの若い女性がこの訓練に参加いたしました

ので、富田工場も人手不足なのだなということがわかりました。フィリピ

ソの女性たちも、初期防火の粉末消火器の取り扱いや応急救護などを物珍

しそうに一生懸命練習しておりました。また、市内で私の知っている会社
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に、プラジルから20名ほど働きに来ております工場があります。ここは男

性ばかりです。どうして外国人を使っているのかと聞きましたら、こんな

中小企業で3交代の仕事を行っていますと、日本人労務者はなかなか集ま

らないので屑用したと言っています。この会社の男性は、学校の先生とか

役所に勤める人たちが、休暇を取って日本で働いて、お金をためてプラジ

ルヘ帰国するという話です。プラジルの知識人が多いというわけでござい

・ます。また、四日市の飲食街では、フィリピソ、クイなどの女性がたくさ

ん働いていることを耳にいたしておりますが、どれほど働いているかは、

私にはわかりません。

外国人登録の窓口を主管している市民課長にお聞きいたしますと、四日

市には3,000名が外国人登録をしているという話であります。登録者につ

いては、国籍及ぴ勤務先は把握しており、勤務先の変更についても届け出

るように指導しているそうでございます。しかし、それ以外に短期滞在を

理由として入国している人たちの状況はつかめないそうでございます。ゎ

かればそれに対応するすることも考えられますが、わからなくては手の打

ちょうもありません。

ただいま計画中の環境技術移転セソターが桜地区に設立されますと、多

くの国の方々が研修に参加して四日市に集まります。先日も、四日市で働

いているドイツ人の技術者の方とお話しする機会があり、四日市のことを

いろいろ尋ねましたら、買い物に行くにも遊ぴに行くにも、道路標識とか

案内板が少ないので、 1人でなかなか歩けないとのことでございます。外

国人専用マップなどの作成をしてはいかがでしょうか、お尋ねいたします。

労働の問題は、職業安定所や労働基準局の仕事であろうと思いますが、

市としてもこんなにたくさんの外国人が四日市に在住する以上、いろいろ

なことを処置しておく必要があるのではなし、かと考えるのでございます。

外国人の実態すら十分把握できないのに、行政として具体的な対策の立て

ようもございません。といって、放任しておける問題でもありません。水
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商売に働いているだけでも数百人いると言われておりますが、それがどん

な形で指導されているかといった問題だけを考えましても、冷や汗の流れ

る思いがいたします。市の行政範囲ではないかもわかりませんが、市とし

て外国人登録の窓口だけで十分と言い切れるのでしょうか。その対応策に

ついて、お考えがあったらお教えいただきたいと思います。

以上、第1回の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 加藤助役。

〔助役（加藤宜雄君）登壇）

〇助役（加藤宣雄君） ただいまの都市景観についてのご質問にお答えい

たします。

本市の都市景観行政に対しまして貴重なご提言をいただきまして、どう

もありがとうございました。先般、精力的にご調査いただきました「山形

うるおい百景」の成果を、今後本市の景観行政の展開に活用させていただ

きたいと考えております。

ご質問の中で触れておられましたが、四日市の都市イメージは、確かに

かつては公害の町として語られることが多かったように思います。そうし

たイメージを払拭すべく、総合計画で上げられている都市像、魅力と活力

に満ちた産業と文化のまちの魅力こそアメニティであり、景観であると考

えているわけでございます。

景観に配慮したまちづくりの展開のために、さまざまな取り組みを既に

いたしておりますが、一昨年の5月には、建設省から都市景観モデル都市

の指定を受け、 10月には景観施策のあり方などを検討する四日市市都市景

観形成推進協議会を設置いたしました。先ごろの協議会から提出されまし

た「四日市市における都市景観形成誘導について」の提言によりますと、

本市の都市景観形成をさらに進めるためには、公共事業を行う場合の景観

的な配慮だけでなく、民間の建築物等に対しても景餌的に誘導を加え、長

期にわたり連続的に町並み形成を図っていくことが大きな課題である。こ
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のためには、市民の景親についての意識の醸成を図り、できる限り市民の

合意に基づいたルールをつくることが重要であるというふうな提言を受け

ているわけでございます。このためには、先ほどご指摘いただきましたよ

うに、景観への意識としての、市民の方1人1人がまず身の回りの環境や

地域の特性を理解していただくことから始めなければならないというふう

に思っておるわけでございます。

景観の持つ本来の意義は、ご質問にもございましたように、建築物や工

作物、あるいは緑や水などの自然、山並みなどの目に入るもののほかに、

歴史、あるいは伝統文化など人々の生活の中での心象風景にまで至る、非

常に広く、かつ極めて複雑な意味合いを持った言葉でございまして、市民

の方にとっては、どちらかといえばわかりにくい言葉であろうかと考えま

す。例えば、地域の景親のよさは、ふだん目につかないものでありますが、

なくなってみるとそのよさに気がつくというようなことが多々ございます。

すなわち、景観は本来日常的なものでありながら、余り意識されていない

ものじゃないかというふうに考えるわけでございます。

よっかいち50景選定事業は、こうした身近なところにも景観にすぐれた

ところがあるのではないかと、そういうふうなところを市民みずから推薦

いただくことで、まず景観について関心を持っていただき、景観について

の意識を高めていくことを目的に実施したわけでございます。今年度は、

この50景の市民公募の選定作業を行いますが、選定後のPRにつきまして

は、本日ご提案いただきましたように、来年度におきまして、写真などを

織り込みながら楽しく紹介できるような冊子を作成して、市民の用に供し

たいというふうに考えているわけでございます。

またこれとは別に、観光行政として、この50景をもとに観光ガイドマッ

プを作成する予定になっております。先ほどお示しいただきました山形の

マップよりも見劣りのしないようなものをつくりたいと、そのように努力

してまいる所存でございますので、できました暁には議会の方においても
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ご活用賜れば幸甚でございます。

なお、良好な都市景観の形成を目標に、公共による努力はもとより、景

掘づくりの主人公は市民であるとの意識に立ち、市民の皆様、事業者の皆

様などに対して、今後景観行政の意義の理解、景観形成の積極的な参加意

識を定めるための啓発活動、広報活動に努めてまいる所存でございますの

で、どうかご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 前川都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇）

〇都市計画部長（前川鉦一君） 第2点目の地産マソショ‘ノのその後の経

過につきまして、お答えいたします。

地産マ‘ノショ‘ノの建設問題につきましては、ご質問の中にもございまし

たように、昭和63年3月議会で最初の建設構想案につきまして概要を申し

上げ、そして翌平成元年12月議会におきまして、当初計画構想案の変更に

ついてご報告を申し上げたところでございます。その後今日まで流域下水

道関連公共下水道の実施に関しまして、下水道部を中心に協議が進められ

てきたところでございますが、他の部門につきましては、具体的な協議の

進捗はほとんどございませんでしたので、事業の推進につきまして、地産

側に再三にわたり強い申し入れを行っておりましたところ、ことしの8月

になりまして、再度計画構想案の変更を行いたいとの申し出があったわけ

でございます。

それによりますと、 32階建ての超高層住宅が3棟、 14階建て一部8階建

ての高層住宅が1棟で、総戸数は916戸ということでございまして、前回

の計画案より約200戸ほど減ってまいっておるわけでございます。その他

の施設といたしましては、多目的ホールを有したコミュニティーセソター

とプール、テニスコートなどの屋内スポーツクラプ棟及ぴ立体駐車場2棟

が配置されておりまして、今後基本設計を行い、本市との協議をいたしま

して、実施設計、防災評定、構造評定を行いますとともに、地元の皆様方
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のご理解をいただいた上で、第1期として平成3年10月より着工し、平成

5年11月に完成の予定をいたしたい。全体計画につきましては、第1期を

含めまして約6カ年間を必要とするというような予定で、段階的に建設を

進めていきたいということでございました。

このようにたび重なる計画の変更につきまして、地産側責任者に事情の

説明を求めましたところ、最近のマンショソにおける都市型住宅需要の動

向、不動産市況の趨勢、事業展開の見通しなどに基づきまして、計画規模、

施設構成を多面的に、かつ慎重に検討をいたしました結果、前回の計画案

を再度修正したと、こういったことでございました。

その間の地元への対応につきましては、市から地産側に説明要請をいた

しましても、地元へなかなか赴いていただけないという状態が再三見られ

ましたので、その都度地元との連携を密にし、事業に関することはすぐに

説明できる態勢をとるよう強く要請をいたしたところでございます。

以上の経過の後、去る 8月30日に地産の責任者が来庁されまして、よう

やく新しい計画案につきまして、来る 9月下旬ごろには概要説明をいたし

たい。また、 10月の初旬ぐらいには、市の関係部局への説明もできるよう

にしたいとの申し入れを確認いたしたところでございます。なお、地元の

皆様方へは、私どもへの説明と並行して行うよう強く指示をいたしたとこ

ろでございます。

いずれにいたしましても、建設戸数が916戸という大規模なマ‘ノショ‘ノ

団地でございます。周辺に与える影響も大きいものがございますし、高さ

60mを超えます超高層建築物につきましては、耐震性などの問題から、特

に建設大臣の構造認定が必要となってまいりますし、また、火災など防災

の観点から、日本建築セソターの防災評定の認定を受けるよう定められて

もおります。また、本市の中高層建築物指導要綱に基づく諸手続、これら

一連のものにつきましてもこれからといった状態でございますので、今後

詳細な計画書並ぴに設計図の提出を求めまして、関係部局とも十分に内容
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の検討をいたしますとともに、地元に対しましても随時説明会を持つなど、

開発に準じて強く指導に当たってまいる考えでございますので、ご理解を

いただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 西田下水道部長。

〔下水道部長（西田喜大君）登壇〕

〇下水道部長（西田喜大君） 地産マソショソに関連いたしました公共下

水道につきましてお答え申し上げます。

富洲原、天力須賀地域の公共下水道の計画につきましては、北勢沿岸流

城下水道北部処理区の関連公共下水道として、汚水と雨水とを分けました

分流方式により計画しておるところでございます。

汚水につきましては、天力須賀地区の北側の都市計画街路でございます

川越高松海岸線に三重県により布設されました川越幹線に接続する計画で

ございます。ご指摘の地産団地の排水も、支派線の関連公共下水道を通じ

まして、この川越幹線に流入することになっております。

また、天力須賀地区の下水道事業を遅滞なく進めるためには、汚水管の

ロ径の変更の要素となります発生汚水量の把握と団地計画の意思の確認を

するために、下水道工事の一部を地産が施工する旨の覚書を交換いたしま

して、昨年度から天力須賀汚水1号幹線工事に着手したところでございま

す。現在、地産が行います下水道工事につきましては、地下埋設物、道路

使用などの協議を関連機関と行っておりまして、近日中に関係住民の方々

に説明会を行いまして、工事を着手する運ぴとなっておるところでござい

ます。この工事が順調に進むことによりまして、天力須賀地区の下水道計

画がより推進できるものと期待をしておるところでございます。

'一方、雨水につきましては、現在、住吉運河内で施工中の雨水5号幹線

と、既に完成しております雨水1号幹線を通じまして、新富洲原ポ‘ノプ場

で排水する計画でございます。来年度以降には、通称大川の改修も予定し

ておりますが、その支線となります富洲原中学校南側の水路につきまして、
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下水道計画に整合したエ法をもちまして、上部が地区の準幹線道路となり

ますよう、覚書の中で施工をお願いしておるところでございます。この雨

水管渠につきましては、延長がおよそ300mもございまして、雨期を避け

ての工事の施工も必要かと思われますので、若干おくれることが予想され

ますが、これによりまして、四日市市の下水道計画に支障とならないもの

と考えております。

今後とも下水道事業の促進につきまして一層努力してまいる所存でござ

います。よろしくご理解をお願いしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 米津市民部長。

〔市民部長（米津正夫君）登壇〕

〇市民部長（米津正夫君） 3点目の人手不足に関連して、＇外国人労務者

についてでございますが、 3部に関連しておりますが、お許しをいただき

まして、私からご答弁を申し上げたいと思います。

外国人労働者が増加している背景等につきましては、一昨日ご答弁を申

し上げたとおりでございますが、外国人登録法によりますと、日本に90日

以上在留する外国人に対し登録が義務づけられておるわけでございまして、

国籍、出生地、居住地、勤務先等20項目にわたって登録することとなって

おるところでございます。また、登録事項に変更があったときには変更登

録をしなければならないこととなっております。しかしながら、 90日未満

の観光など短期滞在者は登録を義務づけておりませんので、現行法上、市

町村におきましては、その実態を把握することは難しい状況下にあるわけ

でございます。

ちなみに、 8月末現在の登録者数は、 28カ国3,058人となっておるわけ

でございまして、前年同期と比較いたしますと、 244人の増加となってお

るところでございます。これを国籍別で見ますと、韓国及ぴ朝鮮が2,411

人と全体の78.8％を占めておりまして、次にプラジルが221人、中国が104

人、フィリピソが93人、イソドが53人と、このような順になっておるわけ
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でございまして、最近1年間の特徴として、プラジル、イソド等からの入

国者が急増しているのが目立っておるところでございます。これは、日系

2世、 3世や企業内研修による増加でございます。

今後本市におきましても外国人が増加する傾向にありますので、これら

外国人が生活する上で住みよい町でなければならないことは当然のことで

ございまして、そうした面での環境整備を図ることは、国際化を目指す本

市にとりまして大変重要なことであろうと考えておるところでございます。

このような観点から、近鉄四日市駅から JR四日市駅までの中央通りや四

日市港に至る主要道路には、英語、中国語で標示した道路案内板を設置し

ておりますほか、 JR四日市駅前には、英語、中国語、日本語の3カ国語

で標示した市中心部の案内板を設置しておるところでございます。また、

市内案内用といたしまして、ご指摘もございましたイラストマップ等を含

めたパソフレットや絵はがきの英語版、あるいは中国語版の案内パソフレ

ットを発行しておりますし、またご承知のとおり、昨年7月には近鉄四日

市駅高架下に国際交流サロ‘ノを設け、外国人に対する各種のイソフォメー

ショソサービスを提供しているところでございます。

また、昨年度は法務局と人権擁護委員会と連携いたしまして、国際化の

進展の中、人権問題も国際的視野からとらえる必要があるとして、啓発重

点目標といたしまして、 「世界の国際化と人権、国際化時代にふさわしい

人権意識を育てよう」というテーマで啓発に努めておるところでございま

して、その一環として、昨年11月には本市で初めて外国人のための人権相

談を実施し、英国、フィリピン、韓国の方々から相談を受けておるわけで

ございまして、本年も11月中旬に実施する予定をいたしております。

また、広報「よっかいち」におきましても、在日韓国人など外国人に対

する差別問題を課題として、人権尊重、差別意識の撤廃など啓発に努めて

おるところでございます。

次に、人手不足に関してでございますが、国の人手不足に対する基本方
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針は、安易に外国からの出稼ぎ労働者に依存することなく、まずもって今

後急増する高齢者や女性の労働市場での活用を従来以上に図るとともに、

省力化、合理化に努力を注ぐことが先決であるとしております。したがい

まして、本市といたしましても、この国の方針に基づき、雇用対策協議会

等と連携いたしまして、高卒者等の若年労働力の確保、中高年齢者、女性、

障害者の屑用促進を図ってまいりたいと考えておるところでございます。

ご指摘のとおり、環境技術移転セソターの事業開始とともに、より一層

諸外国からの来訪者が多くなり、今後とも国際化社会に対応した施策を検

討していく必要があろうと考えておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。

〇議長（山本勝君） 宇野長好議員。

〇宇野長好君 ご答弁ありがとうございます。

都市景餌づくりで、主人公は市民だという助役の説明、非常にうれしく

思います。ぜひとも市民中心のよっかいち50景づくりをやっていただきた

いと思います。また、都市景観の基本方向で、 「さわやかで潤いのある都

市景観をつくり出すため、緑化の推進、建設物等の周囲との調和、地域の

特性を生かした一体的な景銅の創造及ぴ自然的、歴史的背景の保全、修復

に努めます」と書いてありますが、先般智積養水が全国名水百選に選ばれ

ましたが、名水百選という自己満足だけで、その後何の手も加えることな

く、そのままになっております。

先月、朝明衛生組合で伊豆長岡の方へ行きました。そのときの、帰り道、

名水百選の一つであります柿田川の名水がございまして、茶店で、そこで

我々みんなで抹茶をいただきました。聞くところによると、今度桜の駅の

北側に智積旋水公園の計画があると聞いております。四日市はお茶の産地

でもあり、名水もありますので、公園の一角にそういう茶店をつくりまし

て、お茶とか抹茶を出し、見学に来る人に利用してもらうとか、その一帯

を整備し、名水百選にマッチした建物を加えれば、名水百選に恥じないよ
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りよい環境になるのではないかと。また百選についても、少し手を加えれ

ぱ立派な50景の一つになるんじゃないかと考えております。これは要望と

してお願いしておきます。

また、 2番目の地産マ‘ノショ‘ノの件につきましては、地産からほとんど

協議がないという都市計画部長のお話でございますが、地産としては、果

たして開発行為は関係ないと考えているんじゃないかと思います。市から

地元説明を要望しても、何も話もないわけでございます。このままの状態

では、非常に地元としても納得いきかねないと思っております。

まあ地産マソショ‘ノの建設がおくれようが中止しようが、我々地元には

何ら関係ないことでございます。地元民としては、先ほど申しましたよう

に、下水工事がおくれちゃ困るということで、この問題を取り上げさせて

いただいたわけでございます。答弁で、約束事が守れるということで、一

安心した次第でございます。道路の南側、富洲原中学校の南側の工事がち

よっとおくれるということでございますが、通学路でもあり、ぜひとも一

日も早く下水道工事が進むことをお願いしておきます。

3番目でございますが、外人労務者の件はきのう長谷川議員が申しまし

たので、カットしますけれども、人手不足のために、市では国の方針に基

づき雇用対策協議会と連絡し、高校生等若手労働力の確保とか、中高齢者、

女性、障害者の屈用促進を図るとありますが、現在、ミスタードーナッツ

とかロッテリアとか、いろいろな業種に学生が働いておりますが、それで

も人手不足だと。まして中小企業の商店街では、特に店員の不足を嘆いて

おるわけでございます。現実の問題で、果たして雇用促進を図るというだ

けで解決できるんでしょうか。再度それだけはご答弁願いたいと思います。

また、外国人の住みよいまちづくりで、環境整備を図り、国際化の中、

道路標識とか、いろいろ 3カ所ほど立っていると思いますけれども、果た

して3カ所でいいのかなという気がするんです。例えば、先ほども申しま

したように、外国人の方に、工場から行くのに、大体まず駅へ行かなけれ
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ばわからないというように感じるわけでございますね。そういうところぜ

ひとも、これから四日市にどんどん外国人が集まると思いますので、そう

いう実のある行政をしていただきたい。ぜひとも一日も早く、そういう講

習会とか、それから道路の案内のマップをつくっていただいて、国際化を

目指していただきたいと、以上、要望します。ただ最後の 1点だけ、よろ

しくお願いします。

〇議長（山本勝君） 佐々木商工部長。

〇商工部長（佐々木龍夫君） 市がとっております雇用促進事業の内容に

ついて、今議員さんのお話がありましたような、特に高校の方につきまし

ては、高校の就職担当の先生方と毎年就職懇談会というのを、企業者側と

の接触の場を設けております。北勢地区の全部の学校とか、あるいは北勢

地区の企業担当の方々がたくさん出てみえまして、現実に四日市内の企業

を見て歩いていただくと、こういうふうなことも織り込みまして、やって

おります。

それから、特に今年は、有効求人倍率が、北勢地方は大体2.0前後と、

こういうふうに大変雇用の状態がきつくなっております。ところが、南勢

の尾鷲、熊野の方は1.0ぐらいと、こういうふうな非常に大きな違いがご

ざいましたので、私の方から担当の職員が南勢の方へ出向きまして、各高

校を、あるいは職安等を回りまして、北勢地方への就職の依頼と、こうい

うことも行っておりますし、それから企業サイドも同じような、南勢の方

へ出かけて、就職案内をしてまいりました。そういったことをやっており

ますので、来年はさらにこういったことをもう少しきめ細かに進めたいと

思っております。

そういった事情でございますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午前10時56分休憩
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午前11時12分再開

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

田中武議員。

〔田中武君登壇〕

〇田中 武君 田中でございます。通告に従いまして、 4点について質問

をさせていただきます。

第1~ま、韓国との交流拡大について、どのように考えるかをお伺いする

ものでございます。この問題につきましては、一昨日田中基介議員より、

私よりも一層広い視点から国際交流全般についてのご質問がありまして、

加藤市長が答弁の中で日韓の交流についても言及をなされ、基本的な考え

方は既に明らかにされております。一部重複することとなりますが、恐縮

でございますが、最近この問題で特に強く感ずるところがございましたの

で、これを申し上げまして、韓国との交流拡大について、一昨日に加えて

のご所見があればお聞かせいただきたいと、そのように考えますので、よ

ろしくお願いをいたします。

改めて申し上げるまでもなく、我が国が経済大国と言われるようになり

ました今日におきましては、さらに引き続いて21世紀にもその繁栄を続け

ていくためには、国際社会におきまして、、日本がよき一員として理解をさ

れ、信頼される存在になることが必ず必要であると考えます。一つでも多

くの国とよい関係を持つことができるよう努力していかなければなりませ

んが、とりわけ韓国は、一つには最も近い隣の国でありまして、古来文化

的なつながりも深い。また一つには、お互いに足らざるところを補い合い、

協力し合うことによりまして、両国の発展にとってともにプラスとなる面

がたくさんある。また一つには、過去におきまして、日本が国際社会では

許されない、過った行動をとった歴史がある。そういった幾つかの理由か

ら、特に日本の側から積極的な努力を払い、．できるだけ早くもっとよい関

係を築かなければならない、そぅいう国の一つであると考えます。
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ところで、日韓関係の現実はどうかと考えてみますと、実情は問題点が

極めて多いと思われます。去る 5月末、韓国大統領が来日されまして、か

ねて両国間の大きな懸案でございました謝罪問題と日本に住む韓国の人々

の扱い方につきまして、政府間では一つの決着がつけられましたが、国民

感情はとてもすっきりしたとは言えない状態のようでございます。来日後

3カ月を経ました8月に、朝日新聞と韓国の東亜日報、この両社でそれぞ

れ日韓において行われました同じ項目につきましての日韓共同の世論調査、

この結果を見ますと、日韓双方ともに、お互いの相手国を見る目は必ずし

も好転していない状況が読み取れます。

注目すべきポイソトを幾つかご紹介いたしますと、まず第1に、例の謝

罪問題につきましては、 「十分行われた」という見方が、韓国国民の間で

は8%、日本では52%、 「不十分である」とするものが、韓国では79%、

日本では30%。それから日本における処遇問題につきましては、先般の決

着が「十分なものである」とするのが、韓国では4%、日本では30%、こ

れを「不十分」とするものが、韓国では80%、日本では47％といったぐあ

いでございまして、この二つの問題につきまして、いずれも両国民の間に

は受けとめ方に大きな開きがございます。

それからまた、国に対する印象という項目がございまして、いろんな項

目があるわけでありますが、大体いい国だというような項目に丸をした人、

よい印象を持っておると、そういう人が韓国では、日本に対してというこ

とでございますが、 58％でございまして、同じ項目で2年前に行われまし

たのが46％ということになっておりますので、 12％よい印象を持つ人たち

が増えておると、そういう感じでございます。日本におきましては、 2年

前の48％が、本年8月には51％と、こちらの方も 3ポイソトばかりよい印

象を持つ人が増えておるという状況でございます。

その次に、お互いの国民をどのように見ておるかという国民に対する印

象でございます。勧告の人たちが日本国民を見る印象でございまして、い
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ろんな項目に分かれておるわけでございますが、大体悪いイメージを持っ

ておると、そういう人が2年前は43％でございましたのが、ことし8月に

は46%。それから日本では、韓国の人たちを見る目でございますが、 22%

でありましたものが25％と、いずれも 3ポイソトずつ悪い印象が増えてお

ると、そういった状況でございまして、国に対する印象とは逆に、お互い

に国民同士相手を見る見方は、不信感を、わずかでございますが、増して

おると、そういった状況でございました。日韓両国の関係は、理屈の上か

らいいましても、事実の上からいいましても、日本の側からよい方向に持

っていく努力を早急に行う必要があると言えると思います。

それでは、どのような努力が必要かということでございますが、国政レ

ペルでの問題解決の努力に加えまして、これを補うものとして、自治体レ

ペルでの国民同士、市民同士の触れ合いを中心としました交流、これによ

りまして、国民同士の理解と友情を深め合うと、そういうことが極めて有

効でもあり、大切でもあると思います。世論調査結果の国としての評価は

お互いによくなっておるのに、国民に対する見方は不信感を増していると

いうことは、理性では相手を評価できるのに、過去の日本の行いとその処

遇の仕方をめぐってということが大きな問題になっておるのではないかと

推測されるのでございますが、感情的に相手を信頼できないと、そういう

ところに一番大きな原因があるように思われます。したがいまして、一層

自治体レベルでの市民同士の触れ合いを中心としました交流が有効であり、

必要であると考えるわけでございます。

こういった考えは、ことしの大四日市まつりに初めて韓国の人たちが参

加されましたのを目の当たりにいたしまして、私は強く実感をいたしまし

た。祭り当日の韓国代表のパレードも四日市市民に好評でありましたが、

私はたまたまその前夜祭に参加する機会をいただきまして、そこでより大

きな、強烈なイソパクトを受けました。ミス韓国を迎えまして、大学生に

よる郷土芸能でございますとか、あるいは女性の韓国の踊りや歌の披露が
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ございまして、四日市の周辺に在住される大勢の韓国の人たちとともにそ

ういったものを聞きまして、かつ楽しんだわけでございますが、演じられ

ます内容のすばらしさとともに、演じる人と一体となりまして心から楽し

んでいる大勢の人たち、この様子に大変深い感銘を覚えまして、このよう

な人たちと本当に心の通うおつき合いをしていきたいものだと強く感じた

次第でございます。

そういたしまして、これらの企画を実現されました関係者の皆さんに深

い敬意を払いますと同時に、このような交流の積み重ねが日韓両国民の相

互理解、相互信頼を培うのに大きな役割を果たし得ると確信をしたわけで

ございます。-

以上申し上げましたような考え方と、わずか1回の乏しいものではござ

いますが、体験も踏まえまして、今回行われましたような交流を単発のも

のとしないで、さらに一歩踏み込みまして、一つには四日市からも何らか

の形で韓国へ出かけての交流に努めるとか、また一つには、それを市民同

士の触れ合いを中心といたしました交流、そういった方法をとるとか、ま

た継続的な交流とするとか、こういう方向で四日市市が、四日市に在住さ

れる韓国の人たちとの相互理解を深める努力に加えまして、韓国に住む韓

国の人たちとの交流にまで努力を広げることは、両国のよい関係の構築に

極めて意義の深いものであり、実行する必要があるのではないかと考えま

す。

国際交流につきましては、既に積極的な施策がいろいろ四日市では行わ

れておりまして、そのあたりは十分理解もいたし、常々敬意を表するとこ

ろでございますが、これらに加えまして、韓国との交流拡大について、一

昨日に付加してのご所見がございましたら、お聞かせいただきたいと思い

ます。

質問の第2は、四日市市の将来の全体像づくりを行うことにつきまして

のご所見を伺うものでございます。
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四日市の将来に向かってのまちづくりは、長期的理念であります基本構

想のもとに、現在、平成5年までの具体的施策として、第5次基本計画が

実施に入り、 2年目を迎えており、取り進めが行われておるところでござ

いまして、関係者のご努力に敬意を表するところでございますが、将来に

向かってのまちづくりを間違いなく取り進めるためには、最初に申し上げ

ました将来の全体像づくりが必要となってきたのではないかと考えます。

ここで将来の全体像と申しますのは、基本構想のハード面に具体的な姿

を与えたもの、いわば将来の四日市のハード面の理想像とも言うべきもの

でございます。そしてこれを何のためにつくるのかと申しますと、基本構

想に示されました五つの都市像が実現された、理想的なハード面の姿はこ

のとおりだと、その全体の姿を示しまして、今後行われます新しいまちづ

くりの計画や、現状のまちの改普、再開発、これを将来のあるべき姿に整

合する方向に誘導をし、また将来あるべき姿を実現するための計画につき

まして、将来に備えて、今必要な準備を行ったり、また将来障害となるも

のを今から除去しておくと、そういった準備のための努力を行う、そうい

うことによりまして、その結果、将来四日市のまちが、全体として基本構

想の理念を実現したすばらしいものにでき上がっていくことを目的とする

ものでございます。

したがいまして、その中に盛り込む必要があると思われます項目は、主

なものを例示いたしますと、まず第1に人口でございます。一番基本にな

る人口でございます。これは、スペースでございますとか地形、あるいは

水資源、そういった四日市に与えられました条件のもとで、五つの都市像

が実現されるのには、何十万人の人口が最も理想的なものであるか、そう

いった観点からはじき出して、理想とされる人口、そういったもを策定す

る必要があると考えます。

2番目には、地域別の土地利用計画といったようなものが挙げられます。

これは、一つにはどこにどのような性格のものを配置するか、そういった
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ことを明らかにする必要があると思うわけでございます。それからまた一

つには、現在の用途地城指定、こういったものを理想的なものはどうなん

だろうかという見地から、思い切った見直しを行う。そういう絵を描く必

要があるのではないかと思われます。それからまた、現在の用途地域区分、

これをさらに一歩進めまして、もう少し具体的に住宅地、あるいは商業地

などでは、高層のものはこのあたり、低層のものはこのあたりと、そそうい

った区分も必要ではないかと思われますし、住宅と工場、事業場との分離、9

こういったものもさらに明確に行う必要があるのではないかと思われます。

また、もう一つの大事な要素は交通体系でございます。各地域をどんな

交通手段で、どのように結ぶのか。道路計画やその他の交通手段のあり方

を明らかにする必要があるのではないかと思われます。少なくとも、こう

いった項目は可能な限り盛り込むことが必要と考えます。

このような将来の全体像をつくりまして、市のまちづくりの実施に当た

っても、また民間から提起されます個々の計画につきましても、この全体

像との整合を常に照合、チェックを行いまして、民間の計画につきまして

も、現在の法体系では極めて大きな困難を伴うものと思われますが、可能

な限りの手段を用い、また工夫を凝らしまして、全体像の中におさまるよ

うに、また全体像にできるだけ近づくように誘導する努力を行うことが大

切と考えます。そのような努力を重ねることによりまして、北勢バイパス

の問題でございますとか、住工混在によります生活環境の悪化でございま

すとか、激しい交通渋滞でございますとか、こういった今日の四日市にお

きます悩みを解消し、あるいは将来のまちづくりにおきまして、同じ悩み

を繰り返すことを避けることができるのではないかと思われます。

そういたしまして、 21世紀には基本構想の実現された四日市のまちがで

き上がることも可能となってくるのではないかと思われます。 「言うは易

く行うは難し」と、まさにそのとおりでございまして、このような全体

像の作成は至難のわざと考えますが、一昨日市長が谷口議員のご質問への
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答弁の中で申されておりましたように、四日市周辺におきます国や県の大

型プロジェクトの行方にある程度の目鼻がついてまいりましたこと、また、

当四日市市の大きな計画づくりも進展を見てきております現在の段階では、

多少の空白部分は生じましても、実行計画ではなく、まちづくりの指針と

しての理想的な全体像ということでございますので、かなりの部分まで作

成できるのではないかと思われますし、また、このような段階に至りまし

たからこそ、ますますその必要性が増してきたと思われます。この点につ

きましてのご所見をお伺いいたしたいと思います。

次に、第3の項目といたしまして、研究学園都市構想の推進についてお

伺いをいたします。

この件につきましては、一昨日資料を配付していただきました。それに

よりますと、ことし3月末に設立されました財団法人環境技術移転セ‘ノタ

ーからさらに一歩進めて財団法人国際環境技術移転研究セソターの設立構

想がまとまりました。その実現に向けて具体的に動き始めたとのことであ

りまして、ご同慶の至りに存じますとともに、そのご努力に深く敬意を表

します。

このセンターは、資料によりますと、当初は18人の常勤職員と 2,500而

の施設でスタートする案となっておりますが、やがては地球環境の保全の

面で大切な機能を持つ、日本を代表する機関として大きく発展することを

期待いたし、そのために必要な協力を惜しむものではございません。その

ような見地から、このセソターと、先般新聞紙上に報じられました国連環

境計画の、仮称でございますが、地球環境保全技術セソター、これとの関

係につきまして、幾つかの点についてお伺いをいたします。

その新聞報道によりますと、技術セ‘ノターは、途上国への環境技術移転

を進めるための初めての本格的機関として注目され、設置場所は大阪にな

る見込みとなっております。そこで、お伺いする第1点でございますが、

この技術セソターと我が方の移転研究セ‘ノターとの間では、その事業内容
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にどのような関係があるのか。例えぱ競合関係があるのか、重複関係があ

るのか、密接な関係、あるいは補完関係、いろんな関係があると思います

が、どんな関係があるのか、教えていただきたいと思います。

二つ目には、この技術セ‘ノターも四日市に立地してもらうといったよう

なことは考えられないものかどうかということでございます。

それから第3には、環境技術の移転研修におきまして、あちらの技術セ

ソターが日本におきます中心的なセ‘ノターとなりまして、我が移転研究セ

ソターの方がこれを補完するローカルな機関というようなことになってし

まわないためには、まずは我がセ‘ノターが懸命の努力を行いまして、日本

における中心的機関としての実力をつけることが先決と思われますが、国

の位置づけ、指導・支援のあり方、これにも影響を受けるところは極めて

大きいと思われます。所管省庁も異なっておりますところから、微妙な難

しい問題とは思いますが、四日市に立地しますセ‘ノターが、環境技術の移

転研修につきましては日本を代表する機関として、その地位を確保するた

めに必要な国のバックアップがいただけますよう最大限の努力が必要と思

われますが、この点についてのご所見を伺いたいと思います。

質問の最後の項目は、塩浜病院移転後の跡地の活用についてでございま

す。この問題は昨日大島議員がほかの諸問題とともに塩浜地区最大の問題

として取り上げていただいたところでございますが、事柄の性格から、こ

の問題についてのみ、私からも一言申し添えさせていただくことをお許し

いただきたいと思います。

昨日の質疑で明らかにされましたとおり、塩浜病院の移転は、本体の建

設工事も具体的なスケジュールに上りまして、移転全体の時期が読めるよ

うになってまいりました。改めて申し上げるまでもなく、移転後の跡地に

どんな診療施設ができるか、跡地全体がどのょうに利用されるのか、この

1点に塩浜地区全体の大きな関心が集まっているところでございます。

一方、診療所にいたしましても、跡地全体の活用にいたしましても、県
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市の間で基本的な方向につきましての合意はいただいておりますが、具体

的な計画はこれからというところでございます。

いずれの問題につきましても、県との折衝になお多くの日時を必要とす

るであろう問題がたくさんあると思います。したがいまして、市当局にお

かれましても、地元とのコミュニケーショ‘ノを一層密にしていただきまし

て、また具体的事項の検討にも着手をしていただきまして、塩浜病院の移

転、跡地の更地化、これが終わり次第順次新しい施設の建設にスムーズに

移行できますように、格段のご努力とご配慮をいただきますようお願い申

し上げる次第でございます。この点につきまして、何かご所見がございま

したらお伺いいたしたいと思います。

以上によりまして、私が予定いたしましたすべての事項について質問申

し上げました。ご答弁をよろしくお願いいたします。

〇議長（山本勝君） 加藤市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 最初の2点について私からご答弁を申し上げます。

まず、韓国との交流拡大に関係をいたしましてでございますが、地方レ

ベルでの国際交流ということの一番いいことは、一つにはイデオロギーで

ありますとか、あるいは政治、社会体制でありますとか、そういうことを

乗り越えまして、人と人との交流と、個人同士の、個人あるいはそれぞれ

の地域にある団体同士との交流が可能であるということでございまして、

そういった意味では、友好交流、あるいは親善を深めていくために柔軟に

対応できるということであろうかと思います。同時に、異文化の交流とい

うことは、お互いの理解を深める上におきまして、極めて大切なことであ

りますし、このことから、文化交流を深めていくことによりまして、それ

が次第に経済でありますとか、そういう方向にいい影響をもたらしてくる

のではないだろうかというふうに思っておるわけであります。

私は自治体の責任者ではありますが、やっぱりまずこういった意味合い
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での交流というものが深まっていくことによって、その輪がだんだん広が

っていって、日本全体が世界平和に貢献ができると、大変大きなことを申

し上げるようでありますが、そういった意味で地方自治体としての国際交

流を各面にわたって深めていきたいというふうに考えておるところであり

ます。

とは申せ、今日自治体主導型になっている面と、自治体の関係を離れた、

この地域にありますいろいろな民間の団体が、自治体とは直接関係なしに

交流を深めておられる。その関連で、世界各国といいましても、幾つかの

国でありますが、ドイツ、フラ‘ノス、オーストラリア、あるいは韓国、台

湾等々の国々からゲストを本市へお迎えをすることができておる。これが

だんだんに広がっていきまして、そのこと自体が今度は自治体同士の交流

を促してくるというような傾向も、今日いろいろと、まだ芽が出たという

ところではないかと思うんでございますが、そういう形があらわれつつあ

るということは、私は大変結構なことだろうというふうに思っております。

その一つのあらわれが、せんだって大四日市まつりの際に、韓国から友

好親善の方々がお見えになられた。そして大四日市まつりにご参加をいた

だいたということは、私としては大変すばらしいことだったなというふう

に思っておるわけであります。この大四日市まつりは、韓国の方々を初め

といたしまして、アメリカからもご参加をいただきましたし、中国からも

ご参加をいただいた。だんだんにその輪が広がりつつあるし、根づきつつ

あるということで、私は大変いい傾向が出てきておるなというふうに思っ

ておるところであります。

そこで、韓国との関係でありますが、先ほどいろいろご指摘がありまし

た過去の日本と韓国との関係を見てみますと、必ずしもいい関係があった

というよりは、むしろ私は、戦国時代当時から、あるいはそれ以前からの

交流を振り返って見ましても、好ましくない状況というものがあった。し

たがって、今日両国民の間には依然としてそのしこりのようなものが残っ
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ておるということでありまして、これは私は大変残念なことだなというふ

うに思っておりますし、そのしこりを解いていくためにも、我々としては

積極的にお隣の国との友好交流の輪を広げるべく努力をしてまいる必要が

あろうかというふうに考えておるところであります。

そういった意味合いで、今後いろんな場面で、韓国の方々と交流を深め

る方策を立ててまいりたいと考えておりますので、これは皆さん方のまた

ご協力もお願いを申し上げたいと考えておる次第であります。さようにご

理解をいただいておきたいというふうに思います。

次に第2点でありますが、四日市の全体像ということで、できれば全体

の姿を市民の皆さん方にお示しを申し上げまして、四日市地域の四日市地

域と私が申しますのは、単なる四日市市内だけでなしに、三重郡4町も含

めました四日市地域でありますが、将来像を描いてみる必要がある。確か

におっしゃるとおりだというふうに思います。

まず四日市の人口でありますが、これは四日市市に限るわけですが、私

は、今の基本構想、あるいは基本計画の基本になっておりますのは、人口

35万ということで基本計画になっておりまして、それを目標に四日市の人

口構成をはかっていく必要があるだろう。そのためのいろいろなプロジェ

クトが私は必要だというふうに思っております。積極的にそこへ持ってい

くための施策というものをこの基本計画の中でつくり上げていかなければ

いけないだろう。

ただ、基本計画だけでは私は不十分だろうと思うんですが、今日高齢化

社会が急激に進展をしておる。あと10年たつと、今、生産年齢人口と高齢

者の人口比が6.6対1ぐらいでございますから、多分そのぐらいになって

おると思うんですが、子供さんの数が非常に少ないということでございま

して、自然増が非常に少ない。これは将来の四日市にとって大変心配なこ

とでございます。高齢者の方々、いわゆる老人年齢の方々と生産年齢の方

々の数はそれなりに増えていっておりますが、子供さんの数は増えていっ
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ていない。これが10年たつとどうなるのかということは、大変私は心配を

されるところであります。これは、単にハード面の整備だけでは、解決困

難になってしまうんじゃないだろうかという心配をいたしておりますが、

それはともかくといたしまして、やはり35万の人口であれば、住宅戸数は

これぐらいは必要だという、逆に計算をしていくことができるわけですか

ら、そういったものに基づいた、いわゆる住宅建設計画というものもまと

めていく必要があるんじゃないかなと。

今、具体的に計画としてありますのは、緑地のマスタープラソ、その中

でも都市計画決定されているところと、都市計画決定されてないところが

ありますが、大体緑地のマスタープラソというのはできているわけでござ

いまして、建設省の認定をいただいておるということであります。そのほ

か決まっておりますのは、農業振興地域がこことこことここであるという

ことが決まっておるということだけでありまして、都市計画的に、じゃ市

街化区域、調整区域は決まっておるが、今後それをどう整えていくのかと

いうような形は、全体として決まっているわけではありません。

ただ、今、国や県の大型のプロジェクトが大体、おぼろげながらでも明

らかになってまいりましたので、そういったものを踏まえて、それじゃ県

のハイテクプラネットの構想に基づいた重点整備地区はこことこことこと

いうふうになっているわけですから、そういったものを取りまとめまして、

さらにそこに不足をいたしております、先ほど申しました住宅計画であり

ますとか、あるいは市街地と、市街地の中に混住をしている職場との分離

も必要であるでしょうから、そういったものを含めた一つの絵をかいて、

皆さんにご理解をいただいておく必要があるんじゃないだろうかなと。そ

うしないと、土地の利用計画がばらばらになっていく心配があると私は考

えておりまして、全体をきちっと決め込んで動かないものにするというの

は大変危険でありますが、またそうあってはならないと私は思っておりま

すが、大体こんなようなことで進めてまいりますよという方向づけだけは
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皆さんにご理解をいただく必要があると。そのための作業は、基本計画の

5カ年の中でやっていかなきゃいけないかなというふうに思っておるとこ

ろでありまして、そういった意味合いで今後努力をしてまいりまして、皆

さん方のご理解をいただけるようにいたしたいと思っておるところであり

ます。

以上で第1点、第2点についてのお答えとさせていただきます。

〇議長（山本勝君） 栗本市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇J

〇市長公室長（栗本春樹君） 研究学園都市構想の推進について、私の方

からご説明をさせていただきます。

財団法人国際環境技術移転研究セ‘ノターの設立につきましては、その骨

子につきまして、実はきのう、県と歩調を合わせまして、その資料を送付

をさせていただきました。この件につきましては、先般の代表者会議等で

もご意見ございましたように、後日議員説明会等で詳細についてのご説明

をさせていただくと、こういうことになっておりますので、その内容につ

きましては省略をさせていただきますが、先ほどご指摘にございました、

いわゆるUNEP等々との関係につきまして、若千コメソトをさせていた

だきたいと思います。

UNEPの地球環境保全技術セ‘ノター、これ仮称でございますが、これ

は先ほどもご指摘のとおり、新聞で報道されたところでございます。この

機能といたしまして、私どもが今伺っておりますのは、＇環境関連技術等に

関するデータベース機能及び研修機能等があるというふうに伺っておると

ころでございます。地球環境問題に対する先進国と発展途上国との技術格

差を埋めるための、いわゆる中核的な機関が構想されておると、こういう

ふうに伺っておるわけでございます。

したがいまして、このUNEPのセソターと本市に立地予定の国際セ‘ノ

ターにつきましては、ご指摘のとおり、研修面という観点から見ますと、
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若干類似したところがあろうかというふうに思います。しかしながら、そ

のUNEPのセソター設立につきましては、現在外務省の国際連合局が中

心となっておるわけでございますが、これに環境庁の地球環境部、さらに

は通産省の立地公害局、この3省で検討、協議していく、こういうふうに

伺っておるところでございます。

先般、 8月9日、中日新聞の報道によりますと、 UNEPにつきまして、

外務省が平成3年度の概算要求の中で調査費を 1億5,000万円要求する方

針が明らかにされております。したがいまして、このUNEPのセソター

につきましては、まだまだ内容等について具体化しておるものではござい

ませんで、これから具体的な検討調査がされると、そういうことで、今後

明らかになってこようかというふうに思っております。

それともう 1点ご指摘のございましたこのUNEPのセ‘ノターにつきま

して、四日市市の方にというふうな話がございました。

これにつきましては、私どもは、従来県市ともども協議する中で、 1点

集中主義で、通産省との関係を重視しながら運動展開を図ってきたところ

でありますので:ご理解を賜りたいというふうに思いまず。そしてその環

境に関する類似施設の機能分担につきましては、通産省もその所管となる

予定の四日市の国際環境技術移転研究セソターと、さらには京都の方に立

地が決定いたしました、いわゆる財団法人の地球環境産業技術研究機構と

の機能分担を含めて、十分に意識しておるところでございます。

UNEPの地球環境保全技術セゾターとの機能分担をより明らかにして

いくためにも、通産省におきましても、今回この通産大臣認可の法人とし

て、これを早く認めていきたいというふうに伺っておるところでもござい

ます。その方向で、今現在鋭意努力をさせていただいておるところでござ

います。

今後は、いろんな形で県や関係省庁との連携をより密にしながら、当然

必要があれば、関係省庁等への働きかけも行っていく必要があろうかとい
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うふうに思っております。私どもといたしましては、これらの類似施設と

いうのは、むしろ競合するということよりも、積極的な意味で機能分担が

図られ、お互いに連携をとりながら、お互いに地球環境問題について貢献

できれば一番望ましいんではないかというふうに考えておるところでござ

います。

関係機関との連携につきましては、先ほど申し上げました、関西文化学

術研究都市に設立されましたいわゆる地球環境産業技術研究機構、これを

初めとして、いろいろほかにもそういう機関がございます。いわゆるその

主な研修機関といいますのは、例えば国際協力事業団とか、あるいは海外

技術者研修協会とか、国際連合地域開発セ‘ノター、さらには産業公害防止

協会、いろんなそういう組織があるわけでございます。したがいまして、

今後におきましては、これらの機関と、現在でも連絡をとりつつあるわけ

でございますが、四日市で受け持つ環境問題に関連する研修、あるいは技

術開発等の事業を実施をしていくと、こういうことになるわけでございま

して、特に京都府に立地の財団との棲分というものは、京都の方は基礎分

野ということでございますし、四日市の方は応用分野と、こういうことで

の棲分が通産の方でもきちっとされておるということでございます。

いずれにいたしましても、このUNEP等の問題、あるいは各省庁で行

う問題につきましては、いろいろと今後議論がされてくるという過程の中

で、十分に私どもも対応をしていきたいというふうに思います。

それから、国の方の支援の内容等についてのご質問がございました。平

成2年度、既に事業が始まっておるところでございます。その中で、一つ

に確定いたしておりますのは、これもあるいはご承知おきいただいておろ

うかと思いますけれども、研修という事業につきましては、来年の 1月か

ら3月でございますが、その間約2カ月の間でございます。メキシコの方

からテクノクラートの研修生を受け入れる。こういうことになっておりま

して、これも先ほど申し上げましたJICA、いわゆる国際協力事業団事
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業の委託を受けて行うということでございますし、さらには研究面におき

ましては、すでに三つの研究テーマ、 CO2の抑制に関する三つのテーマ

が一応確定をいたしました。これは 3カ年間の事業ということで、これが

一つの事業が約2億円でございますから、 6億円というものが事業費とし

ての配分といいますか、 6億円より少し下ですが、丸い数字で申し上げま

したが、約6億円ぐらいが事業費として確定をしております。これは国の、

いわゆる地球環境予算の中から補助を受けると、こういう形になっておる

わけでございます。さらには、この9月から、下旬だと思いますが、これ

は調査ということで、イソドネシアの方に、いわゆる環境面の総合計画の

策定を行うというふうな事業がございます。これに本財団、現在の財団か

らも 1名そこに派遣をするというふうな形になっておりまして、平成3年

度以降におきましても、さらにこの事業の拡大につきまして、通産も十分

に意識をしていただいておるということにつきまして、ご報告をさせてい

ただきます。

〇議長（山本勝君） 鵜飼環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇J

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第4点目のご質問にお答えをさせていただき

ます。

塩浜病院の跡地の活用につきましては、昨日の大島議員さんのご質問に

もお答えを申し上げましたとおり、市といたしましては、その活用につい

て、地域の住民の方々の福祉的なものとして活用していくという、そうい

ったことをお答えをいたしたわけでございます。当面私どもは、昨日も申し

上げましたように、移転後の医療対策、そういったことが極めて重要でご

ざいますので、現在、その具体的な内容について検討を加えているところ

でございます。特に、診療施設の規模、その内容、管理運営体制、さらに

県市の経費の負担、そういった問題等について、現在検討を加えているわ

けでございます。
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昨日も申し上げたとおり、新病院の本体工事の建設着手が来年の秋とい

うことで予定がされているわけでございます。したがいまして、私どもと

いたしましては、今申し上げました後医療の内容について、その辺の時期

を一つのめどとして一応のまとまりができるような、そういった努力を今

後してまいりたい、こう思っているわけでございます。したがいまして、

全体的な跡地の活用につきましては、それ以降におきまして、県とも十分

連携をいたしながら、また地元の皆さん方のご意向も十分拝聴いたしなが

ら、その具体化に向けて努力をしてまいりたいと、こう思っておるわけで

ございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 田中武議員。

〇田中 武君 ご答弁をいただきましてありがとうございました。

第1点につきましては、いろいろな場面で交流を深める方策を考えてい

きたいというお話でございましたので、ぜひ積極的にお取り進めをいただ

きたい。私もできる限りの協力はさせていただく所存でございます。

それから 2番目の全体像づくりでございますが、これにつきましても、

その必要性につきまして私などが申し上げるまでもなく、その必要性を感

じておられるということがうかがえまして、安心と言っちゃ失礼でござい

ますが、ぜひそのお取り進めをさらに全体に広く広げていっていただきた

いと、そのように思うわけでございます。

過去、現在の流れから、予測できる将来を見まして、問題点の解決、そ

れから将来のニーズに対する充足、こういったものを着実に取り進めてい

くということも必ず必要でございますが、全体のでき上がりの姿からチェ

ックしてまいりまして、その解決の仕方、ニーズの充足の仕方が、将来全

体として見て間違ってないのか、そういう見方もあわせて行うことが大変

必要じゃないかと思われるわけでございまして、そのためには、将来の理

想像とも言うべきもの、これがなければどうしようもないと、そういうこ

とでございます。それからまた、おっしゃっておられましたように、決め
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込んで動かないものにすることは危険だというお話がありまして、まこと

にそのとおりでございますし、それからまた動かないような、そんな将来

の実行計画ということは、これは現在の法体系からいきましても無理な話

でございまして、そのようなものが必要というふうには私も考えておりま

せん。できるかできないかは、これはみんなの協力次第ということもござ

いますので、みんなが協力すればこんないいまちができるよと、そういう

姿を示していただきたいと、そういうことでございますので、ひとつこれ

のお取り進めにつきましても、今後さらにご努力をいただきたいとお願い

を申す次第でございます。

それから 3番目の鈴鹿山麓研究学園都市構想の点でございますが、申し

上げたかったのは、要するにせっかくの立派な立地を提供するわけでござ

いますので、これが本当に四日市市民にとりまして期待にこたえるような

立派な機関に成長していくこと、これ一つでございますので、大変ご努力

いただかなければならない、ご苦労なさる点が多いと思いますけれども、

どうか常にそういう観点からのご努力をお願いをいたしたい、そのように

思います。

それから最後の4番目の問題でございます。

これにつきましては、いろいろとご努力いただいておる様子はよく理解

できるところでございます。一方、地区の皆さん方のこれにかけます期待

といいますか、これも切実なものがございますので、どうぞ今後の取り進

めにつきましても、コミュニケーションを密にしていただくことをひとつ

よろしくお願いをいたしたいと、そのように思います；

以上、各点につきまして改めてお願いを申し上げまして、私の質問を終

わらせていただきます。どうもありがとうございました。

〇議長（山本 勝君） これをもって一般質問を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後0時6分休憩
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午後1時3分再開

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第2 議案第77号ないし議案第103号

〇議長（山本 勝君） 日程第2、議案第77号平成元年度四日市市立四日

市病院事業決算認定についてないし議案第103号四日市市水道事業給水条

例の一部改正についての27件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。

発言を許します。

橋本茂議員。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君私は、議案第103号水道事業給水条例の一部改正について、

2点ほどお尋ねをいたしたいと思います。

まず1点目ですが、市長の議案説明によりますと、給水原価に見合う料

金の負担の適正化として、平成2年12月から実施したいという水道料金値

上げが提案をされております。説明資料によりますと、値上げ率は平均

22.23％であります。また、給水原価に見合うという内容、これは平成3

年度から三重用水の受水に伴って、向こう 3年間で30億円を超える巨額の

負担を受水費に投じなければならない、こういうことを反映しているわけ

であります。

私、改めてこの三重用水の第4期拡張事業が採択された62年12月議会な

どの資料を見てみますと、計画で、平成3年度は 9,195トソ日量、そして

契約いっぱいの2万 900ト・ソというのは平成6年からという計画として提

案をされております。ところが、この今度の受水を実際に県当局と交渉を

されている中で、料金改定の基礎になるような平成3年からの受水量は、

どうもこの計画とは違うというふうに聞いているわけであります。そうい
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う意味で、この実際の平成3年4月からの受水量、 4年、 5年、 6年とい

うのをお示しをしていただきたいと思います。

現在受水をしております北勢用水は、昭和52年の受水開始以来、受水計

画と実際に受けてきた受水量は、随分と低い実績で推移をしてまいりまし

た。こういう意味では、第4期拡張事業の三重用水受水の計画と、それか

ら現実に受水をしようとしている契約内容、これが随分差があるように思

いますけれども、この点を一つはお答えをいただきたいと思います。

第2点は、説明資料に掲載をされております現行料金体系と改定案を比

較してお尋ねをしたいと思います。

改定に当たって、水道料金一般用は、大部分が一般家庭用または小規模

事業者であるということを配慮していると説明をされておりますが、口径

25mm以下の中身を比較してみますと、基本料金で、例えば20mmは820円が

1,020円に、これは24.39％増になるわけです。 25mmの場合は邸．8%ほど。

従量料金も見てみますと、 20m'まで65円から80円にということで、 23.08

％、 30m’までは23.53％というアップになっています。いずれも平均の

22.23％を上回った増加率になっておりますけれども、この点を低く抑え

ることができなかったのかどうか、この点をお尋ねをしたいと思います。

以上2点についてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 奥山水道事業管理者。

〔水道事業管理者（奥山武助君）登壇〕

〇水道事業管理者（奥山武助君） まず第1点目の三重用水の受水に関す

るご質問でございますけれども、最終的には、現状の経済の状況、あるい

は人口の伸び等を勘案いたしまして、県企業庁と最終的な詰めの中で、そ

れから 2市1町の関係とも調整をいたしまして、実数といたしまして平成

3年には2,000トソ、それから4年には7,800トソ、 5年には1万トソ、

6年には1万4,980トソと、こういうような数字でございますが、契約の

基本水量は、過日一部ご説明申し上げましたが、全体のトソ数といたしま
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しては4万1,800トソでございまして、これにつきましては2段階制とい

うことで、 7年度までは2万900卜‘ノで基本料金を支払うと、こういう形

にいたしまして、全体的に水価を逓減させていくというような方策を県当

局に再三お願いいたしまして、そのようになったわけでございます。これ

らは責任水量制の中で、平成3年度の2,000トソは受水をしていくという

ことにいたしております。

それから、北勢用水の関係でございますが、 53年度から受水をいたして

おりまして、当時は年間で約100万トソというようなことでございました

が、平成元年度には738万1,000トソというような伸ぴをいたしておりま

す。これらにつきましても、水需要に見合って進展をしておるわけでござ

いますが、平成2年度には満量受水というような運びになっております。

ちなみに北勢用水は、受水単価は、当時はトソ当たり188円ということ

で、当時の給水の原価、市の全体的な水道料金は64円31銭ということでご

ざいまして、約3倍というような受水単価でございましたが、満量受水と

いう中で、全体的な関係市町村の方も受水量が増えてきたということもあ

りまして、受水単価は、現在市の方は、元年度でトソ当たり113円42銭と

いうことでございましたが、県の方は96円69銭というような形で下回って

きたというのが実情でございます。これらは今年度、渇水状況の中で貴重

な水資源であったというふうに思っております。本年は、特に干ぱつ、高

温ということが連続で続きまして、異常事態になったわけでございます。

そういうことから、市内の60％に当たる地下水は逓減を来しまして、最後

にこの2,000トソ近くの余裕をここで求めたというような現状でございま

す。

それから、水道料金の改定の考え方でございますけれども、水道法でも

示されておりますように、一般家庭と申しますか、そのような関係の方々

に低廉で清浄な水を供給するということも大きな使命でございます。しか

し、全体的には経営の中で考える問題でございます。そういうことから、
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勢い口径別、あるいはトソ数の使用量によりまして従量料金を課していく

ということでございます。そういう中で、部分的にはアップ率だけ申し上

げますと、平均 22.23％がその水量区画によりまして一部上がっておると

いうところもございますけれども、これらは全体的にその逓減逓増度合い

を一部調整をさせていただいたというような状況でございます。いずれに

いたしましても、一般用で口径が25mm以下の場合は採算割れをいたしてお

るというような状況でございます。これのカバーは大口径、大使用量のと

ころで補っていただくというようなことでございますが、この考え方は、 9-

平均的に料金を支払っていくということ以外に、それにある程度加味して

かけておるのは、水源開発に非常に多額の資金が要ると、こういうことか

ら、それが一方的に一般家庭の方々に影響するということを避けるという

ことから、こういう逓増式をとっております。それと、口径別にいたして

おりますのも、そういう状況の中でさせていただいておるわけでございま

す。それから、一部用途制を併用させていただいておりますのは、公衆浴

場と、こういうような関係で、これらにつきましても一般家庭と同じよう

な配慮をさせていただいております。

〇議長（山本勝君） 橋本茂議員。

〇橋本茂君三重用水の平成3年度、少なくともこの計画を決めた段階

での平成3年度の予定が9,195、トソ日量だという点をこのとおり受けるん

じゃなくて、県との交渉の中で、平成3年度は2,000トソと。そうします

と、この当初の計画と実際に今受水を予定をしている、この差は一体どう

いうふうに理解したらいいわけでしょうか。すなわち、当初計画とかけ離

れたこの2,000トソ受水は、本当に水需要があることを前提として決めた

というよりも、むしろ県との話し合いで、使っても使わなくても、責任水

量として引き受けたということだとしか思えないんですが、いかがでしょ

うか。

さらに、私は2点目の問題も、本当に市民にとって安い水道料金を維持
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していくということになれば、当然この点はいじらずに据え置くというこ

ともあったわけですけれども、この点がいじらざるを得ないというところ

に莫大な受水費、 30億円にも上るというようなことが説明資料に出ており

ましたけれども、こういったものの負担を受けざるを得ないという、こう

いう矛盾が出てきているんじゃないでしょうか。

この2点を改めて質問をしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 奥山水道事業管理者。

〇水道事業管理者（奥山武助君） 基本的には、三重用水の総量は4万

1,800トソという中で、長期の見方の中で計画を立てておるものでござい

まして、それの実績を一部見直しまして、このようにさせていただいたわ

けでございます。単純にそういうぐあいに持っていったということではな

しに、水の需要につきましては長期の展望に立っていかなければならない

ということから、総体の契約量4万1,800トソには変りはないわけでござ

います。そういうことで、そうした場合に、契約水量4万 1,800トソは、

これを県に、公営企業の広域水道行政の中で受けていただくという中で、

こういうような問題が起こってきたわけでございます。

そういうことから、県といたしましても、引ぎ受ける以上は、向こうの

方も企業会計ということでございますから、当然責任水量制ということは

起こってくるわけでございます。そういうことで、使用量としては、支払

いは日量 2,000トソということでございますが、基本料金につきましては

半量受水の2万 900トソと、こういう形で受水をしていくということでご

ざいます。

それから、 30億円ということにつきましては、基本料金も含めた総体の

中で、この受水をしていくにつきましては、水資源の開発の費用等もすべ

て加味をされておりますので、このことから引けますということは至難で

ございますし、水の現況の枯渇状況から見ましても、この問題は当然解決

していくことだというふうに思っております。
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〇議長（山本勝君） 橋本茂議員。

あらかじめお願いしておきますけれども、残り時間がありませんので、

早急にまとめていただくようにお願いします。

〇橋本茂君私は、市民にとって安い料金を維持するということからお

聞きをしました。今後の議論の中でぜひ深めていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。

0 議長（山本 勝君） これをもって質疑を終結いたします。

本件をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

日程第3 議案第104号 工事請負契約の締結について及び議案第105号

工事請負契約の締結について

〇議長（山本 勝君） 日程第3、議案第104号工事請負契約の締結につ

いて及び議案第105号工事請負契約の締結についての2件を一括議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第104号及び議案第105号は、いずれも工事請負契約締結議案であ

りまして、養護老人ホーム増築工事及ぴあさけが丘既設公営住宅改善工事

について、それぞれ指名競争入札により請負契約を締結しようとするもの

であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（山本 勝君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（山本勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。 ‘ 

本件を総務委員会に付託いたします。

なお、各常任委員会は明日午前10時から開会されますので、念のため申

し上げます。

〇議長（山本 勝君） 次に、今定例会において受理いたしました請願は

お手元の文書表のとおりであります。本件をそれぞれ所管の常任委員会に

付託いたします。

陳情につきましては、 4件提出がありました。お手元に文書表を配付い

たしておりますので、ご了承願います。

会 こ羊
諏 録

〇議長（山本 勝君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は9月20日午後2時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。

午後1時21分散会

第 5
 
日

（平成 2年 9月20日）
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〇議事日程第5号

平成2年9月20日（木） 午後2時開議

第1 議案第77号ないし議案第 105号 ……………… 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 委員会報告第4号 請願の審査結果について ………… 採否決定

第3 発議第11号及び発議第12号 …………………………… 説明・質疑

討論・採決

発議第11号 精神薄弱者（児）に対する運賃等割引制度適用に関

する意見書の提出について

発議第12号 介護手当制度の確立に関する意見書の提出について

第4 発議第13号 極左・極右暴力集団の排除に関する決議について…

説明・質疑

討論・採決

第5 常任委員会の閉会中の継続調査について

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (36名）

青山弘忠

小井道夫

伊藤正数

伊藤雅敏

宇野長好

大島武雄

大谷茂生

川村幸善
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喜多野 等 山本 勝

久保博正 〇欠席議員 (3名）

小林博次 伊藤信

後藤長六 坂口正次

佐藤晃久 渡辺 彦

田中 武

田中俊行 〇出席議事説明者

田中基介 市 長 加藤寛嗣

谷口廣睦 助 役 片岡

豊田忠正 助 役 加藤宜雄

中村信夫 収 入 役 毛利道男

野崎 洋 調 整 監 伊藤長爾

野呂平和 市長公室長 栗本春樹

橋本 茂 総務部長 石川徹夫

橋本増蔵 財政部長 鈴木 美

長谷川昭雄 市民部長 米津正夫

古市元 福祉部長 田中昌治

堀内弘士 商工部長 佐々木龍夫

前川辰男 農林水産部長 黒田昭公

益田 力 環境部長 鵜飼 滋

水野和子 都市計画部長 前川鉦

水野幹郎 建設部長 竹村二郎

毛利道哉 下水道部長 西田喜大

森 真寿朗 消 防 長 島村 隆

森 安吉 消防次長 浜谷敏彦

山口 孝 病院事務長 中村 督

山路 剛 水道事業管理者 奥山武助
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水道局次長 藤田高司

教育長

教育次長

江

勉

久田

田

岡

宮

代表監査委員 樋尾

0出席事務局職員

裕

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 事 井上紀久夫

主 事 水谷正昭

午後2時2分開議

〇議長（山本勝君） 台風19号の関係でお疲れのところ、ご苦労さんで

ございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 36名であります。

〇議長（山本 勝君） 会議に先立ちまして、市長から発言を求められて

おりますので、これを許します。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 昨日から本日未明にかけて本市に来襲した台風19

号の被害状況の概要をご報告申し上げます。
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このたびの台風は、大型で非常に強い勢力で、しかもその勢力の衰えな

いまま北上いたしました。本市に最も接近をいたしました昨日午後11時か

ら12時の間に、消防本部の調べでは、最低気圧 965ミリバール、瞬間最大

風速37mを測定しております。この台風19号による被害状況について、現

時点で災害対策本部に通報されたものをご報告申し上げますと、家屋の一

部損壊2件、道路障害となる街路樹等の倒木多数、床上浸水3戸、床下浸

水20戸のほか、富田、富洲原、内部地区等で約 5,000戸の停電がございま

した。なお、この被害状況につきましては、今後の調査により多少変動す

るものと思われます。また、道路、河川等、土木災害につきましては、現

在各関係部局において調査中でございます。いずれにいたしましても、今

回の台風が大型台風の割に被害が小さく、特に市民の皆様に人的被害がな

かったことを幸いに思っております。

また、被害とは別に、万ーに備えて小・中学校等を避難所として準備い

たしましたところ、 14カ所の避難所に64人の方が自主的に事前に避難をさ

れましたので、あわせてご報告申し上げます。

このたびの台風は、大型で勢力が強く速度が極めて遅いことと相まって、

本土に接近するに伴い秋雨前線に影響を与え、本市におきましては、 9月

16日から 9月18日までの3日間での総雨量が 30伽mに達していることから

地盤の緩み等による被害の発生を強く警戒し、暴風雨波浪警報が発表にな

った昨日午前6時10分に災害対策本部を設置して、厳重な警戒体制をしき、

さらに台風の接近とともに体制を強化し、本庁職員 754名、消防本部、水

道局の職員 203名を動員したほか、消防団員 400名についても配備し、河

川ヽ道路等の現場状況の把握や応急対策に努力したところであります。今

後とも情報収集体制の整備をはじめ、防災体制の充実に一層の尽力をして

まいる所存でございますので、議員各位のご理解、ご協力を賜りますよう

お願いを申し上げ、台風19号に関する報告とさせていただきます。

〇議長（山本 勝君） ただいまの市長の報告に対し、ご質疑がありまし
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たらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） 別段質疑もありませんので、これをもって市長の

報告を終了いたします。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第5号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第1 議案第77号ないし議案第 105号

〇議長（山本 勝君） 日程第1、議案第77号平成元年度四日市市立四日

市病院事業決算認定についてないし議案第 105号工事請負契約の締結につ

いての29件を一括議題といたします。

本件に対する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いいたします。

伊藤雅敏議員。

〔総務委員長（伊藤雅敏君）登壇〕

〇総務委員長（伊藤雅敏君） 昨日の台風が、今、市長のお話のように中

心が三重県を通った割には、被害が非常に軽微だったこと、ご同慶の至り

と思います。

それでは、総務委員会に付託されました関係議案につきまして、当委員

会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第79号平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）の関

係部分についてであります。

歳入につきましては、歳出各科目に対する特定財源を充当するとともに、

一般財源として市税を計上して収支の均衡を図ったものでありますが、一

部委員から、霊園使用料について反対意見がありました。歳出については、

別段異議はありませんでした。

次に、議案第85号四日市市霊園条例の一部改正についてであります。

-208-

本件は、北大谷霊園の墓地使用料を改定しようとするものでありますが、

条例改正による霊園使用料の引き上げ率が最大で37倍にも及ぶことから、

理事者に対して改定の根拠等について詳細な説明を求めたのであります。

理事者からは、 「近年の生活並びに経済的環境の向上、あるいは核家族

化の進展に伴い、墓地需要は年々増加の一途をたどっているが、交通の利

便性や市の中央霊園としての位置づけなどから、北大谷霊園を希望する声

が強いため、今般、未使用のまま残されていた39区画を市に返還させると

ともに、新たに敷地内に69区画を造成し、合計 108区画を供用に付すもの

である。使用料の算出根拠については、本市並ぴに他都市の公営墓地や民

間墓地の実態を精査した上で、現時点における土地価格に工事費を加算し

た結果、 1而当たり14万円と決定した」との説明がありました。

当委員会は、改定後の霊園使用料は、従来のそれを大幅に上回るもので

あるが、条例制定以来20年間改正されなかったことに加えて、その後の都

市開発で周辺の地価が急激に高騰したことなどから、今回の募集に際して

使用料の相応の引き上げはやむを得ない措置であると判断し、今後の霊園

・駐車場整備に当たっては、可能な限り緑の確保を図るなど、周辺の環境

整備に意を用いるよう要望じた上で、これを了といたしました。

なお、本件については、一部委員から、公営墓地の価格の平準化を図る

べきとの反対意見がありました。

議案第86号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきまし

ては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に

伴い、補償基礎額及び葬祭補償額を引き上げようとするものでありますが、

非常勤消防団員の士気の高揚を図るため、有能な若手団員を積極的に責任

ある地位に登用していくべきであるとの意見がありました。

また、関連して、救急活動における救急率をさらに向上させるために、

救急車への携帯電話の設置を早急に実現させるとともに、いわゆるドクタ

ーカーについても、既に導入している他都市の例を参考にしながら、検討
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を行っていくよう要望いたしました。

議案第84号四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一

部を改正する条例等の一部改正について、議案第99号動産の取得について、

議案第 100号四日市市と鈴鹿市との境界の一部変更について、及び議案第

101号字の区域の変更について、以上4議案については、別段異議はあり

ませんでした。

次に、工事請負契約の締結・変更議案11件についてであります。

地方公共団体が締結する工事請負契約については、機会均等の原則から

一般競争入札が基本となっておりますが、事務手続が繁雑になるなどの理

由から、他都市と同様に本市においても、指名競争入札が採用されており

ます。しかしながら、指名競争入札には、発注が特定の業者に固定化した

り、談合の温床になりやすいなど、欠点も少なくないことから、本市の契

約事務のあり方について理事者の考え方をただしたのであります。

理事者からは、 「指名競争入札には業者の持つ技術力や過去の実績を踏

まえて指名業者を選定できるという大きな長所があることから、現在のと

ころ最も合理的ですぐれた入札方法であると考えている。また、万一談合

等の不正行為が明らかになれば、指名停止基準等の関係規定に照らして、

厳正に対処していく」との説明がありました。

当委員会は、今後とも公平で公正な契約事務を遂行していくために理事

者のさらなる努力を喚起するとともに、業者指名に当たっては、手持ち受

注高を的確に把握することにより、業者間における機会均等の確保や工事

の円滑な推進に努めていくよう要望いたしました。

また、議案第92号の雨池10号幹線水路築造工事については、施工場所が

民間企業の敷地内であることから、工事の施工に当たっては、特に安全面

において万全の注意を払うよう指摘いたしました。

そのほか、一部委員から、工事請負契約の変更については、原則として

当初の設計段階で予想ができなかった場合に行うものであり、安易な工事
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内容の変更は避けるべきであるとの意見がありました。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案については、い

ずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

これをもって総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（山本 勝君） 次に、教育民生委員長にお願いいたします。

久保博正議員。

〔教育民生委員長（久保博正君）登壇〕

〇教育民生委員長（久保博正君） 教育民生委員会に付託されました議案

につきまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第79号平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）のう

ち、歳出第3款民生費につきましては、身体障害者療護施設小山田苑、第

2小山田特別養護老人ホーム及びショートステイ棟の施設整備等に対する

補助金のほか、精神薄弱者通所更生施設「たんぼぽ」の通所バス運行経費、

健康長寿のまちづくり基本計画策定にかかる経費の追加計上であります。

歳出第10款教育費につきましては、常磐小学校及び東橋北小学校の改築

等にかかる調査設計費の追加計上であります。

議案第80号平成2年度四日・市市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

につきましては、ヘルスパイオニアタウ‘ノの指定を受けたことに伴う国庫

補助に対し、健康フェスティバルの開催、健康管理のため大腸がん検診の

実施、健康づくりスポーツ等に対する事業費の追加計上であります。

当委員会は、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査いたしました結

果、いずれも別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

簡単ではございますが、これをもちまして教育民生委員会の審査報告と

いたします。

〇議長（山本 勝君） 次に、産業公営企業委員長にお願いいたします。

小井道夫議員。
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〔産業公営企業委員長（小井道夫君）登壇〕

〇産業公営企業委員長（小井道夫君） 産業公営企業委員会に付託されま

した関係議案につきまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告いたし

ます。

まず、議案第77号平成元年度四日市市立四日市病院事業決算認定につい

てであります。

理事者からは、 「平成元年度事業においては入院息者数の減少や消費税

の導入等による影響があったが、外来患者数が伸ぴたことにより、収益的

収支において 2,123万 4,235円の当年度純利益を生じた。しかし、国にお

いては薬価基準の引き下げなど、医療費を抑制する傾向にあり、医業収益

の増収が期待できない上、高度医療機器の導入や施設の整備、医療システ

ムの導入、人件費の増高など経費の増加が予想され、病院を取り巻く経営

環境は依然として厳しい状況にあるので、今後とも新しい環境の変化に的

確に対応しつつ経営の健全化に努めたい」との説明があり、当委員会はこ

れを了といたしました。

なお、審査の中で、これまでにも再三指摘されてまいりました息者の待

ち時間の短縮について、理事者から、 「当初予定した総合医療システムの

規模を縮小し、患者の待ち時間短縮にのみ焦点を絞った医療システムを完

成させ、来年度実施の努力をしているところであり、これにより大幅に改

善できる」との説明がありました。

当委員会は、その実現とともに、総合医療システムについても早期導入

を図り、診療体制及びもろもろの患者サービスの充実を一体的に推進して、

市民に信頼される病院づくりに一層努力するよう要望いたしました。

また、駐車場不足につきましては、息者の待ち時間短縮のための医療シ

ステムの導入により相当の改善が期待されるとのことでありますが、既存

駐車場スペースの合理的な活用や新規借用地の確保に努めるとともに、こ

れらの用地の買収を積極的に行う必要性を指摘いたしました。
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さらに、胸部外科の充実や集中治療室の整備等により、従来にも増して

看護要員等の大幅な増員に迫られている中で、これを確保することはもと

より、現に在職する看護要員の定着を図ることが重要であり、そのための

PRや研修指導を積極的に行うとともに、待遇、福利向上を図るなど、労

働環境改善の措置を講じるよう要望いたしました。

また、高度医療機器導入の一環として計画されてまいりました結石破砕

装置の設置が来年1月に県の許可を得られる見通しとなったとのことであ

りますが、機種選定に当たっては、息者ニーズを十分配慮するよう要望い

たしました。

次に、議案第78号平成元年度四日市市水道事業決算認定についてであり

ます。

平成元年度事業におきましては、収益的事業収益52億 3,745万 6,036円、

同事業費用51億 4,913万 2,417円、差し引き 8,832万 3,619円の純利益を

生じております。これについて理事者からは、 「水道料金にかかる消費税

の未転嫁による影響など厳しいものがあったが、水需要の伸ぴや工事負担

金等の付帯収入により利益剰余金が生じた。しかしながら、現行料金が既

に給水原価を下回っていること、引き続き消費税の影響を受けること、第

4期水道事業拡張計画の推進、なかんずく三重用水の受水に当面している

ことなどから、今後の水道財政はこれまでになく厳しい状況にある」との

説明がありました。

この議案審査の中で当委員会は、内陸部における開発行為や河川改修事

業等の進行により、本市上水道の水源の大部分を占める地下水への影響が

懸念されている中で、新規水源として三重用水の受水が可能となったこと

．の意義を認めつつ、同時に地下水の保全のために水道局の企業努力はもと

より、全庁的に格段の努力を払うこと。あわせて、安全でおいしい水を給

水するための水質のチェック体制等に万全を期するよう、要望いたしまし

た。
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なお、水道事業の業務の高度化に対応し、事業の円滑かつ効率的な推進

を図るために、職員の配置について、人材の義成、年齢構成の適正化等に

配慮するよう指摘いたしました。

次に、議案第79号平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）の関

係部分についてであります。

歳出第6款農林水産業費につきましては、今回新たに40haを対象に行お

うとする防霜ファソ整備事業及び緑茶製造過程中に生じる粉茶を、より付

加価値の高いものに加工する多用途化への育成推進事業にかかる国庫補助

事業、県・市単独事業の追加計上が主な内容であります。

防霜ファソ整備事業は、晩霜対策として逐次計画的に進められていると

ころでありますが、補助基準に満たない零細規模茶園等についても防霜フ

ァソ設置が可能となるよう、きめ細かな助成策を講じること。また、茶業

の振興を図るため、新製品の開発をより積極的に推進するとともに、本市

産のお茶のおいしーさなど、そのPRを一層強化し、消費拡大に努めるよう

要望いたしました。

なお、排水路化した農業用水路改修事業について、関係3部局の調整の

もとに進められているところでありますが、この際、地元負担をなくすべ

く見直しを行うよう要望いたしました。

第7款商工費につきましては、中央通りにおいて8月上旬から県の補助

を受けて試行的に行われているライトアップ事業にかかる経費を計上した

ものでありますが、本事業は市民ア‘ノケート調査でも大変好評でもあり、

本市の特色ある施策として今後も継続することとし、対象の拡大、イルミ

ネーショ‘ノの導入など、その方法に創意工夫を加え、市民により親しまれ

る事業として充実を図るよう要望いたしました。

議案第83号平成2年度四日市市立四日市病院事業会計第1回補正予算に

つきましては、最近の手術件数の増加、さらには日進月歩の医療技術に対

応するため、手術室、集中治療室の増築を行うとともに、当初予定した総
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合医療システムの開発を、当面患者の待ち時間のみに焦点を絞った医療シ

ステムに縮小したことに伴うものであります。

以上4議案につきましては、別段異議なく、認定及び原案のとおり可決

すべきものと決した次第であります。

次に、議案第 102号平成2年度四日市市水道事業会計第1回補正予算に

つきましては、議案第 103号四日市市水道事業給水条例の一部改正につい

てと相関連するため、議案第 103号四日市市水道事業給水条例の一部改正

についてを先にご報告いたします。

本件は、給水原価に見合う料金の負担の適正化を図り、水道事業の健全

な経営のもとに安定給水を確保するために、水道料金の改定を行おうとす

るものであります。

当委員会といたしましては、水道料金の改定は、市民生活、産業活動に

及ぼす影響が非常に大きいことから、長時間にわたり慎重に審議を行いま

した。

理事者からは、今回の水道料金の改定に関して、現行料金と給水原価の

実態、平成3年度から受水する三重用水の受水費と、その軽減のために行

った国、県等との折衝経過を含めて説明がありました。

すなわち、現行水道料金は平成元年度ベースで見た場合、給水原価を 1

トソ当たり 2円44銭下回っており、その総額は約 9,900万円に上ること。

三重用水の受水費は、平成3年度約9億 1,000万円、同4年度は約10億

8,000万円、同5年度は約11億 4,000万円となるが、これは国・県等関係

機関に陳情を重ねて、広域水道事業を県営事業としてもらったことや、初

期料金の低減策としての当初契約受水量の圧縮と段階的償還の措置をとっ

てもらったことなどにより、当初予定された受水費より相当の軽減となっ

ているとのことであります。

当委員会は、審査の中で、三重用水の受水軽減のための当局の努力を多

とするとともに、しかしなお、県水受水費が大きな水道財政負担となるこ
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とにかんがみ、事業費に対する県費補助金の増額など、受水費負担の軽減

に向けて水道局の企業努力はもとより、関係市町と連携のもとに一層努力

することを要望いたしました。

また、料金体系に関連して、公衆浴場に対する料金の適用については、

今後経営規模等を考慮すること。さらに今日の公衆浴場が社会に果たして

いる福祉的役割を十分勘案して、一般行政の分野での助成策の拡充を図る

ことを要望いたしました。

当委員会は、水道料金の改定については、給水原価に見合う負担の適正

化と将来にわたり安定給水を行い、市民生活及び産業活動を維持するため

の第4期拡張事業の推進、さらには新規水源として確保された三重用水の

受水費負担に対応した水道財政の確立のためにやむを得ないものと考える

に至ったのであります。

しかしながら、料金改定の実施時期を本年12月とすることにつきまして

は、一般家庭において何かと家計支出の多い時期であり、この点に配慮す

べきとの結論に達し、お手元に配付しましたとおり、委員会修正をいたし

たのであります。その修正内容は、水道事業給水条例の一部を改正する条

例中、付則 1及ぴ2の施行時期、新料金の適用時期を 1カ月延ばし、平成

3年1月分として徴収する料金から実施するよう修正するものであります。

次に、議案第 102号平成2年度四日市市水道事業会計第1回補正予算は、

水道事業給水条例の一部改正に伴う水道料金増収分並びに水需要の伸びに

よる増収分を追加計上したものでありますが、本件につきましても当委員

会は、先ほどご報告しました給水条例の一部改正案の委員会修正に基づき、

お手元に配付しましたとおり、予算の減額修正をいたした次第であります。

これをもちまして、産業公営企業委員会の審査報告といたします。

〇議長（山本勝君） 次に、建設委員長にお願いいたします。

長谷川昭雄議員。

（建設委員長（長谷川昭雄君）登壇〕
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〇建設委員長（長谷川昭雄君） 建設委員会に付託されました関係議案に

つきまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第79号平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）の関

係部分についてであります。

歳出第8款土木費につきましては、道路橋梁費及ぴ河川費に関連して、

道路及ぴ河川の維持管理に当たっては、住民の日常生活に支障なきよう、

除草等に十分な配慮をするとともに、工事の施工に当たっても、交通の安

全対策に十分留意すべきことを要望いたしました。

また、都市計画費に複合機能都市整備計画策定に関する調査委託料が新

規計上されていることについて、理事者からは、 「南部笹川団地外周部西

南部一帯の丘陵地を地域開発の対象区域として、計画的な調査を行うもの

である」との説明がありました。

これに対して、一部委員から、当該地区においては、今後さらなる開発

が見込まれることから、将来を見越した基礎調査及ぴ計画策定を行うべき

であるとの意見がありました。

議案第81号平成2年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第1号）

につきましては、年度末に工事が集中して、市内各所において交通渋滞を

引き起こすなどの障害が生じることのないよう、計画的に事業の推進を図

ることを要望いたしました。

次に、議案第82号平成2年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予

算（第1号）につきましては、常磐、富田、橋北、浜田・赤堀、赤堀の5

地区の啓発に関する委託料の追加計上であります。これら 5地区の区画整

理事業につきましては、依然として各地区とも事業着手の見通しが立って

いないのが現状であります。

当委員会は、住民の的確な意思集約が早期事業化を図る上で重要なこと

であることから、協議会組織の機能の充実強化に向けて、より一層の努力

を要望いたしました。

-217-



なお、区画整理事業に関連して、当委員会は、このたぴ末永•本郷土地

区画整理事業の事業認可がなされたことにつきましては、担当部局のこれ

までの努力を高く評価するものであります。

議案第87号市道路線の廃止、議案第88号市道路線の認定及ぴ議案第89号

市道路線の変更については、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

これをもちまして、建設委員会の審査報告といたします。

〇議長（山本勝君） 委員長の報告は、お聞き及ぴのとおりであります。

ご質疑がありましたらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより討論に入ります。

発言を許します。

橋本茂議員。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君討論を申し上げます前に、昨日来の台風19号の風や水の被

害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。

私は、日本共産党市議団を代表しまして、今議会に提案されました29議

案のうち、議案第78号、 79号、 85号、 102号、 103号の5議案について、

市民の命と暮らしを守る立場から認めがたく、反対をするものであります。

まず、議案第78号平成元年度四日市市水道事業決算認定についてであり

ます。

第1に、県水受水について、その負担のあり方に問題が多いことを上げ

なければなりません。受水している県水が高いことは、私どもこれまでも
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ずっと指摘をし、見直しを主張してまいりました。元年度決算において受

水費7億 1,375万 2,000円は、営業費用のうち実に16.3％と高い割合を占

めているわけですし、ここ数年受水水量が増えているだけに、県との交渉

で思い切った見直しが必要だと考えます。今、基本料金、使用料金ともに

5年ごとの見直しとされておりますが、毎年交渉をして単価引き下げによ

る受水費の負担軽減に取り組むべきであります。その点でこれまでの県・

市の対応は、認めがたいと言わねばなりません。高い県水にさらに県が消

費税をかけていることは、二重に不当であります。

今、本市の水道事業上、広範な市民の強い反対もあり、消費税は料金に

上乗せせずに頑張っている、企業努力を続けているわけでありますが、元

年度決算で県水受水費7億 1,000万円余には、約 2,000万円の消費税が上

乗せされております。これは断固拒否すべきであります。到底容認できま

せん。

第2に、元年度からは第4期拡張事業に着手をいたしましたが、この事

業の中心は三重用水という新規水源からの受水であります。高額の受水負

担を強いられる上に、県は本市に対して負担金を求めてきていることは容

認できません。元年度決算において 2,460万円の負担金が上げられており

ますが、中身は県の水沢浄水場建設に当たっての建設費や利息などを関係

2市1町で持つ、その四日市市分の負担金であります。これは当然県費で

賄うべきものであり、水道財政からの支出は認めることができません。

第3に、剰余金 8,800万円の処分についてであります。この黒字分は、

減債積立金に回すということで処分されており、過去の経過を見ましても、

資本勘定の収支では不足分を減債積立金や建設改良積立金等で埋め合わせ

をしてバランスをとってきたところであります。前回の水道料金値上げ以

来、 7年間で実に23億円余の黒字がこうしてつぎ込まれてまいりました。

しかし、資本的支出の中身を見てみますと、これは本来市の施策でやるべ

き内容だと言えるものがあります。簡易水道の上水道統合、三重用水事業

-219-



の大幅おくれを前提にした新規水源の確保、建設などは、全水道利用者が

責任を負う問題でないことは言うまでもありません。

さらに、収益的収支を見ましても、消費税の負担、公衆浴場の料金など

は、本来一般財政で補てんすべきものであります。このことを考慮に入れ

れば、水道財政上は水需要の増加や水道局の努力等も相まって、もっと多

くの経常利益を生み出せたはずだと分析するものであります。その意味で

8,800万円の黒字処分は、現状のような処分の仕方は問題だと厳しく指摘

をするものです。当然過去7年間の処分についても、新規水源の確保、三

重用水事業への対応を見通したものにすべきであったと申し上げておきた

いと思います。

次に、水道料金値上げにかかわる議案第 102号、 103号についてであり

ます。

産業公営企業委員会で実施時期を 1カ月おくらせる修正がされたとはい

ぇ、原案どおりの大幅な料金値上げを強行することは、水道財政の根本問

題打開への対応にはならないと判断し、反対をするものであります。

今議会開会中に中東情勢は緊迫を増し、イラクのクェート侵略を口実に、

日本の石油元売り各社は、あらわれてもいない品薄感をあおって政府をも

巻き込み、この17日、灯油、ガ‘ノリソなどの石油製品を値上げをしました。

この不当な値上げの悪い影響は、今後諸物価の値上げに波及することは必

至であります。そんな情勢だけに自治体の公共料金値上げは、厳として差

し控えるべきであります。

今回の平均 22.23％もの水道料金値上げは、市民の暮らしと営業に大き

な打撃的影響を与えるものであり、諸物価の値上げ傾向に拍車をかけるも

のとなり、断じて容認できません。私どもは、将来はともかく、当面ここ

数年ですけれども、北勢用水の活用によって、新規水源としての三重用水

受水はしなくても、／十分本市の水需要に対応できると分析しています。今

回の値上げの大きな根拠は、向こう 3カ年の三重用水受水費が31億円余も
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の莫大な負担になることから、やむを得ないものとして打ち出されてまい

りましたが、北勢用水の十分な活用によってこの経費は節減でき、かつ値

上げの必要は全くないことを強く主張するものであります。

さらに、水道財政を一層健全化していく上で、一般財政からの必要な繰

り入れはすべきであります。決算に関する部分で既に触れましたので簡潔

に申し上げますが、簡易水道の統合、新規水源の開発、公衆浴場料金への

政策的配慮、消費税の扱いなど適切な措置がとられるならば、この面から

も値上げをせずに現料金で当面の水道財政を健全に円滑に運営できると確

信をいたします。

市長は今議会の答弁で、 「繰り入れはよほどのことがないとしない」旨

を言明されましたが、私はこの討論で申し上げておりますように、今日の

市民を取り巻く経済情勢も、水道事業も大変な事態だという認識でありま

す。この事態を深く認識されて対処されるよう、重ねて再考を強く求める

ものであります。

近隣市町村では、桑名市、菰野町に見られますように、公営企業法第17

条の3項に基づいて、住民への過度な負担を避けるため、政策的配慮をし

て繰り入れを行っていることをも参考にしていただきたいと思います。

他都市と比べて四日市の水道料金は安いという声も出ていますが、単純

に他都市との料金比較はできないことは、言うまでもありません。四日市

市で暮らす私たちが、ずっと住み続けたい四日市というならば、幸い地下

水に恵まれているのですから、安い料金でおいしい飲料水を提供すること

で頑張るのが当然でありますし、市民の立場からは、せめてそれぐらいの

便益があってしかるべきだと考える次第であります。

なお、水質の安全性にも一言触れておきます。ゴルフ場開発などの山林

原野の乱開発によって、地下水への影響ははかり知れないものがございま

す。本市は地下水を主な水源としているだけに、取水を抑えて水源の涵養

を図るだけでは済まされません。水道当局を先頭に、 「水源を守れ」とい
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う声を上げて、水源保全に関して条例化を含めて力を入れて取り組んでい

ただきたいことを、強く申し上げておきたいと思います。

議案第85号については墓地使用料の改定でありますが、私どもも20年前

の使用料から今日の水準に見合う改定に取り組むことはやぶさかではあり

ません。しかし、高騰する地価に合わせた使用料では、市民負担が重いこ

とは問題であります。少なくとも民間の状況をかんがみ、北部墓地公園の

使用料にそろえながら、市の政策的配慮がなされた使用料を定めるべきだ

という立場であり、反対をいたします。

関連して、第79号で、予算上歳入第9款に、この使用料改定に伴う増収

措置がとられていることについて反対をするものであります。

〇議長（山本 勝君） これをもって討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

まず、議案第 102号平成2年度四日市市水道事業会計第1回補正予算及

び議案第 103号四日市市水道事業給水条例の一部改正についての2件を一

括採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、修正であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

〇議長（山本 勝君） 起立多数であります。よって、本件は修正可決さ

れました。

次に、議案第78号平成元年度四日市市水道事業決算認定について、議案

第79号平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）及ぴ議案第85号四

日市市霊園条例の一部改正についての 3件を一括採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、認定及び可決であります。

本件は、委員長の報告どおり決することに贅成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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〇議長（山本 勝君） 起立多数であります。よって、本件は認定及び可

決されました。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた24件を一括採決いたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、認定及ぴ可決であります。

本件は、委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は認定及ぴ

可決されました。

日程第2 委員会報告第4号 請願の審査結果について

〇議長（山本 勝君） 日程第2、委員会報告第4号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。

委員会の審査報告に対して、ご質疑がありましたらご発言願います。

水野和子議員。

〔水野和子君登壇〕

〇水野和子君 私は、日本共産党四日市市議団を代表して、請願に対して

意見を表明いたします。

請願第8号は、継続ではなく、今議会で採択すべきであると考えます。

ゴルフ場開発は、自然破壊や治水などにとって大変大きな変化を生じ、大

きな災害につながる危険をはらんでいます。現在のゴルフプー＇ムは一過性

のものという指摘であり主すが、このプームが過ぎ去った後に残るものは

何でしょうか。今まで自由に出入りのできた山や自然が大きく変えられて

しまうのです。これは四日市の市民にとって、容認できない事態でござい

ます。

また、ゴルフ場の農薬などで汚染された水が、私たち住民の飲み水にな

る菰野調整池へ流れることに反対されている、 13万人もの方々の署名をつ
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けた請願が今県議会に出され、県知事も、ゴルフ場から農薬が流入しない

ような改善工事の着工を検討することを明らかにしております。私どもは、

6月議会でも 9月議会でも、これ以上大自然を破壊するゴルフ場開発を認

めないこと、既設のゴルフ場の農薬使用の状況、その影響などの立ち入り

調査を含む環境保全協定による厳重なチェック管理、菰野調整池ヘゴルフ

場の農薬に汚染された排水を入れないことを、申し述べてきたところであ

ります。今議会に提出されているゴルフ場造成による環境破壊の防止と飲

み水の安全を確保することについての請願については、四日市市民の切実

な願いを受けとめ、願意を生かし、採択すべきであると考えます。

〇議長（山本勝君） 他にご質疑もありませんので、質疑を終結いた

します。

これより本件を採決いたします。

本件は、委員会報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇議長（山本勝君） 起立多数であります。よって、本件は委員会報告

のとおり決しました。

日程第3 発議第11号 精神薄弱者（児）に対する運賃等割引制度適用

に関する意見書の提出について及び発議第12号 介護手当制度の確立に関

する意見書の提出について

〇議長（山本 勝君） 日程第3、発議第11号精神薄弱者（児）に対する

運賃等割引制度適用に関する意見書の提出について及び発議第12号介護手

当制度の確立に関する意見書の提出についての2件を一括議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

久保博正議員。

〔久保博正君登壇〕
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〇久保博正君 発議第11号精神薄弱者（児）に対する運賃等割引制度適用

-tこ関する意見書の提出について及び発議第12号介護手当制度の確立に関す

る意見書の提出について、発議者を代表して提出理由の説明を申し上げま

す。

発議第11号は、知的発達のおくれを持ちながらもその障害の克服に努め、

社会自立を目指している精神薄弱者（児）の社会参加を促進させるため、

運賃等の割引制度の適用を求めるものであり、また発議第12号は、寝たき

り老人等を抱える介護家庭の経済的負担の軽減を図り、在宅介護福祉制度

確立のため、国の制度として介護手当制度の早期創設を求めるため、それ

ぞれお手元に配付いたしました意見書を政府に提出しようとするものであ

ります。どうかよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（山本 勝君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山本 勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第4 発議第13号 極左・極右暴力集団の排除に関する決議につい

て

〇議長（山本 勝君） 日程第4、発議第13号極左・極右暴力集団の排除

に関する決議についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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森真寿朗議員。

〔森真寿朗君登壇〕

〇森真寿朗君発議第13号極左・極右暴力集団の排除に関する決議につ

いて、発議者を代表して提出理由の説明を申し上げます。

最近の極左・極右暴力集団は、暴力的破壊活動を一層強め、その対象を

無差別化して一般市民を巻き込むなど、極めて凶悪化しております。よっ

て、本市議会といたしまして、安全で平穏な市民生活を確保するため、こ

こに決議を行い、こうした暴力集団の排除について広範な世論を喚起する

とともに、健全な社会秩序の維持強化に努めようとするものであります。

どうかよろしくご賛同をいただきますようお願い申し上げます。

〇議長（山本勝君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者ありJ

〇議長（山本 勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第5 常任委員会の閉会中の継続調査について

〇議長（山本 勝君） 日程第5、常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。

各常任委員長からお手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査につ

いての申し出があります。

おはかりいたします。本申し出を承認することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本申し出は承認

することに決しました。

次に、さきの6月定例会から今定例会までの各常任委員会の閉会中の調

査結果について、お手元に報告書を配付いたしておりますので、これによ

りご了承願います。

〇議長（山本 勝君） 以上で、今定例会の日程は全部終了いたしました

ので、会議を閉じ、平成2年9月四日市市議会定例会を閉会いたします。

連日にわたり、ご苦労さまでございました。

午後2時56分閉会
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地方自治法第 123条第2項の規定に基づき署名する。

四日市市議会議長

署名議員

署名議員

山 本 勝

宇 野 長 好

1.会期日程

2.議会運営委員会決定事項

3.議決事件一覧表

4.一般質問通告一覧表

5.議案質疑通告一覧表

6.付託議案一覧表

7.意見書・決議

8.常任委員会の閉会中の調査報告について

9.常任委員会の閉会中の継続調査項目

水 野 幹 郎
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平成2年 9月定例会会期日程

9月5日（水）

休
-
l
＿
 

g

9

5

①
 

日

日

日

日

6

7

8

9

 

10日（月）

11日（火）

12日（水）

13日（木）

14日（金）

午前10時開会

議案上程…説明

会

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

議案質疑…委員会付託

追加議案上程…説明…質疑…委員会付託

各常任委員会

産業公営企業委員会

18日（火）

19日（水）

20日（木）

会

午後2時開議

委員長報告…質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項

(2. 8.29) 

◎9月定例市議会について

1.会期日程 別紙のとおり

2.発言通告等の期限

(1) 一般質問 9月5日（水） 午後2時まで

（通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可）

(2) 議案質疑 9月10日（月） 午後4時まで

(3) 請 願 9月10日（月） 午後4時まで

(4) 討論•その他 9月18日（火） 正午まで

3.発言順序

(1) 一般質問

① 新風クラプ

④公明党

⑦清風会

② 政友クラブ

⑤ 日本共産党

⑧緑水会

③ 市民クラプ

⑥ 新政クラプ

(2) 議案質疑 通告時にくじにより決定

4.発言時間

(1) 一般質問（答弁を含む）

政友クラプ 2時間20分 緑水会 2時間20分

公明党 1時間40分 新政クラプ 1時間40分

新風クラプ 1時間40分 清風会 1時間20分

市民クラプ 1時間 日本共産党 1時間

(2) 関連質問 5分以内（答弁を含まない）

(3) 議案質疑 15分以内（答弁を含む）

(4) 討 論 15分以内
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＊ 議場の自席マイク設置に伴う発言方法の変更

議場の自席マイク設置に伴い、議員及び理事者の発言方法を 9月定例会

から次のとおり変更する。

0 2回目以降の質問及ぴ答弁は、起立により自席で行う。ただし、関

連質問は答弁を含め 1回目から起立により自席で行う。

＊ 一般質問の要領

① 一般質問は、一定例会議員1人当たり答弁を含め20分を基準とし、

所属議員数に応じ各会派に時間配分する。なお、一定例会におけ

る議員1人当たりの発言時間は、答弁を含め 1時間以内とする。

② 各質問者は、通告に際して自己の持ち時間（答弁を含む）を会派

内で調整の上、質問通告書に記載する。

③ 各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

＊ 関連質問の要領

① 一般質問に限る。

② 同一会派の議員で発言通告をしていない議員1人に限る。

③ 発言の時期は、各質問者の質問が終了した直後とする。

④ 発言時間は5分以内とする。ただし、答弁は含まない。

滋つ
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議決事件一覧表 1議案第89号市道輝の変更について 原案可決

〔市長提出議案〕 （2 9件）
議案第90号工事請負契約の締結について 原案可決

一羽津ポ‘ノプ場除砂設備（土木）工事一

議 案 名 I議決結果 1 I議案第91号工事請負契約の締結について 1原案可決

一羽津茂福2号幹線水路築造工事一

議案第77号 平成元年度四日市市立四日市病院事業決算
議案第92号工事請負契約の締結について 1原案可決

認定について 認 定 一雨池10号幹線水路築造工事一

議案第78号 平成元年度四日市市水道事業決算認定につ
議案第93号工事請負契約の締結について 1原案可決

いて 吾n刃ぃ 定 ー川島汚水1号幹線管渠布設工事

議案第79号 平成2年度四日市市一般会計補正予算
（その1)-

（第1号） 原案可決 議案第94号 工事請負契約の締結について 1原案可決

議案第80号平成2年度四日市市国民健康保険特別会計
ー川島汚水1号幹線管渠布設工事

補正予算（第1号） 原案可決 （その2)-

議案第81号 平成2年度四日市市公共下水道特別会計補
議案第95号工事請負契約の締結について 1原案可決

正予算（第1号） 原案可決 ー北部雨水5号幹線管渠布設工事

議案第82号平成2年度四日市市土地区画整理事業特別
（その2)-

会計補正予算（第1号） 原案可決 議案第96号工事請負契約の締結について 1原案可決

議案第83号平成2年度四日市市立四日市病院事業会計
ー南部汚水3号幹線管渠布設工事一

第1回補正予算 原案可決 議案第97号工事請負契約の締結について 1原案可決

議案第84号 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶
一汚泥脱水機設備工事一

助料支給条例の一部を改正する条例等の一 議案第98号工事請負契約の変更について 原案可決・

部改正について 原案可決 議案第99号動産の所得について 原案可決

議案第85号 四日市市霊園条例の一部改正について 原案可決 議案第 100号 四日市市と鈴鹿市との境界の一部変更につ

議案第86号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一
いて 原案可決

部改正について 原案可決 議案第 101号字の区域の変更について 原案可決

議案第87号 市道路線の廃止について 原案可決 議案第 102号 平成2年度四日市市水道事業会計第1回補

議案第88号市道路線の認定について 原案可決 正予算 1修正可決
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議案第 103号 四日市市水道事業給水条例の一部改正につ

いて

議案第 104号工事請負契約の締結について

ー養護老人ホーム増築工事一

議案第 105号工事請負契約の締結について

ーあさけが丘既設公営住宅改善工事一

〔議員提出議案） （3件）

議 案 名

発議第11号精神薄弱者（児）に対する運賃等割引制度

適用に関する意見書の提出について

発議第12号 介護手当制度の確立に関する意見書の提出

について

発議第13号極左・極右暴力集団の排除に関する決議に

ついて

〔請願〕（3件）

件 名 請願者の住所・氏名

番号 ....＿......................＿..........＿................＿........＿．．．．．． ................_.......---.........—·,...........--•---................ 

紹介議員 付託委員 ム云

2.9.5受理 四日市市下海老町4224-1

精神蒋弱者（児）に対す 四日市手をつなぐ親の会

6 る旅客運賃等の障害者割 会長伊藤政次
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修正可決

原案可決

原案可決

議決結果

原案可決

原案可決

原案可決

議決結果

採 択

7 

8 

引制度の適用について

O 疇●● 0.. ＿...＿＿ 0-------O-..-......--.... ＿＿•---..,................＿..-.... ---...------------------------..---..---•----..----....--

喜多野等前川辰男 教育民生委員会

2.9.5受理 四日市市東阿倉川二区

児童生徒の通学専用橋の 438 

設置について 海蔵地区連合自治会長

舘 増男 継 続

ほか6名

·--..........................---......._••-...........“.............-----...._ .............＿＿...........--..0..＿----....---.・・---......----..--.. ---..... 

堀内弘士 教育民生委員会

2.9.5受理 四日市市小古曽六丁目

ゴルフ場造成による環境 6-13 

破壊の防止と飲み水の安 水と緑を守る会・四日

全を確保することについ 市代表若林修三 継 続
て ほか 7,967名

..．. -......................．．.. ---. -..... -.... --嘩....--.... • -----. ------.. -... -.. 

伊藤信ー中村信夫 建 設 委 員 ム云

-235-



一般質問通告一覧表 応
.. 

順序 氏 名 要 旨 ペー，ジ
| 

1 近鉄四日市駅周辺の再開発、

政友クラプ 町づくりについての行政の

(9月10日）

1 要援護老人対策について

2 司書教論の配置について

3 スポーツ振興と体育施設の

新風クラプ 充実について

1 野崎 洋 4 固定資産評価替えに関連し 18 

4 後藤長六 基本姿勢について 62 

（発言時間60分） 2 南部丘陵地に市民の夢を満

たした早急なマスタープラ

ソの作成を

！ 

（発言時間50分） て 公明党 1 国際社会は共生の時代へ

5 消防音楽隊の再編成につい 5 田中基介 2 長寿社会を考える 76 

て （発言時間50分） （健康、福祉、環境）

6 医療関係廃棄物の処理とリ 3 リサイクル社会を求めて

サイクル活動について

1 四日市港の整備と JR四日

1 地域政策の確立について

（グラソドビジョソ、マス

新風クラプ タープラソを求めて）

2 谷口廣睦 2 市役所周辺の再開発につい 37 

(9月11日）

市駅周辺の活性化について

2 住環境の整備充実について

(1) 特色のある住宅建設をめ

ざして

（発言時間50分）一 て（商工会議所改築移転問 公明党 (2) 住宅の結露、カビ対策及

題） 6 大島武雄 ぴ苦情 98 

3 若千の地区問題について （発言時間50分） (3) 高齢化社会を迎え、多世

帯住宅及ぴ老朽化住宅の

1 地域福祉の充実について 新増改築

政友クラプ 2 本市における外国人労働者 (4) 宅地確保のための市街化

3 長谷川昭雄 の状況とその政策について 52 
i 

調整区城の見直し

（発言時間60分） 3 コーストゾーソ観光への対 3 塩浜地域の諸問題について
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＇ 

清 風会 2 地産マ‘ノションのその後の

9 日本共産党 1 三重用水と水道財政の問題 10 宇野長好 経過 158 
ヽ

7 橋本 茂 点について 114 

（発言時間45分）

： 

日本共産党 1 垂坂公園の土取工事に対す

9月12日）

（発言時間60分） 3 人手不足に関連して（外国

人労務者について）

1 韓国との交流拡大について

8 小井道夫 る市の対応について 130 2 四日市市の「将来の全体像」

（発言時間15分） 緑水会 づくりについて

11 田中 武 3 研究学園都市構想の推進に 178 

1 道路整備について （発言時間60分） ついて

(1) 市道霞ケ浦垂坂線の羽津 4 塩浜病院移転後の問題につ

中学校より垂坂町の間 いて

（垂坂公園との関連）

(2) 垂坂39号線の南垂坂町よ

り四日市鈴鹿環状線に接

新政クラプ 続する約100mの間

， 古市元一 (3) 四日市鈴鹿環状線の東坂 136 

（発言時間60分） 部町より北部清掃工場新

入道路へ接続する約200m

の間

2 富田山城線北側大矢知町よ

り平津町にわたる開発につ

いて

3 大矢知地区の治排水につい

て

1 都市景観（よっかいち50選）
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議案質疑通告一覧表

順序 氏 名 件 名

1 議案第78号平成元年度四日市

市水道事業決算認定について

日本共産党 2 談案第 102号平成2年度四日

1 市市水道事業会計第1回補正予

橋本 茂 算

3 議案第 103号四日市市水道事

業給水条例の一部改正について
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付託議案一覧表

〇 総務委員会

議案第 79号 平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳入全般

歳出第2款総務費

第4款衛生費

第2条地方債の補正

議案第 84号 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の

一部を改正する条例等の一部改正について

議案第 85号 四日市市霊園条例の一部改正について

議案第 86号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正にっいて

議案第 90号工事請負契約の締結について

一羽津ポ‘ノプ場除砂設備（土木）工事一

議案第 91号 工事請負契約の締結について

一羽津茂福2号幹線水路築造工事一

議案第 92号工事請負契約の締結について

一雨池10号幹線水路築造工事一

議案第 93号 工事請負契約の締結について

ー川島汚水1号幹線管渠布設工事（その 1)-

議案第 94号 工事請負契約の締結について

ー川島汚水1号幹線管渠布設工事（その2)-

議案第 95号 工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号幹線管渠布設工事（その2)-

議案第 96号工事請負契約の締結について

ー南部汚水3号幹線管渠布設工事一

議案第 97号・工事請負契約の締結について
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一汚泥脱水機設備工事一

議案第 98号工事請負契約の変更について

議案第 99号動産の取得について

議案第 100号 四日市市と鈴鹿市との境界の一部変更について

議案第 101号字の区域の変更について

議案第 104号工事請負契約の締結について

ー養護老人ホーム増築工事（建築工事）一

議案第 105号工事請負契約の締結について

ーあさけが丘既設公営住宅改善工事一

0 教育民生委員会

議案第 79号平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）

第1条歳入歳出予算の補正＇

歳出第3款民生費

第10款教育費

議案第 80号 平成2年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算

（第1号）

0 産業公営企業委員会

議案第 77号 平成元年度四日市市立四日市病院事業決算認定について

議案第 78号 平成元年度四日市市水道事業決算認定について

議案第 79号 平成2年度四日市市一般改正補正予算（第1号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳出第6款農林水産業費

第7款商工費

議案第 83号 平成2年度四日市市立四日市病院事業会計第1回補正予算

議案第 102号 平成2年度四日市市水道事業会計第1回補正予算
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議案第 103号 四日市市水道事業給水条例の一部改正について

〇 建設委員会

議案第 79号 平成2年度四日市市一般会計補正予算（第1号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳出第8款土木費

議案第 81号 平成2年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

（第1号）

議案第 82号 平成2年度四日市市士地区画整理事業特別会計補正予算

（第1号）

議案第 87号市道路線の廃止について

議案第 88号 市道路線の認定について

議案第 89号 市道路線の変更について
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精神薄弱者（児）に対する運賃等割引制度適用に関する意見書

精神薄弱者（児）は知的発達のおくれを持ちながらもその障害の克服に

努め、社会自立を目指して努力しています。

さらに、生活圏及び行動範囲を拡大し自立と社会参加を促進するために

は、現在身体障害者に適用されている旅客運賃等の割引制度ならぴに有料

道路通行料金の割引制度を、精神薄弱者（児）に対しても適用することが

強く望まれています。

よって、政府におかれましては、身体障害者と社会的不利や経済的負担

において差異のない精神薄弱者（児）及びその介護者に対し、身体障害者

と同様、 JRを初め各交通機関の旅客運賃・航空運賃ならびに有料道路通

行料金の割引制度を適用されるよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成2年9月20日

四日市市議会

議長山本 勝

関係省庁宛 （内閣総理大臣、自治大臣、運輸大臣、厚生大臣、大蔵大臣）

介護手当制度の確立に関する意見書

今や、わが国は国民の平均寿命の大幅な伸びに伴い、世界有数の長寿国

といわれるようになりました。

このことは、本格的な高齢化社会を迎えることを意味するものであり、

すべての国民が安心して老後の生活を送れるよう抜本的な対策の確立が望

まれています。

特に、寝たきり老人、痴呆性老人等の要介護老人が増大しており、こう

したお年寄りを介護する家庭の経済的、肉体的、精神的な負担は測りしれ

ないものがあります。

これら寝たきり老人等の要介護老人対策として、近年「高齢者保健福祉
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推進10か年戦略」等の中で措置が講じられつつありますが、介護家庭の経

済的負担等については十分な対策が講じられていないのが現状であります。

よって、政府におかれましては、在宅介護福祉制度確立のため、国の制

度として「介護手当制度」を早急に創設されるよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成2年9月20日

四日市市議会

議長山本

関係省庁宛（内閣総理大臣、厚生大臣、大蔵大臣、自治大臣）

勝

極左・極右暴力集団の排除に関する決議

最近の極左・極右暴力集団は、爆発物や時限式発火物を使用するなど暴

力的破壊活動を一層強め、しかもその対象が無差別となって一般市民を巻

き込むなど極めて凶悪化している。

このような反社会的行為は、法と秩序に挑戦し、民主主義を根底から否

定するものであり、法治国家として断じてこれを許すことはできない。

よって、四日市市議会は安全で平穏な市民生活を確保するため、こうし

た極左・極右暴力集団の排除について広範な世論を喚起するとともに健全

なる社会秩序の維持強化に努めることをここに表明するものである。

以上決議する。

平成2年9月20日

四日市市議会
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常任委員会の閉会中の調査報告について

常任委員会の閉会中の調査について、会議規則第98条の規定により別紙

のとおり報告します。

平成2年9月20日

四日市市議会

議長山本

総務委員会

勝殿

〇 生活環境問題について

総務委員長伊藤雅敏

教育民生委員長久保博正

産業公営企業委員長小井道夫

建設委員長長谷川昭雄

近年の地球環境問題に対する世界的な関心の高まりにはめざましいもの

がある。

我が国においても、地球環境問題への国民の関心はかつてないほどの高

まりを見せており、今日では国や地方自治体の政策をはじめとして、民間

企業の事業活動や人々のライフスタイルにまでも少なからず影響を与えて

いる。

しかし、ーロに地球環境問題と言っても、その原因の多くは企業や住民

一人一人がそれぞれの地域において行う活動の積み重ねから発生している

ことを考えれば、地方自治体、とりわけ地域住民に密着した立場にある市

町村が地球環境の保全に果たす役割は極めて大きいと思われる。

そこで、当委員会は「生活環境問題について」を閉会中の継続調査事項

として取り上げ、本市が抱えている環境問題のうち、條四日市市生活環境

公社のあり方やごみ処理問題について調査研究を行った。

1.齢四日市市生活環境公社について
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(1) 設立の経緯及び業務内容

生活環境に関する業務は市民生活に直結したものであり、公共性の確保

が必要な分野であるとともに、限られた財源を有効に活用するために業務

運営に一層の効率化が望まれている分野でもある。そこで、本市の行財政

の改革の一環として、昭和61年度に資本金 2,000万円（出資割合：四日市

市40%、民間資本60%）で第3セクター・腑四日市市生活環境公社を設立

し、生活環境や公衆衛生の向上を図るための事業を実施している。

主な業務内容としては、市から委託されたポソプ場運転管理業務、公園

施設等管理業務、し尿収集運搬業務や公社独自の業務である浄化槽保守点

検清掃業務などである。

(2) 経営状況

生活環境公社の経営状況については、設立当初の昭和61、62年度には業

務量も少なく赤字経営を余儀なくされたが、 63年度には関係者の経営努力

によって業務量が飛躍的に拡大したこともあって黒字経営に転じている。

また、その後も順調な経営が続けられており、経営面に関してはかなりの

評価ができる。

(3) 今後の課題

現在の生活環境公社の業務内容は、市の固有事務であるし尿収集運搬業

務をはじめとして市からの委託業務が中心となっているのが実態である。

しかし、地球環境問題をはじめ環境問題全般に対する関心が急速に高ま

っている中で、生活環境公社は広く生活環境全般にわたる業務を行ってい

くべきであり、例えば市の委託を受けて環境の保全に関して地方自治体が

行いうる具体的な方法を調査研究するなど、時代のニーズに合った機関と

して機能させることも重要な課題であろう。

2. ごみ処理問題について

(1) 収集体制及び問題点

本市では、ごみの減量化と再資源化を目的として分別収集を実施してお
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り、ごみを①一般ごみ（週2回）、②再生可能物 (2週1回）、③埋立ご

み (2週1回）、④有害ごみ（年1回）の4種類に分類して収集している。

しかし、昨今の大量消費・使い捨て時代を反映して、排出されるごみの

量は毎年約4％ずつ増加してきており、排出量の抑制や再資源化（資源リ

サイクル）を図ることが急務となっている。

(2) 資源リサイクル

再生可能物の収集・処理については、昭和53年10月から廃品回収業31業

者で組織する「四日市市再生資源協同組合」による分別収集が行われてお

り、資源リサイクル、埋立処分場の延命、ごみの減量化に大きく貢献して

きている。

また、本年5月から、市の全機関において古紙の回収と事務用紙の再生

紙使用を実施して、紙の原料である森林資源の保護に努めるなど、行政が

先頭に立ってリサイクル運動に取り組んでいる。

さらに、良質のパルプを原料にしているため、再生価値の高い牛乳パッ

クについても、消費者グループの協力によって回収が始められている。

(3) 今後の課題

ごみの減量化や資源リサイクルを積極的に推進していくためには、行政・

企業・住民が一体となった取り組みが必要であり、例えば過剰包装の自粛

を強く呼びかけていくなど、そのための意識啓発を早急に進めていくこと

が望まれる。

また、義務教育時、特に小学校における環境教育をより一層充実させる

ためには、生ゴミから作った堆肥を校内での花の栽培に利用するなど、学

校生活の中で資源リサイクルを体得させていくことも重要である。

そのほか、北部清掃工場の余熱利用については、資源の有効利用を図る

意味から、本市の実情に合った余熱利用施設の建設に向けて、引き続き検

討を行っていくべきである。

さらに、ごみ処理問題の抜本的な解決を図るためには、国等の関係機関
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に対して、あらゆる機会を通じて関係法令の整備を強く求めていくことが

必要である。

いずれにしても、生活環境問題はもはや環境部という一部局で対応でき

る範城を超え、行政全体の再優先課題として取り組まねばならない時代に

入っていると思慮される。

このため、各部局がそれぞれの所管業務の中に生活環境問題を位置づけ、

全庁的に取り組みを行っていくことを強く望むものである。

当委員会は、生活環境問題に係る地方自治体の役割についてさらに調査

・研究を進める必要があることから、引き続き閉会中の継続調査事項とし

て取り上げることとしたい。

教育民生委員会

〇 ノーマライゼーショ‘ノについて

本市では「健康で心のかよう福祉のまちづくり」を基本目標に障害者、

老人をはじめすべての市民の利便が図れるよう配慮した各種施策が実施さ

れているところであるが、まだ十分であるとは言いがたい状況にある。

そこで、当委員会はノーマライゼーショ‘ノ（いかなる障害を持とうと 1

人の人間として普通に社会の中で生きていくという理念）について再考す

るとともに、その理念に基づき障害者、高齢者等社会的弱者が進んで社会

参加できるような方策について調査・研究を行った。

当委員会において出された意見は以下のとおりである。

・ 市民意識の高揚を図るためノーマライゼーショ‘ノの理念の啓発 •PR

に努めるべきである。

・ 全庁的にノーマライゼーショソの理念を徹底させるとともに、施策の

実施に際してはこの理念が反映されるよう努めるべきである。

また、民間施設に対しても積極的に協力を依頼すべきである。

• 福祉環境の整備については、モデル地区を設定し、重点的に整備を行
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うべきである。

• 特に、公共施設における障害者用トイレについては計画的に整備を行

っていくべきである。

・ 障害者の中央駐車場利用に際しては、駐車料金等について配慮をすべ

きである。

以上のことから当委員会では、ノーマライゼーショソの理念実現のため

には、障害者、高齢者等がさまざまな社会活動ができるような都市環境の

整備を図るとともに、事業の実施にあたってはこの理念が反映されるよう

望むものである。

産業公営企業委員会

〇 財政問題を中心とした当面の水道事業について

水道は市民の快適な生活と産業活動を支える重要な都市基盤の一つであ

り、本市においても給水普及率が 99.75％に達した今日、安定した給水の

確保は行政に課せられた重要な使命である。

本市の水需要は、今後も利用者の増加•生活水準の向上・経済活動の活

発化等、市勢の発展に伴い、ますます増加していくものと予測される。

しかしながら、本市の水源能力については、自己水源である地下水から

の取水が限界にきていること、また水源の一部を市外からの受水に頼って

いる現状から、将来の水需要に対応していくためにも新規水源を確保する

ことが重要課題となっていたところである。

こうした中で、平成3年度から、三重県営北勢水道用水供給事業（拡張）

による三重用水の四日市・鈴鹿・菰野の2市1町を対象区域とする受水が

可能となり、これによって将来の新規水源は一応確保されることとなった。

一方で、県営事業からの受水には、当然費用負担が伴い、その受水料金

案から試算すると平成3年度が約9億1千万円、平成4年度が約10億8千

万円、そして平成5年度では約11億4千万円の財政負担となり、本市水道

-250-

事業財政を今後何年間も圧迫することが懸念されるところである。

当委員会は本市同様に県営用水から受水を行っている宇都宮市・仙台市

の視察を含め、財政問題を中心とした本市水道事業について調査研究を行

った。

視察先の県営用水受水の概要は次のとおりである。

（宇都宮市）

・開発給水量 (1日最大給水量） 38,000m1 

・給水対象市町数 2市3町

・供給料金算定期間 15カ年間の財政計画で算出

・料金体系一部制

・契約水量 全体契約水量38,000m'をもって当初から受水契約量とする。

（ただし、 3年ごとに見寵しを行う）

（仙台市）

•開発給水量 (1 日最大給水量） 553,300 ml 

・給水対象市町数 7市10町

・供給料金算定期間 4カ年間の財政計画で算出

・料金体系 二部制（基本料金・使用料金）

・契約水量 全体契約給水量 553,300m'をもって当初から受水契約量とす

る。

•平成 2 年～ 5 年度の 4 カ年で36億円を一般会計から水道事業へ繰り入れ

を行っている。

両市の主な特徴をみると、まず宇都宮市の場合、受水料金算定期間を本

市の4カ年間と比べて15カ年間の長期としていることであり、これにより

当初の料金はある程度抑制した状態でスタートできるが、将来、経済的変

動への対応が課題と言える。

両市とも、県水受水に伴う高額負担の軽減等種々の方策を工夫し、でき

る限り市民生活に影響を及匠さないよう腐心している点で一致している。
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本市の場合、県水受水に伴う高額負担に関わって、水道局において初

期料金の低減を図るため国・県等に陳情を重ねた結果、当初契約受水量を

二分の一に圧縮すること、契約受水量に見合った段階的償還方法（ステッ

プ償還）をとることなどが認められたところである。

次に、一般会計からの繰り入れを行っている仙台市の場合、周辺都市及

び他の人口50万以上の都市との料金格差を是正するための措置であるとの

説明があった。

このような措置については水道事業が需要者負担を原則とする独立採算

制をとっていることとの整合性等の問題等があり、なお十分議論されるべ

きものと思われる。

本市の水道事業財政は三重用水受水に関わって抜本的な見直しに当面し

ていると思われるが、国・県等関係機関に対する働きかけを一層強力に行

い、県水受水費等負担の軽減及ぴ経費節減等による経営の安定・効率化に

努めるよう強く望むものである。

建設委員会

0 中規模を超える開発に伴うアクセス道路について

本市の土地利用は、近年の経済活動の高度化、居住形態の多様化等によ

り急速な変化が生じている。なかでも、中規模を超える開発は、周辺はも

とより市内全域に及ぶまで道路交通体系に大きな影響を与えている。

しかるに、本市の都市計画道路は市内各所において渋滞がみられ、また、

住民からは生活道路や狭陰道路の整備・改良が要望されているのが現状で

ある。

そのような状況下にあって、開発に伴うアクセス道路の整備は、地方都

市から中部圏の中核都市へのアプローチをより実現可能にするとともに、

地域における生活基盤の向上をもたらすという重要な鍵を握っていると言

っても過言ではない。
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当委員会は、現在、市が何らかの形で関与している中規模を超える開発

のなかでも特に影響が大きいと考えられる四日市ハイテク工業団地、鈴鹿

山薦研究学閑都市、 （仮称）平尾栄工業団地及ぴ（仮称）四日市食品加工

団地の開発に伴うアクセス道路について、現地視察も含め調査・研究を行

った。

各委員から出された主な意見は次のとおりである

・ 工業団地等の開発地へのアクセス道路の整備にとどまらず、開発地と

既存の団地とを接続する道路も考慮するなど、一体性を持たせた道路整

備を行うとともに将来展望についても配慮すること

・ アクセス道路には植樹するなど、自然の緑に親しめる道路にすること

• 四日市ハイテク工業団地へのアクセス道路については、通勤者や業者

の出入りにより、周辺道路の混雑が予想されるため、県道も含めた調査

を進め、早期整備に取り組むこと

• 富田山城線は、四日市港発展に大きく寄与する主要幹線道路であるだ

けでなく、四日市ハイテク工業団地への重要なアクセス道路としての機

能を有することから、その早期無料化に一層の努力をすること

・ 開発に伴い、在来生活道路において、周辺の住民が混雑に巻き込まれ

ることのないよう、十分に配慮し、道路整備を行うこと

以上のことから当委員会は、各種都市基盤のなかでも道路整備は、最も

基本的なものであり、中規模を超える開発に伴うアクセス道路の早期整備

を強く望むとともに、 21世紀のまちづくりに対応した道路体系の確立に一

段の努力を望むものである。
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常任委員会の閉会中の継続調査項目

総務委員会 生活環境問題について

教育民生委員会 障害児教育について

産業公営企業委員会 牛肉輸入自由化をはじめ食肉市場をめぐる問題に

ついて

建設委員会 ゴルフ場の開発について

-254-


	第１日
	第２日
	第３日
	第４日
	第５日



